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第 1 章 

2025―２０２６年度 

フランチェスコ・アレッツォ国際ロータリー会長 

 

親愛なる友人の皆さま 

 

2 週間前、私は自宅の居間で孫たちと遊んでいました。その数日後、私はカルガリ

ー行きの飛行機に乗り、この素晴らしい組織を率いるという突然の責任を負うこ

ととなりました。人生はあっという間に過ぎますが、自分がいるべき場所に導いて

くれるものです。 
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今年度の始まりに、次の明確なメッセージをお伝えしたいと思います：よいことの

ために手を取りあおう。シンプルながら、力強いフレーズです。ロータリーでは、あ

らゆる取り組み、日々の奉仕、入会してくる新会員、世界的な課題への対応の裏に、

二つのことがあります。それは「友情」と「信頼」です。 

 

強いクラブは、友情と信頼によって築かれます。私たちは、友情と信頼のもとに有

意義なパートナーシップを築き、世界的な問題を各地域で解決へと導きます。私た

ちは、肩書や称賛のためでなく、謙虚さ、人間性、思いやりをもってリーダーシップ

を発揮します。しかし、実のところ、このようなリーダーシップは必ずしも簡単では

ありません。私たちは人間であり、間違えることもあります。意見が対立することも

ありますが、ロータリーではより大きな視点が求められます。ロータリーのビジョン

声明の全文を見てみましょう： 

 

「私たちは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を

生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています」 

 

特に肝心なのは、「自分自身の中で」という部分です。なぜなら、変革とは戦略から

始まるものではないからです。変革は、一人ひとりの人格や互いへの接し方から始

まります。どのように耳を傾け、サポートし、奉仕するかということから始まるので

す。 

 

今年度、そのことを胸にリーダーシップを発揮していただくようお願いいたします。

関係を通じてロータリーを成長させ、より親しみやすく、柔軟で、新しいアイデアを

受け入れるクラブとなり、1 年という枠を超えてビッグに考えてください。私たち

の任期はあっという間ですが、継続性とビジョンを持って計画、行動すれば、末長

いインパクトを生むことができます。私たちの優先事項が、会員増強、ポリオ、平和

であることも忘れないようにしましょう。かつてないほどポリオの根絶に近づいて

いますが、ここで歩みを止めるわけにはいきません。世界の子どもたちとの約束を

守らなければなりません。また、ロータリーは1 世紀以上にわたって平和を構築し

てきました。安全な水のシステム、青少年交換、母子の健康プロジェクトなど、あら

ゆる活動が平和へのステップとなります。 

 

私が若き職業人としてロータリーに入会したとき、役に立ちたいと強く思っていま

したが、人前で話すことを恐れていました。ロータリアンの仲間たちが私を信頼し、

さまざまな役割を担うよう背中を押してくれました。そうする中で、ロータリーが

私の人生を変えました。ロータリーは、勇気と目的を与えてくれました。何よりも、
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皆さま、すなわち世界中の友人、チーム、ファミリーを与えてくれました。 

 

友人の皆さま、引き出しの奥にしまっていた夢、特に大きすぎたり大胆すぎたりし

て実現できないと思っていた夢を、取り出すときが来ました。その夢に光を当てま

しょう。クラブ、地域社会、そして世界のために、よいことのために手を取りあおう

ではありませんか。リーダーとして奉仕するだけでなく、喜び、つながり、愛に満ち

た 1 年といたしましょう。 

 

感謝と敬意を込めて 

 

2025 - 26 年度国際ロータリー会長 

フランチェスコ・アレッツォ 
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第２章―１ 

 “３-year Rolling Regional Plans”における 202４－202７年度地区計画 

1,地区計画の目的 

地区は、3 か年の「３-year Rolling Regional Plans（3 年間の地

区計画）」を立てることで、地区内のロータリークラブ（以下、「クラブ」とい

う）に継続的、効果的支援を行います。同時に、地区内のクラブにそれぞ

れの３-year Rolling Goals(3 年間の目標)の策定と行動の推進

を促します。 

     ２，地区計画の目標 

地区は、東日本大震災で甚大な被害を受けたが、世界中の多くのロ

ータリーから莫大な支援を受けました。（P8～P10 参照） 

地域社会はじめ国際社会においてロータリー活動を通して、持続的な

恩返しおよび恩送りができるよう支援します。2026年4月17日・

18 日開催の地区大会では東日本大震災発災後の支援状況につい

て振り返る時間として、「感謝と友情」をテーマとして掲げ、「友情の

広場」においてパネルディスカッションを予定しています。大会剰余

金が発生した場合は、能登半島地震および豪雨被害等への恩返し・

恩送りのための地区災害支援金等として活用します。 

•ロータリーの理念、目的を理解し、ロータリーのルールを守る。 

•歴史と伝統を大切にしつつ、時代に沿った活動をする。 

•公平性と継続性を尊重し、多様性へも果敢に挑戦し、異なる視点を有する新会員

獲得に努め、より多方面に豊かな知識を高め深めていく方向性を探る。 

•地域での公共イメージの定着を図りながら、新たなパートナーと共に奉仕活動を

創出する。 
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・クラブ会員の定着を図り、クラブの組織力を維持する。新入会員獲得と退会会員防

止策を同じレベルで実践する。そのツールとしてマイロータリーの利用の向上を図

る。 

３，地区計画の行動指針 

 

地区は、国際ロータリーが希求する「3 年間の行動計画」を策定するため、 

奉仕（SERVICE）、親睦（FELLOWSHIP）,多様性（DIVERSITY）、 

高潔性（INTEGRITY）、リーダーシップ（LEADERSHIP）の 

5 つの中核的価値観を基盤としたクラブの行動指針を作成することを奨励する。 

(2010 年 11 月理事会決定 38 号）地区は、クラブが他団体

との協力を含め国際社会及び地域社会のニーズに合った奉仕

活動を行うことを奨励し、より多くの参加者の積極的な関わり

を促す。 

 

  ４，３-year Rolling Goals(3 年間の目標) 

 

地区は、クラブが地域の実情を考慮しながら、時代の変化を見据えたクラブの行動計画

とその実現に向けた優先事項の設定と目標を定めるために、３-year Rolling 

Goals(３年間の目標)の立案と行動の推進を促します。下記にある事項が含まれる

ことが望ましい。 

下記のジャパンポータルサイトに記載されている内容を参考にして、クラブの 3 年

間の目標を策定し、3 年間の行動計画のシートに記入することが容易である。 

https://www.japanrotary.club   

 

 

・組織の基盤強化の支援  

クラブの実情を踏まえて年度毎のクラブ会員維持計画の策定と 3 年間の行動計画（方

針）を推進する同時にマイロータリー（クラブセントラル）への登録を進める。進める上で

ジャパンポータルサイトから 3 年間の行動計画シートをダウンロードして紙ベースで記

入してからクラブセントラルへの入力がより円滑に進むので推奨する。 

https://www.japanrotary.club/
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 ̔

・会員維持の共通認識 

 IM（インターシティーミーティング）を活用して分区あるいはゾーン主催の新会員を

対象としたロータリー情報に係るラーニングを実施する。 

 

・会員の多様性、公平さ、インクルージョン 

クラブは会員の多様性、公平さ、インクルージョンを最優先する。新しい機会を追求し、リー

ダーとなるための研究を行う。 

・奉仕活動の増加  

分区（ゾーン）あるいはクラブの奉仕プロジェクトに対し DDF（地区財団活動資金）を

活用してロータリーの公共イメージと認知度の向上を図る。 

グローバル補助金(GG)の申請にあたっては、日本国内 34 地区と共に、地区

Intercountry Committee（国際共同委員会）が策定した行動計画を地区国

際奉仕委員会と地区ロータリー財団委員会と協議しながらロータリーの一員とし

て、「自由と平和の構築」に向けた未来への投資を推進する。 

 

・公共イメージと認知度の向上 

クラブがホームページ、SNS、マスコミなどを活用して、世界や社会に良いことをする行

動人としてのロータリーの社会的認知度向上に繋がる事を支援する。同時に若い

世代にロータリーのイメージを浸透させるための試みを実行する。加えて、ロータ

リー以外の様々な形でのパートナーシップの確立を目指し、クラブのみならず周囲

の組織や機関との繋がりを模索する。 

 

・ロータリー財団、米山記念奨学会への寄付 

未来への大きな投資であるとの理解の促進を図り、ファンドレイジングへの協力関

係を維持する。とくに、東日本大震災への支援に対する恩返し·恩送りの対象とし

て、2011 年 11 月設立の「ロータリー希望の風奨学金」（震災後の被災孤児への奨学

金：「ロータリーの友2024年9月号」P24～P26を参照）へ寄付する。（次項に東日

本大震災後の義援金資料） 

・上記に関して財団セミナー等で公認会計士·税理士資格を有する地区内会員から

優遇税制の具体的内容に関する講座を設ける。特に公益財団法人ロータリー日本

財団の仕組みを学ぶ。 
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第２章―２ 

【東日本大震災発災後の義援金】（参考） 

 

表 1：東日本大震災後の各科目ごとの義援金 

 

 

 

表 2：海外からの義援金の明細 

 

 

˲2010-2011 ˳

χ

ᴬ Ỳᶛ

ϹНЗ˔ᵓ 50,000,000 ϹНЗ˔ᵓΤϣχṰכỲ

к˔Ќз˔ϼжУˢ⁯ ˣ 123,866,554 ⁯ RCˢк˔ЌзϯрḯˣΤϣχṰכỲ

к˔Ќз˔ϼжУˢᵤᵰˣ 10,477,419 ᵤᵰк˔Ќз˔ϼжУΤϣχṰכỲ

╦Ṝ ᶘᵓ 4,897,500 ╦Ṝ ᶘᵓΤϣχṰכỲ

ζχ 106,570 ᾤ ΤϣχṰכỲ

︡ 3,356 Ὠ▄

›ὓ 189,351,399

ṰכỲ ⇔ˢᵤᵰˣ

Ỳᶛ

2011́ʹʹʹʹ3Ὦ28 1,023,968

4Ὦ4 50,000

4Ὦ14 2,024,492

4Ὦ20 500,000

4Ὦ20 4,093,000

5Ὦ6 39,710

5Ὦ9 257,516

5Ὦ19 480,733

5Ὦ20 196,115

6Ὦ8 63,344

6Ὦ10 158,680

6Ὦ14 77,080

6Ὦ30 965,124

6Ὦ30 75,890

7Ὦ5 28,977

7Ὦ15 432,091

10,477,419

10,699

›ὓ

Ỳ ˢ ˣ̞⁯

НзЌЫрк˔Ќз˔ϼжУ ̞ϱрЖКЄϯ

PRADIP JAIN(D2 ̞ϱрЖ

ROTARY DISTRICT 5830ˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ̞ϯЮзϸ

ᴥᾥ RCˢᵤᵰΤϣχ◦כϬ Ὃˣ

DISTRICT 3480 ˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ̞

ROTARY CLUB OF APPLE VALLEYˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ̞ϯЮзϸ

MR CHIA SHIH CHAN HENRYˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ̞ЄрϹЪ˔и

5Ὦ12
ROTARY CLUB OF GARSTANG AND OVER WYRE DISTRICT 1190

ˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ̞крЖр

BOULDER ROTARYˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ̞ϯЮзϸ

KEN ICHII SHIMAZUˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ

ROTARY CLUB ZAGREB ˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ̞ϼкϯЎϯ

ROTARY DISTRICT 5830ˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ̞ϯЮзϸ

ROTARY 2420ˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ̞ЕиЀ

District9570 Rotary Club of Corrimal ˢ ︣Ἱ︡ ˣ̞Ϸ˔ІЕжзϯ

ROTARY CLUB OF APPLE VALLEYˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ̞ϯЮзϸ

GIRNE LIMAN ROTARY DISTRICT 2420ˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ̞ЕиЀ

KEN ICHII SHIMAZUˢᵤᵰ ▫ΰ Ỳˣ
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表 3：国内からの義援金の明細 

 

 

ṰכỲ ⇔ˢ⁯ RCʾϹНЗ˔ᵓʾ ╦Ṝ ᶘᵓʾζχ ˣ

Ỹ Ṱ Ỳᶛ

2011́ʹʹʹʹ3Ὦ16 2670 ΤΥϩ 200,000

3Ὦ18 2590 ≤ẋ 1,200,000

3Ὦ22 2750 Ằ 500,000

3Ὦ23 2590 ≤ẋ 400,000

3Ὦ23 ϸЕϳϼИϷ 200,000

3Ὦ23 Ⱶ 30,000

3Ὦ24 2690 ᴎ╦ 1,000,000

3Ὦ25 Ⱨ ộʹ —ᵒ 1,000

3Ὦ25 ИЄЅЫЈϱЁ 1,000,000

3Ὦ28 ⌠ⱳ 500,000

3Ὦ28 2520 ὼ Ὺ 10,000

3Ὦ29 2750 ⁬ 328,500

3Ὦ29 2630 ПЂϱ 300,000

3Ὦ29 ╦Ṝ ᶘᵓЯрЁиТй˔ 180,918

3Ὦ30 2510 ₪ˑ ϹНЗ˔ 100,000

3Ὦ30 2006-07GSEЎ˔ЭеЀбЫЗϷ 100,000

3Ὦ31 2520 ╣ ОІЕϹНЗ˔ 100,000

3Ὦ31 2720 ᴞΊԁϹНЗ˔ 14,000,000

4Ὦ4 ϹНЗ˔ᵓ 50,000,000

4Ὦ5 2520 ˢᶴˣЫКЅЮрЕʾЂЪ˔Е 106,570

4Ὦ7 2750 Ằ 76,000

4Ὦ8 2770 ᾭ 400,000

4Ὦ12 2520 1,000,000

4Ὦ12 2570 827,000

4Ὦ13 2640 Ḱ 2,000,000

4Ὦ14 2640 310,000

4Ὦ15 ╦Ṝ ᶘᵓ 3,500,000

4Ὦ15 2590 ϾрЌр 2,500,000

4Ὦ15 2520 28,000

4Ὦ19 2680 ᴎ 1,000,000

4Ὦ20 2840 539,453

4Ὦ22 2520 ḵ ╦ 100,000

4Ὦ22 2550 ꜟ 300,000

4Ὦ22 2550 508,000

4Ὦ25 2520 ▀Ḧ Ⱨ 100,000

4Ὦ25 2520 50,000

4Ὦ25 2750 Ằԅ 500,000

4Ὦ27 2740 ₪ 500,000

4Ὦ28 2670 ᾖ 5,000,000
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5Ὦ2 2550 ꜟ 1,889,910

5Ὦ6 2640 ‰ RCʹ∩ ᵓԌ 120,000

5Ὦ6 2750 Ằ 50,000

5Ὦ13 2640 Ḱ 338,123

5Ὦ16 2520 Ṱ ОІЕϹНЗ˔ 100,000

5Ὦ17 2580 Ằ 416,450

5Ὦ17 2590 ≤ 400,000

5Ὦ18 2680 1,000,000

5Ὦ18 2520 ᴸ᷊ 50,000

5Ὦ19 2790 Ệ 550,000

5Ὦ20 ╦Ṝ ᶘᵓ 1,397,500

5Ὦ20 2520 ᴸ᷊ 75,000

5Ὦ23 2520 ᾭ 1,000,000

5Ὦ23 2520 ᴎ Л 170,000

5Ὦ24 ᴰ╦ 1,314,428

5Ὦ25 2790 4,136,165

5Ὦ25 2520 ԁḩ ״ 300,000

5Ὦ26 2520 ᷅ 110,000

5Ὦ30 2710 ╣ⱳ ״ 163,892

5Ὦ31 2520 ᴎ 310,000

5Ὦ31 2520 ᴎ 600,000

6Ὦ2 2520 ק 100,000

6Ὦ2 2670 ᾖ 115,000

6Ὦ7 2520 100,000

6Ὦ8 2520 ᴎ 230,000

6Ὦ13 ״ 603,138

6Ὦ15 2650 Ằ 800,000

6Ὦ20 2520 ᴎ 660,000

6Ὦ20 ≤ 100,000

6Ὦ21 2680 ϹНЗ˔ЛЬИ˔ˢ2013-14ע ˣ 1,000,000

6Ὦ21 2780 ᵤ 1,000,000

6Ὦ22 Ỳ 500,000

6Ὦ23 2520 ᴎ 350,000

6Ὦ24 2700 ᾖ ΊẆϹНЗ˔ 37,302,990

6Ὦ24 2520 10,000,000

6Ὦ29 2520 ᴎ ״ 220,000

6Ὦ29 2560 ╦ ϹНЗ˔ 2,866,150

6Ὦ30 2760 Ῠ ϹНЗ˔ 8,136,437

6Ὦ30 2640 ◓ϹНЗ˔ 10,000,000

6Ὦ30 2590 ≤ 300,000

6Ὦ30 2520 йϱрЩ˔ 100,000

6Ὦ30 2760 2760 ỸϹНЗ˔Ⱨ 200,000

7Ὦ13 2760 ᾭRCʹЁиТᵓ 20,000

7Ὦ21 2590 ≤‰ 180,000

178,870,624›ὓ
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第３章 

歴代国際ロータリー会長テーマ 

 

1949 年にパーシー・ホジソン RI 会長が「次期リーダーにロータリーの基本的知識を持っ

てほしい」と提案し、1953 年ホアキン・セラトサ・シビルス RI 会長の「Rotary is Hope 

Action」から 71 年間毎年発表された「RI 会長テーマ」は、ロータリアンに勇気と希望、

たくさんのロータリーの素晴らしさを伝えてきた。パーシー・ホジソン RI 会長は「ロータリ

ーの知識の欠如はロータリークラブの順調な運営の妨げとなりうる」と訴え、「ロータリー

の知識を広めるという光栄な機会」を私たちロータリアンに授けてくれたと考えている。 

２０２５－２０２６年度は「RI 会長テーマ」が設けないことになった。これまで自ら学んでき

たロータリーを進化させてほしいという国際ロータリー フランチェスコ・アレッツォ会長

のメッセージ”Unite for Good”に込められた意図（国際ロータリー会長エレクトを辞任

したマリオ・セザール・マルティンス・デ・カマルゴ氏の思いを継承）を組んでいくことにな

る。 

1953−54  ホアキン・セラトサ・シビルス（ウルグアイ・モンテビデオ・ロータリークラブ） 

Rotary is Hope in Action 

1954−55     ハーバート Ｊ. テーラー（米国  シカゴ・ロータリークラブ） 

六つの目標 

1．過去に学んで行動せよ。 

2．他人と分かち合え。 

3．ロータリーの四つのテストで身を固めよ。 

4．青少年に対する奉仕。 

5．国際親善。 

6．良きロータリアンは良き市民である。 

（6 Objectives for 1954－55 

1.Learn from the past and act 

2．Share with others. 

3．Build with Rotary’s 4ーWay Test. 

4．Serving Youth. 

5．International good will. 

6．Good Rotarians are good citizens.） 

1955−56     A.Z. ベーカー（米国  クリーブランド・ロータリークラブ） 

我等の資源を開發しよう！（DEVELOP OUR RESOURCES!） 

1956−57     ジャン・パオロ・ラング（イタリア  リボルノ・ロータリークラブ） 

三つのターゲット 

1．ロータリーは、簡潔に。 
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2. ロータリアンは、もつとロータリーを。 

3. お互いにもっと知り合おう。 

（3 Targets 

1． Keep Rotary simple. 

2． More Rotary in Rotarians. 

3．Learn more about each other.） 

1957−58     チャールズ G. テンネント（米国  アッシュビル・ロータリークラブ） 

動員−拡張−探求−奉仕（Enlist−Extend−Explore−Serve） 

1958−59     クリフォード A. ランダル（米国  ミルウォーキー・ロータリークラブ） 

将来を造るために助力しましょう（HELP SHAPE The FUTURE） 

1959−60     ハロルド T. トーマス（ニュージーランド  オークランド・ロータリークラ

ブ） 

生気を与えよ 身につけよ 友愛の橋をかけよ（VITALIZE… PERSONALIZE… 

BUILD BRIDGES OF FRIENDSHIP） 

1960−61     Ｊ.エド・マックロウリン（米国  ラルズ・ロータリークラブ） 

あなたはロータリーです それを表現して下さい それを拡張させましょう（YOU ARE 

ROTARY＝Express it! Expand it!） 

1961−62     ジョセフ A. エービー（米国  レディング・ロータリークラブ） 

行動 行動に努めよ 理解を求めよ 指導力を高めよ 

（Act A．Aim for action 

C．Communicate for understanding 

T．Test for leadership） 

1962−63     ニッティシ C. ラハリー（インド  カルカッタ・ロータリークラブ） 

内部に火を燃やせ（kindle the spark within） 

1963−64     カール P. ミラー（米国  ロサンゼルス・ロータリークラブ） 

宇宙時代におけるロータリーの進路（MEETING ROTARY’S CHALLENGE IN 

THE SPACE AGE） 

1964−65     チャールズ W.ペッテンギル（米国  グリニッチ・ロータリークラブ） 

ロータリーに生きよう（Let Us Live Rotary） 

1965−66     C.P.H. ティーンストラ（オランダ  ヒルバーシュム・ロータリークラブ） 

行動 強化 継続性（ACTION,CONSOLIDATION AND CONTINUITY） 

1966−67     リチャード L. エバンス（米国  ソルトレークシティー・ロータリークラ

ブ） 

ロータリーからよりよき世界を（A Better World Through Rotary） 
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1967−68     ルーサーH. ホッジス（米国  チャペルヒル・ロータリークラブ） 

ロータリアンとしてあなたの資格を効果的に（Make your Rotary Membership 

Effective） 

1968−69     東ヶ崎 潔（日本  東京・ロータリークラブ） 

参加し敢行しよう！（PARTICIPATE!） 

1969−70     ジェームス F. コンウェイ（米国  ロックビル・センター・ロータリークラ

ブ） 

検討し 更新しよう（REVIEW and RENEW） 

1970−71     ウィリアム E. ウォーク（米国  オンタリオ・ロータリークラブ） 

隔りを取り除こう（Bridge the Gaps） 

1971−72     アンスト G. ブライトホルツ（スウェーデン  カルマー・ロータリークラ

ブ） 

善意は 先ず あなたから（good will begins with you） 

1972−73     ロイ D. ヒックマン（米国  バーミンガム・ロータリークラブ） 

もう一度 見直そう！（Let’s Takeａ New Look!） 

1973−74     ウィリアム C. カーター（米国  バタシー・ロータリークラブ） 

今こそ行動のとき（ａ Time for Action） 

1974−75     ウィリアム R. ロビンズ（米国  フォート・ローダーデル・ロータリークラ

ブ） 

ロータリーの精神を振るい起こせ（Renew the Spirit of Rotary） 

1975−76     エルネスト・インバッサイ・デ・メロ（ブラジル  ニテロイ・ロータリークラ

ブ） 

人間に威信を！（TO DIGNIFY THE HUMAN BEING） 

1976−77     ロバート A. マンチェスター（米国  ヤングスタウン・ロータリークラブ） 

「奉仕」 ロータリーを私は信奉する （“SERVICE” Ｉ BELIEVE IN ROTARY） 

1977−78     ジャック デービス（バミューダ  ハミルトン・ロータリークラブ） 

全人類を結びつけるために奉仕せよ（SERVE TO UNITE MANKIND） 

1978−79     クレム・レヌーフ（豪州  ナンバー・ロータリークラブ） 

手をさし伸べよう…（REACH OUT…） 

1979−80     ジェームス L. ボーマー（米国  シェルビービル・ロータリークラブ） 

奉仕の灯で道を照らそう（LET SERVICE LIGHT THE WAY） 

1980−81     ロルフ J. クラリッヒ（フィンランド  ヘルシンキ・ヘルシンフォルス・ロ

ータリークラブ） 

時間を捧げよう 奉仕のために（TAKE TIME TO SERVE） 
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1981−82     スタンレー E.マッキャフリー（米国  バークレー・ロータリークラブ） 

ロータリーを通じて、世界理解と平和を（World Understanding & Peace 

Through Rotary） 

1982−83     向笠 廣次（日本  中津・ロータリークラブ） 

人類はひとつ 世界中に友情の橋をかけよう（MANKIND IS ONE Build Bridges 

of Friendship Throughout the World） 

1983−84     ウィリアム E. スケルトン（米国  クリスチャンスバーグ・ブラックスバー

グ・ロータリークラブ） 

みんなにロータリーを みんなに奉仕を（SHARE ROTARY SERVE PEOPLE） 

1984−85     カルロス・カンセコ（メキシコ  モンテレー・ロータリークラブ） 

見つけよう 奉仕の新生面（DISCOVER A NEW WORLD OF SERVICE） 

1985−86     エドワード F. カドマン（米国  ウェナチ・ロータリークラブ） 

あなたが鍵です（YOU ARE THE KEY） 

1986−87     M.A.T. カパラス（フィリピン  マニラ・ロータリークラブ） 

ロータリーは希望をもたらす（ROTARY BRINGS HOPE） 

1987−88     チャールズ C. ケラー（米国  カリフォルニア・ロータリークラブ） 

ロータリアン＝奉仕に結束＆平和に献身（ROTARIANS＝UNITED IN SERVICE．

EDICATED TO PEACE） 

1988−89     ロイス・アビー（豪州  エッセンドン・ロータリークラブ） 

ロータリーに活力を―あなたの活力を（PUT LIFE INTO ROTARY ― OUR LIFE） 

1989−90     ヒュー M. アーチャー（米国  ディアボーン・ロータリークラブ） 

ロータリーを楽しもう！（ENJOY ROTARY!） 

1990−91     パウロ V.C. コスタ（ブラジル  サントス・ロータリークラブ） 

ロータリーを高めよ 思いを尽くし熱意を尽くし（HONOR ROTARY WITH FAITH 

AND ENTHUSIASM） 

1991−92     ラジェンドラ  K. サブー（インド  チャンディガー・ロータリークラブ） 

自分を超えた眼を（Look Beyond Yourself） 

1992−93     クリフォード L. ダクターマン（米国  バークレー・ロータリークラブ） 

まことの幸福は人助けから（Real Happiness is Helping Others） 

1993−94     ロバート R. バース（スイス  アーラウ・ロータリークラブ） 

行動に信念を＝-…信念は行動に＝…（BELIEVE IN WHAT YOU DO  DO WHAT 

YOU BELIEVE IN） 

1994−95     ビル・ハントレー（英国  アルフォード＆メイブルソープ・ロータリークラ

ブ） 

友達になろう（Be ａ Friend） 
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1995−96     ハーバート G. ブラウン（米国  オパルーサス・ロータリークラブ） 

真心の行動 慈愛の奉仕 平和に挺身（Act with Integrity Serve with Love 

Work for Peace） 

1996−97     ルイス・ビセンテ・ジアイ（アルゼンチン  アレシヘス・ロータリークラブ） 

築け未来を 行動力と先見の眼で（BUILD THE FUTURE WITH ACTION AND 

VISION） 

1997−98     グレン W. キンロス（豪州  ハミルトン・ロータリークラブ） 

ロータリーの心をあなたの住むところ 私たちの世界 そこに住むすべての人々に

（Show Rotary Cares for your community for our world for its 

people） 

1998−99     ジェームス Ｌ. レイシー（米国  クックヴィル・ロータリークラブ） 

ロータリーの夢を追い続けよう（FOLLOW YOUR ROTARY DREAM） 

1999−2000 カルロ・ラビッツア（イタリア  ミラノ南西・ロータリークラブ） 

ロータリー 2000：活動は―堅実、信望、持続（ROTARY 2000：ACT WITH 

CONSISTENCY,CREDIBILITY,CONTINUITY） 

2000−01     フランク J. デブリン（メキシコ  アナウアク・ロータリークラブ） 

意識を喚起し＝進んで行動を（CREATE AWARENESS TAKE ACTION） 

2001−02     リチャード D. キング（米国  ナイルズ・ロータリークラブ） 

人類が私たちの仕事（MANKIND IS OUR BUSINESS） 

2002−03     ビチャイ・ラタクル（タイ  トンブリ・ロータリークラブ） 

慈愛の種を播きましょう（Sow the Seeds of Love） 

2003−04     ジョナサン  .マジィアべ（ナイジェリア  カノ・ロータリークラブ） 

手を貸そう（Lend a Hand） 

2004-05      グレン E. エステス シニア（アメリカ  シェイズバレー・ロータリークラ

ブ） 

ロータリーを祝おう（Celebrate Rotary） 

2005−06     カール・ヴィルヘルム・ステンハマー（スウェーデン  イエーテボリ・ロー

タリークラブ） 

超我の奉仕（SERVICE Above Self） 

2006−07     ウィリアム B. ボイド（ニュージーランド  パクランガ・ロータリークラ

ブ） 

率先しよう（Lead the Way） 

2007-08      ウィルフリッド J.(Wilf) ウィルキンャ（カナダ  トレントン・ロータリー

クラブ） 

ロータリーは分かちあいの心（ROTARY SHARES） 
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2008-09      李東建（韓国  ソウル漢江・ロータリークラブ） 

夢をかたちに（Make Dreams Real） 

2009-10      ジョン・ケニー（スコットランド  グランジマス・ロータリークラブ） 

ロータリーの未来はあなたの手の中に（THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR 

HANDS） 

2010-11      レイ・クリンギンスミス（アメリカ  カークスビル・ロータリークラブ） 

地域を育み、大陸をつなぐ（BUILDING COMMUNITIES BRIDGING 

CONTINENTS） 

2011-12      カルヤン・バネルジー（インド  バピ・ロータリークラブ） 

こころの中を見つめよう 博愛を広げるために（Reach Within to Embrace 

Humanity） 

2012-13      田中 作次（日本  八潮・ロータリークラブ） 

奉仕を通じて平和を（Peace Through Service） 

2013-14      ロン D. バートン（アメリカ  ノーマン・ロータリークラブ） 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を（Engage Rotary Change Lives） 

2014-15      黄其光（台湾  台北・ロータリークラブ） 

ロータリーに輝きを（Light Up Rotary） 

2015-16      K. R. ラビンドラン（スリランカ  コロンボ・ロータリークラブ） 

世界へのプレゼントになろう（Be a gift to the world） 

2016-17      ジョン F. ジャーム（アメリカ  チャタヌーガ・ロータリークラブ） 

人類に奉仕するロータリー（Rotary Serving Humanity） 

2017-18      イアン H.S. ライズリー（オーストラリア  サンドリンガム・ロータリーク

ラブ） 

ロータリー：変化をもたらす（ROTARY:MAKING A DIFFERENCE） 

2018-19      バリー・ラシン（バハマ  イーストナッソー・ロータリークラブ） 

インスピレーションになろう（Be the Inspiration） 

2019-20      マーク・ダニエル・マローニー（アメリカ  ジケーター・ロータリークラブ） 

ロータリーは世界をつなぐ（Rotary Connects the World） 

2020-21 ホルガー・クナーク（ドイツ  ヘルツォークトゥム ラウエンブルク メルン・ロー

タリークラブ） 

ロータリーは機会の扉を開く（Rotary Opens Opportunities） 

2021-22    シェカール・メータ（インド  カルカッタ-マハナガル・ロータリークラブ） 

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために（Serve to change lives） 

2022-23    ジェニファー・ジョーンズ（カナダ  ウィンザー・ローズランド・ロータリー

クラブ） 

イマジン ロータリー（Imagine Rotary） 
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２０２３－２４ゴードン・R・マッキナリー（スコットランド サウス・クインズフェリー・ロータ

リークラブ） 

世界に希望を生み出そう（CREAT HOPE in the WORLD） 

202４―２５ステファニー・A.アーチック（アメリカ・マックマレー・ロータリークラブ） 

ロータリーのマジック（The Magic of Rotary） 
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第４章―１ 

国際ロータリー第２５２０地区 

 ２025-2026 年度ガバナー 

加藤雄彦（かとう たけひこ）プロフィール 

仙台ロータリークラブ所属 

生年月日 1958 年 2 月 25 日（戌年） 

パートナー     加藤智子（かとう ともこ） 

最終学歴 慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了

（MBA 取得） 

職業分類 私立高校 

役職    学校法人仙台育英学園理事長・校長 

ロータリー歴 ・1997 年３月          仙台ロータリークラブ入会 

  ・1999-2000 年度 世界社会奉仕副委員長 

  ・2000-01 年度 世界社会奉仕委員長  

  ・2014-１５年度  国際奉仕委員会副委員長 

  ・2015-16 年度  国際奉仕委員会委員長           

       ・2016-17 年度      会員選考増強出席奨励委員長 

  ・2017-18 年度  親睦友好委員長 

  ・2022-23 年度 クラブ奉仕委員長（副会長） 

  ・2019-20 年度 幹事 

  ・2022-23 年度 会長 

            ・2023-24 年度     ガバナーノミニー 

            ・２０２４-２５年度      ガバナーエレクト 

  ＊ロータリー財団 メジャードナー（L4） ベネファクター 

  ＊米山功労者 メジャードナー（2 回） 

座右の銘      「人事を尽くして天命を待つ」 

好きな食べ物   鰻重 

好きな言葉    「ヘラクレスの選択」 「安全な道の果てには刹那的な快楽しかなく、 

苦難の道の果てには美徳がある」 

趣味         四国巡拝（歩き遍路７回） 

外部役職      一般社団法人茶道裏千家淡交会理事 

             宮城県私学審議会会長、他 

受賞歴        教育文化功労者として宮城県知事表彰 

             教育功績者として文部科学大臣表彰 

             藍綬褒章 

             ウクライナの奉仕者「超我の奉仕賞」 
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2025 年６月２２日～２５日 カルガリー国際大会  

国際ロータリー理事主催朝食会にて 
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上：アナ・マリア・クリシオーネ夫人とフランチェスコ・アレッツォ会長と共に 

 

下：パートナー智子と雄彦 
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ガバナーノミニー、ガバナーノミニーデジグネートのご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2026-2027 年度ガバナー 

柴 田  茂 

Shigeru  SHIBATA  

所    属    古川東ロータリークラブ 

出 身 地     宮城県大崎市（旧古川市） 

生年月日     1967 年 3 月 28 日 

最終学歴     宮城大学大学院博士前期課程修了 

職業分類     不動産販売 

会   社     株式会社古川土地 代表取締役 

ロータリー歴  

1988 年 7 月      古川東ローターアクトクラブ入会 

1991-1992 年度  古川東ローターアクトクラブ会長 

1997 年 6 月      古川東ローターアクトクラブ退会（30 歳） 

2011 年 7 月      古川東ロータリークラブ入会 

2014-2015 年度  古川東ロータリークラブ幹事 

2019-2020 年度  古川東ロータリークラブ会長 

2021-22-23 年度 地区ローターアクト・ＲＹＬＡ委員長 

2023-24-25 年度 地区青少年奉仕委員長 

ロータリー財団 メジャードナー（Ｌ１） 

米山功労者 メジャードナー 

 

 

早坂 竜太 

 
Ryuta  HAYASAKA  

所  属   盛岡東ロータリークラブ 

出 身 地  宮城県仙台市 

生年月日  1953 年 10 月 15 日 

最終学歴  仙台市立仙台高等学校卒業 

職業分類  土木工事業 

会   社  株式会社エスイーシー 代表取締役 

ロータリー歴  

2008 年 8 月  盛岡東ロータリークラブ入会 

2012-13 年度 クラブ会長 

2014-15 年度 会員増強・ロータリー広報委員会委員 

2015-16 年度 社会奉仕委員会委員 

2016-17 年度  会員増強・ロータリー広報委員会副委員長 

2019-20 年度  クラブ会長 

2020-21 年度 第 1 分区ガバナー補佐、RLI 委員会委員 

2021-22-23-24 年度 RLI 委員会委員長  

2023-24 年度 RLI 日本支部地区代表ファシリテーター 

ロータリー財団 メジャードナー（Ｌ１） 

ロータリー米山記念奨学会 米山功労者 

2027-2028 年度ガバナー 
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第４章―２ 

会員と共に歩むロータリーの旅 

旅先は「検討し、更新しよう」 

“REVIEW＆RENEW” 

「地区ガバナーからのお願い」 

 

 国際ロータリー（RI）はこれまで、特にロータリー先発国（日本を含む）での会員減少とク

ラブ規模の縮小、または平均年齢の上昇を憂慮し、DEI（多様性、公平さ、インクルージョ

ン）やロータリーの行動計画（方針）などをクラブに提案してきました。 

これらに加え、RI 理事会はロータリークラブに対し実現可能な「３-year Rolling 

Goals(3 年間の目標)」を、地区に対しては「３-year Rolling Regional Plans（3 年

間の地域計画）」を強く奨励し 2 年目を迎えました。 

「３-year Rolling Goals」とは、ロータリークラブが活性化を可能とする将来像を思

い描き、前年度と本年度、次年度にわたる 3 か年、クラブの各リーダーがその状況を分析

し、今後の運営構想を練り、クラブ会員とも協議の上で「夢物語ではない実現可能な計画」

を作り上げることを求めています。 

「３-year Rolling Goals」の主役はあくまでもロータリークラブです。そして、目標と

計画に新しく野心的な挑戦を加味することが、クラブを真に活性化し、一層成長させるこ

とにつながると思います。この契機に、DEI やロータリーの行動計画（方針）を順守しなが

ら、会員一人一人の参加意識を創出し、「ロータリーを育てる」ことをご一緒に進めていき

ましょう。 

日本では初めての試みとなりますが、国際奉仕活動の一環として、地区に国際共同委

員会（Intercountry Committee）設置し、海外地区と締結し、国際奉仕のためにグロ

ーバル補助金を活用したプロジェクトを模索したいと考えています。（国際委員会とロー

タリー財団委員会との共同プログラム） 

これはフランチェスコ・アレッツォ会長が提唱するパートナーシップの大切さを実践しよ

うとする旅の始まりです。 

日本のロータリーがこれまで経験したことのない「Intercountry Committee」(国

際委員会)に取り組む上で、日本国内34地区のガバナーと共に世界の紛争地帯と言われ

るロシアウクライナ地域、地中海地域（パレスチナを含む）、アフリカ地域での国際奉仕活

動を行う環境を整えていきたいと考えています。 

目標通り進展するかは各地区のガバナーのお考え次第ですが、１１９か国および地域が

展開してきた国際奉仕活動を学び、これらの地域の６００セッションでこれまで展開され

てきた「平和の大使」の役割を日本国内３４地区が連携して推進できるようにしていきた

いと思います。       
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『検討し、更新しよう』 

“Review&Renew” 

 

ジェームズ．F．コンウェイ国際ロータリー会長1969－70年度（ロックビルセンターRC） 

が提唱した会長テーマ『検討し、更新しよう』を地区目標として会員のみなさまと 2025

－26 年度ロータリー奉仕活動を進めていきます。 

地区会員のみなさまに国際ロータリーへのご理解とご支援をいただいていくなかで、

ガバナーとして以下のことをメッセージとしてお伝えいたします。 

リンク先： www.japanrotary.club 

① 地域や国際的奉仕活動に役立つ様々なリソースをマイロータリーから探し出し、地区

行動計画推進リーダーおよびクラブ行動計画推進リーダーと共に協議しましょう。 

② ロータリークラブのリーダーたちはクラブの行動計画（方針）を策定し、クラブセントラ

ルに３か年分の目標を入力し、前年度との比較検証をしましょう。同時に、クラブの将

来像をロータリークラブ会員と共に語り合いましょう。（クラブ会長・会長エレクト・会

長ノミニーのご氏名を先ずマイロータリーに登録しましょう。） 

③ 会費を納入しているロータリークラブの例会に出席することは義務ではなく権利です。

さらに、自分のクラブだけでなく国内外のロータリークラブの例会（国際大会を含む）

に関心を抱いて参加し、国際ロータリーの醍醐味を味わいましょう。 

④ ロータリークラブの未来を託して「クラブ優秀賞」（旧ロータリー賞）を獲得しましょう。

マイロータリーへの登録が獲得の礎となります。クラブサポートミーティングも活用し

ましょう。 

⑤ ロータリー章典に基づく地区組織の改編とそれに紐づく地区予算編成を図ります。全

国 34 地区で最も高かった地区賦課金 29,000 円に軽減します。 

これまで地域社会に潜在的にロータリークラブへの入会を考えている方々へ気楽に

声をかけてみましょう。新クラブ（新しいタイプのクラブを含む）の設立は新しい会員

の奉仕の機会を創出します。 

⑥ 地区補助金（DG）を分区・ゾーン単位で公平に活用し、地域に根差した公共イメージ

を高めましょう。とくに、若い世代やこれまでロータリーを知らなかった人々と共同活

動を図り、ロータリーの魅力を体感してもらい、地域における公共イメージの向上を

図りましょう。（会員増強・クラブ活性化委員会と公共イメージ委員会との共同プログ

ラム） 

⑦ 2025－2026 年度から登場した「地区会員ハンドブック」を必携し、地区会員のみな

さまと共にロータリーを育てるリソースにしましょう。 

⑧ 地区会員から寄せられた大会開催資金等で生まれた大会剰余金は能登半島地震およ

び豪雨災害（第２６１０地区）への支援、全クラブが賛同し資金提供する国際共同委員

会（Intercountry Committee）の国際奉仕の支援に活用しましょう。 

http://www.japanrotary.club/
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第４章―３ 

ロータリー章典 19.010.1. 地区ガバナーの倫理規範 

1. ガバナーは、ロータリーの職務に従事する際、適用される法律および規定を順守

する。さらに私生活において行動する際にも、ガバナーは、ロータリーの好ましい

イメージを維持し、守るために、適用法を厳守する。 

 

2. ガバナーは RI の定款および細則の規定を順守する。 

 

3. ガバナーは、「ロータリー章典」に文書化されている通り、RI 理事会の定めた規定

を順守する。 

 

4. ガバナーは、ロータリアンの利益と RI の目的のために奉仕する。ガバナーは、地

区の利益を最優先し、いかなる不適切な行動も避ける。 

 

5. ガバナーは、地区において、安全、礼儀、品位、尊重を促進する環境を育み、望ま 

れない身体的接触、口説き、コメントを行ったり、容認したりすることを慎むもの

とする。ガバナーはまた、ハラスメントの申し立てには迅速に対応する。 

 

6. ガバナーは、その役職を個人的な威信や利益、または家族の利益のために利用し

ない。 

 

7. ガバナーは、地区への義務を勤勉に履行するにあたり、細心の注意を払う。 

 

8. ガバナーは、関係者すべてに公平であるように行動する。 

 

9. ガバナーは、財務情報の透明性を推進し、財務管理に関して地元と国の適用法を 

必ず順守する。 

 

10. ガバナーは、極秘情報の公表、連絡、使用を禁止、制限する。ガバナーは、この情 

報を決して個人目的のためではなく、意図された目的だけのために使用し、不慮

の 暴露に対して細心の注意を払うべきである。 

 

11. ガバナーは、ロータリーの経費支払いの方針を順守する。 
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第４章―４ 

２０２５-2026 年度 地区運営方針 

“REVIEW&RENEW”（検討し、更新しよう） 

・フランチェスコ・アレッツォ国際ロータリー会長はテーマを設けないことを受けて、ジェー

ムズ・F．コンウェイ元会長のテーマを参考にして、クラブと共に地区の発展を期して本年

度の地区運営の方針といたします。 

・第 2520 地区 2025－26 年度ガバナーのみならず 202７－2８年度までの”3-year 

Rolling Regional Plans ”の 3 年間の目標を共有しながら、ロータリークラブ会員と

共に地区が求める役割を以下の通り全うしていきます。 

① クラブの奉仕活動は DEI（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン）を基本として、

強固な基盤に基づいた運営が継続されるよう地区は協力を惜しまず革新力、継続性、

パートナーシップの構築を目指して、クラブの発展を推進する。（P２１～P27 参考） 

② 地区運営の基本は、クラブの組織力向上と適応力、とくにクラブからの地区賦課金の

軽減を図る。2025－26 年度地区リーダーとなるロータリークラブの会員からの助

言や意見を最大限利活用できる体制を整える。 

③ 地区運営のガバナンスおよび危機管理は、クラブとの信頼関係を構築・維持する上で

最上位に位置しなければならず、国際ロータリーが規定する「ロータリー章典」を遵守

しながら、組織や人事の刷新を図り、前例にとらわれない健全な財政運営（公益法人

会計基準の導入）が展開できる組織を構築する。 

④ 国際ロータリーが求める「公共イメージの向上」を目指したクラブ・分区の活動を「４つ

のテスト」に照らしながら助言し、費用対効果を重視した合理的地区運営を目指す。 

⑤ 「地区ガバナーの倫理規範（ロ－タリー章典 19.010.1）」を遵守することを誓約する。 

③に関して、ロータリー章典 17.030.2.地区委員会 

 地区委員会は、ガバナー補佐の助言を得て、ガバナーが策定した地区方針を実行する。

ガバナーエレクト・ガバナーノミニーとガバナーが協力し、リーダーシップの継続性と引継

ぎ計画を確実に行う。ガバナーエレクトは任期が始まる前に、委員会の空席を補填するた

めに的確に委員を委嘱し、委員長を任命し、計画立案のための委員会を開く責任がある。 

以下の地区委員会委員長を任命するものとする。 

 財務、会員増強 クラブ活性化、公共イメージ、ロータリー財団、ラーニング委員会を設け

る。 

 以下の地区委員会を任意で任命することができる。 

 ICC（国際共同委員会）、ローターアクト共同、RLI、RIYA、国際奉仕 国際大会推進、青

少年奉仕、青少年交換委員会を設ける。 

・ガバナーと地区リーダーチームが必要と認めた特別の任務を遂行する場合には、追加の

地区委員会として“Intercountry Committee”（国際共同委員会）を設ける。
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第４章―５ 
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表 4：地区会員数の推移 
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表 5：各分区会員数の推移 

 

出典： 【My ROTARY 】に基づく年度初め（7 月 1 日付け）の数値 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 ʹ2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021ʹ2021 - 2022 2022 - 2023  ʹ2023 - 2024 2024-2025 2025-2026 ӱ

1 Ỹ 379 388 399 405 390 388 381 379 378 374 346 335 328 334

2 Ỹ 237 241 241 237 254 255 252 252 244 248 250 246 239 228

3 Ỹ 248 251 253 264 267 260 261 259 242 232 219 217 203 196

4 Ỹ 133 137 144 144 141 144 144 150 146 145 133 132 129 125

5 Ỹ 189 196 196 188 190 184 193 193 196 191 194 201 198 197

6 Ỹ 235 240 240 227 237 238 221 224 230 222 207 195 193 189

7 Ỹ 416 445 450 462 457 464 462 461 470 513 503 499 493 501

8 Ỹ 236 235 236 246 253 252 229 223 215 199 186 177 179 176

ᶆ ỸᵓԌ ӱʹʹʹ̞ ϢϤ ʿ
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表 6：各ゾーン会員数の推移 

 
出典： 【My ROTARY 】に基づく年度初め（7 月 1 日付け）の数値 

 

 

 

  

  

ᶆЋ˔рᵓԌ ӱ           ̞ ϢϤ ʿ

 2012-2013 2013 -2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021  2021-2022 2022-2023  2023-2024 2024-2025 2025-2026 ӱ

95 98 98 100 100 100 101 92 92 88 84 77 83 83

284 290 301 305 290 288 280 287 286 286 262 258 245 251

166 169 169 169 183 181 175 181 175 179 178 179 172 173

71 72 72 68 71 74 77 71 69 69 72 67 67 55

67 66 65 65 65 64 65 59 56 53 53 53 49 48

181 185 188 199 202 196 196 200 186 179 166 164 154 148

68 68 71 72 71 72 74 76 73 70 62 61 56 60

65 69 73 72 70 72 70 74 73 75 71 71 73 65

82 88 85 81 79 78 87 86 85 87 89 91 89 89

107 108 111 107 111 106 106 107 111 104 105 110 109 108

108 107 106 98 104 100 95 101 112 113 108 96 102 103

127 133 134 129 133 138 126 123 118 109 99 99 91 86

199 217 215 222 226 239 245 242 252 255 244 234 221 237

217 228 235 240 231 225 217 219 218 258 259 265 272 264

138 140 140 146 149 144 134 130 128 114 113 105 102 97

98 95 96 100 104 108 95 93 87 85 73 72 77 79͔ Ỹʹ ᴈЋ˔р

͎ Ỹʹᴀ Ћ˔р

͏ Ỹʹԁḩʾ Ћ˔р

͐ Ỹʹק ʾ Ћ˔р

͐ Ỹʹ╦ ʾẋᾥЋ˔р

͑ Ỹʹ╣ Ћ˔р

͑ Ỹʹ ʾἢᾖЋ˔р

͏ Ỹʹ ʾ‰ ʾ ʾṓ Ћ˔р

͒ Ỹʹ ≤Ћ˔р

͒ Ỹʹ Ћ˔рת

͓ Ỹʹ Ћ˔р

͓ Ỹʹ ῲ Ћ˔р

͔ Ỹʹҹ ἠЋ˔р

1 ỸʹẆⱭʾИᾭЋ˔р   

1 Ỹʹ ᴎЋ˔р

͎ Ỹʹᴸ᷊ʾ Ћ˔р
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表 7：各クラブ会員数の推移 

各クラブ会員数推移  前年度より増：青 

 

出典： 【My ROTARY 】に基づく年度初め（7 月 1 日付け）の数値 

2012 -2013 2013 - 2014 2014 -2015  2015 - 2016  2016 - 2017 2017 - 2018  2018 - 2019 2019 -2020  2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023   2023 - 2024 2024-2025 2025-2026 ӱ

ẆⱭ 32 31 33 35 36 31 34 29 27 24 24 20 23 23

ᾭ 43 46 45 45 43 48 48 43 46 45 44 40 43 43

◕ 20 21 20 20 21 21 19 20 19 19 16 17 17 17

ᴎ 59 63 69 68 69 73 73 71 75 69 71 70 66 67

ᴎ 42 42 38 37 33 36 35 37 39 41 35 33 32 34

ᴎ 31 30 29 30 28 24 26 26 23 23 19 19 16 15

ᴎ 60 60 57 59 57 50 51 48 47 47 45 39 41 43

ᴎ 22 24 25 26 23 23 21 24 24 26 25 25 24 25

ᴎ ״ 22 23 25 26 23 22 18 20 21 22 22 23 23 23

ᴎ 35 34 42 47 49 49 46 51 47 48 42 44 39 40

ᴎ Л 13 14 16 12 8 11 10 10 10 10 3 5 4 4

ᴸ᷊ 27 28 29 29 32 30 30 32 28 30 29 31 31 29

ᴸ᷊ 40 43 41 40 41 41 36 35 34 32 33 31 30 29

ᴸ᷊ 27 27 26 27 27 27 27 34 36 42 43 40 41 38

34 32 34 33 36 40 38 40 38 37 37 37 33 37

19 18 18 20 26 22 22 18 17 17 16 18 17 19

ᵎ 19 21 21 20 21 21 22 22 22 21 20 22 20 21

ḵ 21 20 18 16 15 16 16 13 14 14 14 13 10 0

15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 13 11 12 10

15 16 16 17 17 18 19 15 16 16 14 14 14 15

ᴀ 20 21 23 20 24 25 27 27 24 24 31 29 31 30
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 出典： 【My ROTARY 】に基づく年度初め（7 月 1 日付け）の数値 

 

2012 -2013 2013 - 2014 2014 -2015  2015 - 2016  2016 - 2017 2017 - 2018  2018 - 2019 2019 -2020  2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023   2023 - 2024 2024-2025 2025-2026 ӱ

ᴸ 18 19 19 20 19 20 19 11 11 11 9 9 10 10

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10

ԁḩ 19 19 21 19 20 18 18 20 18 15 16 16 12 13

ԁḩ ״ 18 16 13 14 14 14 16 16 15 15 16 16 15 15

29 33 34 35 33 35 33 36 32 34 31 28 29 26

44 42 44 51 54 52 53 50 44 36 36 33 28 30

‰ 14 15 18 18 18 20 18 18 18 18 20 19 17 17

27 25 25 27 29 28 28 28 26 25 23 22 23 22

ṓ 28 27 28 29 29 25 25 27 27 27 24 25 20 19

ṓ 39 43 39 39 39 36 39 41 39 39 32 37 37 34

19 18 18 20 20 21 22 22 21 19 18 17 15 15

25 27 30 28 28 27 29 29 28 27 24 26 27 29

11 11 10 10 9 8 8 7 7 7 7 6 6 6

ק 13 12 13 14 14 16 15 18 17 17 13 12 8 10

ẋᾥ 29 29 29 28 27 29 29 30 30 32 31 31 31 26

ẋᾥ 21 24 25 25 24 23 23 26 23 23 20 23 22 20

╦ 15 16 19 19 19 20 18 18 20 20 20 17 20 19
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出典： 【My ROTARY 】に基づく年度初め（7 月 1 日付け）の数値 

 

 

2012 -2013 2013 - 2014 2014 -2015  2015 - 2016  2016 - 2017 2017 - 2018  2018 - 2019 2019 -2020  2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023   2023 - 2024 2024-2025 2025-2026 ӱ

᷊ 38 41 38 35 35 35 38 35 36 37 38 39 39 41

᷊ 24 27 28 28 27 27 28 28 26 28 30 33 33 29

᷊ 20 20 19 18 17 16 21 23 23 22 21 19 17 19

ἢἆ 17 16 16 16 14 14 13 14 13 12 12 14 12 13

Ḭ 17 19 18 16 19 18 19 20 20 19 19 19 19 17

₪ 51 51 54 55 56 52 51 50 51 46 47 53 53 53

בֿ 22 22 23 20 22 22 23 23 27 27 27 24 25 25

ᾥ 45 46 47 41 42 44 40 45 43 43 41 33 40 41

ᾥ 34 33 34 34 33 30 28 28 41 43 41 39 38 38

ḵ ╦ 15 13 11 12 14 13 13 13 12 12 12 11 11 11

ᴥ 14 15 14 11 15 13 14 15 16 15 14 13 13 13

10 10 10 10 10 10 7 6 5 5 5 5 5 5

11 11 10 10 12 11 7 6 7 6 5 5 5 5

ת 37 39 37 36 33 38 38 37 35 33 31 32 27 27

ת 11 13 13 12 12 13 12 12 11 9 9 11 11 11

ᵎ 25 26 31 32 37 36 35 35 32 30 26 23 22 20

15 17 16 13 13 13 13 13 15 12 11 10 8 7

fiу 18 17 17 16 16 17 14 14 13 14 12 13 13 11
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出典： 【My ROTARY 】に基づく年度初め（7 月 1 日付け）の数値 

2012 -2013 2013 - 2014 2014 -2015  2015 - 2016  2016 - 2017 2017 - 2018  2018 - 2019 2019 -2020  2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023   2023 - 2024 2024-2025 2025-2026 ӱ

92 102 104 109 105 111 118 114 123 118 118 120 117 110

33 40 40 44 46 48 49 55 51 50 52 51 50 54

49 48 51 47 48 54 52 51 55 53 44 40 36 44

13 15 10 11 11 8 9 9 9 24 20 14 11 19

12 12 10 11 16 18 17 13 14 10 10 9 7 10

41 50 48 50 47 43 34 39 43 59 57 58 62 63

54 56 59 60 58 59 59 64 61 60 56 58 57 59

58 54 60 59 60 59 58 56 57 57 57 54 54 51

41 41 39 41 39 38 38 35 32 34 40 40 40 38

23 27 29 30 27 26 28 25 25 25 26 33 33 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 22 26 24

30 27 31 33 40 37 35 34 33 33 35 27 25 25

42 46 46 46 44 43 43 43 44 41 42 43 41 35

22 23 23 23 24 25 21 18 16 6 7 9 9 9

25 26 22 26 23 21 18 19 19 17 14 14 13 15

19 18 18 18 18 18 17 16 16 17 15 12 14 13

26 24 27 27 27 26 26 23 20 17 15 15 15 18

18 18 19 21 23 24 19 21 19 19 17 17 19 18
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第５章―１ 

【第 2520 地区歴代ガバナー】 

国際ロータリー第２５２０地区史（1992 年 6 月 25 日発行）引用 

 年度  地区名   担当地域 ガバナー（所属クラブ）  

 1905                 アメリカ・シカゴにてロータリークラブ誕生 

 1920     東京ロータリークラブ創立 

 1936     郡山ロータリークラブ創立 

 1937     仙台ロータリークラブ創立 

 1939     盛岡ロータリークラブ創立 

 1939～40  70    東日本 森村市左衛門（東京）  

 

70(東日本)，71(西日本)，72(朝鮮・満州)の 3 地区に分割されて，日満ロータリー連合

会を結成した。 

郡山・仙台・盛岡の 3 クラブは第 70 区に属することになった。 

 

 1940～40(9 月)70 東日本                 平沼亮三（横浜） 

 

国際情勢悪化により，日本国ロータリーは国際ロータリーを離脱。 

しかし，東北地方 3 クラブは，東京クラブ(水曜会)他 15 クラブと同様に，郡山金曜クラ

ブ，仙台火曜会，盛岡木曜会の名称のもと，国際ロータリーに復帰するまで存続した。 

 

 1949～51 60 全国                 手島知健（東京）  

 

1949 年，日本国ロータリーは国際ロータリーに復帰が認められた。 

1950 年，東北地方 3 クラブが国際ロータリーに加盟承認された。 

 

 1951～52 60 全国                 星野行則（大阪）  

 1952～53 60 日本東部                小林雅一（東京） 

  

第 60 地区を分割し，第 61 地区を新設して 60・61 の 2 地区となった。 

 

 1953～54 60 日本東部           宮脇 冨（札幌）  

 1954～55 60 日本東部           柳瀬 省吾（横浜）  

 1955～56 60 東京以北           小林 隆（東京）  

 

第 60 地区を 60・62 に，第 61 地区を 63・64 にそれぞれ分割，新設して 4 地区とな
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る。 

 1956～57 60 東京以北           伊藤文吉（新潟）  

 1957～58 350 東北６県・北海道           佐藤幸三（仙台） 

 

第 60 地区を分割して，350・355 の 2 地区を新設するとともに，従来の 62・63・64

地区を 360・365・370 と改名して，5 地区となった。 

 

 1958～59 350 東北６県・北海道           伊部政次郎（函館）  

 1959～60 350 東北６県・北海道           真崎健夫（札幌）  

 1960～61 352 東北６県            佐々木孝三郎（仙台） 

 

1959 年第 370 地区を分割し，第 368 地区を新設して 6 地区とする。さらに第 350

地区を分割して 352 地区を新設し，7 地区とした。 

第 350 地区は北海道一円であり，第 352 地区は東北 6 県であった。 

 

 1961～62 352 東北６県               佐藤武夫（盛岡）  

 1962～63 352 東北６県                手島周太郎（仙台南） 

 1963～64 352 東北６県                村上正徳（福島） 

 1964～65 352 東北６県                斉藤賢治（青森） 

1965～66 352 青森・岩手・宮城           佐野 保（仙台北） 

 

第 352 地区を分割し，第 353 地区を新設して 11 地区とする。 

第 352 地区：青森，岩手，宮城 

第 353 地区：福島，山形，秋田 

 1966～67 352 青森・岩手・宮城          村井源一（盛岡） 

 1967～68 352 青森・岩手・宮城          手島周太郎（仙台南 ）  

 1968～69 352 青森・岩手・宮城          佐々木統一郎（塩釜）  

 1969～70 352 青森・岩手・宮城          黒田政文(三沢) 

 1970～71 352 青森・岩手・宮城          桜井文彦(水沢) 

 1971～72 352 青森・岩手・宮城          笹氣幸助(仙台) 

 1972～73 352 青森・岩手・宮城          村井幸吉(八戸) 

 1973～74 352 岩手・宮城              山本祐二郎(釜石) 

 

 

第 352 地区(青森，岩手，宮城)ならびに第 353 地区(福島，山形，秋田)の両地区を解

体。 
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新しく第 352 地区(岩手，宮城)，第 353 地区(福島，山形)，ならびに第 354 地区(青

森，秋田)の 3 地区を設けた。" 

 1974～75 352 岩手・宮城             榎戸由綬(仙台南) 

 1975～76 352 岩手・宮城             池野直次郎(盛岡北)  

 1976～77 352 岩手・宮城             菅野多利雄(塩釜)  

 1977～78 252 岩手・宮城             梅津善四郎(花巻)  

 1978～79 252 岩手・宮城             福嶋洋男(石巻)  

 1979～80 252 岩手・宮城             及川俊平(北上西)  

 1980～81 252 岩手・宮城             佐藤一雄(仙台東)  

 1981～82 252 岩手・宮城             及川圓治(岩谷堂)  

 1982～83 252 岩手・宮城             藤﨑三郎助(仙台)  

 1983～84 252 岩手・宮城             川並健(大船渡西)  

 1984～85 252 岩手・宮城             中西武雄(仙台北)  

 1985～86 252 岩手・宮城             及川新(宮古)  

 1986～87 252 岩手・宮城             菅原周一(塩釜)  

 1987～88 252 岩手・宮城             田口良一(盛岡北)  

 1988～89 252 岩手・宮城             渡辺 浩(仙台西)  

 1989～90 252 岩手・宮城             山内希史(一関西)  

 1990～91 252 岩手・宮城             狩野寿一(古川)  

 1991～92 2520 岩手・宮城             新里幸三(釜石東) 

 

地区番号を 252 から 2520 に変更 

第 2520 地区を分割し，新たに 2810 地区を新設した。 

第 2520 地区：岩手 

第 2810 地区：宮城 

 1992～93 2520 岩手                橋本謙男（盛岡西） 

   2810 宮城                大野 忠(白石) 

 1993～1994 2520 岩手                萩野孝道(花巻南) 

   2810 宮城                小松利邦(気仙沼) 

 1994～1995 2520 岩手                千葉政男(水沢) 

   2810 宮城                島田利平(仙台) 

 1995～1996 2520 岩手                南部利昭(盛岡) 

   2810 宮城                山口三郎(石巻東) 

 1996～1997 2520 岩手                高橋忠夫(北上西) 

   2810 宮城                岡本禄太郎(涌谷) 

 1997～1998 2520 岩手                駒木一雄(盛岡北) 
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   2810 宮城                 松田 英一(仙台泉) 

 1998～1999 2520 岩手                 豊島純三郎(宮古) 

   2810 宮城                 加藤 昭(仙台東) 

 1999～2000 2520 岩手                 南部利昭(盛岡) 

   2810 宮城                 庄司 稔(大河原) 

 2000～01 2520 岩手                 白川義則(盛岡南)  

   2810 宮城                 懸田利孝(仙台南)  

 2001～02 2520 岩手                 伊藤大亜(水沢東)  

   2810 宮城                 皆川 清(岩出山)  

 2002～03 2520 岩手                 菊地弘尚(岩谷堂)  

   2810 宮城                 宮城東藏(多賀城) 

3640（大韓民国ソウル特別市）と２８１０とのの友好地区締結  

 2003～04 2520 岩手・宮城             森川治三(岩沼) 

第 2520 地区(岩手)と第 2810 地区(宮城)が合併，第 2520 地区となる。 

 2004～05 2520 岩手・宮城             小川 惇(盛岡)  

 2005～06 2520 岩手・宮城             桑原 茂(塩釜)  

 2006～07 2520 岩手・宮城             笠井 昭彦(北上)  

 2007～08 2520 岩手・宮城             八谷 郁夫(佐沼)  

 2008～09 2520 岩手・宮城             西郷 典安(盛岡西)  

 2009～10 2520 岩手・宮城             笹氣光祚(仙台北)  

 2010～11 2520 岩手・宮城             楢山直樹(盛岡西北)  

 2011～12 2520 岩手・宮城             菅原一博(仙台)  

 2012～13 2520 岩手・宮城             小野寺則雄(二戸)  

 2013～14 2520 岩手・宮城             松良千廣(仙台南)  

 2014～15 2520 岩手・宮城             山口淑子(盛岡滝ノ沢) 

 2015～16 2520 岩手・宮城             菅原裕典(仙台泉)  

 2016～17 2520 岩手・宮城             濱守豊秋(大船渡西)  

 2017～18 2520 岩手・宮城             藤﨑三郎助(仙台)  

 2018～19 2520 岩手・宮城             田中堯史(盛岡)  

 2019～20 2520 岩手・宮城             鈴木 賢(仙台北)  

 2020～21 2520 岩手・宮城             伊藤智仁(花巻南)  

 2021～22 2520 岩手・宮城             鈴木俊一(仙台南)  

 2022～23 2520 岩手・宮城             天沼久純(盛岡南)  

 2023～24 2520 岩手・宮城             森川昭正(仙台宮城野)

 2024～25 2520 岩手・宮城             佐藤 剛(水沢)  
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第６章―１ 

２０２５-2026 年度国際ロータリー第 2520 地区委員会委員名簿 

 

国際ロータリー会長               フランチェスコ・アレッツォ（イタリア ラグーザ） 

国際ロータリー会長エレクト   オラインカ・ハキーム・ババロラ(ナイジェリア トランス・

アマディ) 

国際ロータリー理事                           水野 功（東京飛火野） 

第 1 地域行動計画推進リーダー                   菅原裕典（仙台泉） 

地区ガバナー                               加藤雄彦（仙台） 

地区副ガバナー                               森川昭正（仙台宮城野） 

地区行動計画推進リーダー                       森川昭正（仙台宮城野） 

地区ラーニングファシリテーター                   森川昭正（仙台宮城野） 

地区ポール・ハリス・ソサエティコーディネーター         伊藤智仁（花巻南） 

国際ロータリー会長代理エイド                        菅原一博ご夫妻（仙台） 

国際ロータリー会長代理エイド                    藤﨑三郎助ご夫妻（仙台） 

 

 

【仙台ガバナー事務所管理運営委員会（仙台）】 

代表幹事                                   大槻昌夫 

筆頭副代表幹事                              菊谷誠 

次席副代表幹事                              安曇謙三 

次席副代表幹事                              板垣金太郎 

副代表幹事（R 友情広場・地区大会・懇親会）                畑山弘志 

副代表幹事（ホームページ・SNS）                   三浦泰弘 

事務局長                                    岡竹博昭 

事務局次長（予算執行管理）                        柴田一成 

事務局次長（業務執行管理）                        後藤宗一郎 

事務局次長（RI 会長代理歓迎の集い）                佐藤秀昭  

青少年保護委員                               松坂英明 

DPG（シニアアドバイザー）                        菅原一博 

DPG（シニアアドバイザー）                        藤﨑三郎助 

ホストクラブ会長                               西條清和 

ホストクラブ幹事                                大城秀峰 

地区幹事                                   仙台 RC 全会員 
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【GE・GN・GND 三役連絡会議】 

国際ロータリーが提唱する 3-year Rolling Regional Plans に基づき、地区運営・地

区事業に関する 3 年間のガバナー間で協議を行い、ロータリーの単年度制を補完する。

地区財団セミナー、地区補助金管理セミナー、地区チームトレーニングセミナー、会長エレ

クトトレーニングセミナー、地区トレーニングアセンブリの各実施日に連絡会議を開催する。

（年５回予定） 

 

【地区トレーニングアセンブリ】（DTA） 

前年度までは「地区研修協議会」と称していましたが、「研修」という表現は使用しなくな

った。２０２５年５月１１日（日）仙台育英学園高等学校宮城野校舎で実施する。 

実行委員長                                       杼窪昌之（仙台） 

実行副委員長                                     鈴木直行（仙台） 

実行副委員長                                     石井光二（仙台） 

 

【地区大会委員会】 

前年度までは４月中旬の土曜日・日曜日に開催していたが、地区大会費を圧縮しながら、

かつ会場使用料はじめ運営費の高騰に対応したため、２０２６年４月１７日（金）～１８日（土）

の開催に変更する。 

大会委員長                                      大山健太郎（仙台） 

大会副委員長 （ロータリー友情広場兼務）                    村井泰介（仙台） 

副代表幹事                                      畑山弘志（仙台） 

大会事務局                          仙台ガバナー事務所管理運営委員会 

 

【地区財務委員会】 

地区予算は公益性を保障することが最重要課題であり、すべての地区会員からお預かり

した人頭賦課金の額および地区の管理運営に必要な費用を検討、調査することによって、

地区資金の資産を守り、地区の財務状況に関する予算と年次報告を準備することが強く

求められる。そのため、地区財務委員会は公益法人会計基準に則り「資金収支計算書」（企

業会計では損益計算書）および「貸借対照表」を作成し、付属明細書により詳細に知るこ

とができない事項について補足的に記する書類の作成も行う。 

特にガバナー・ガバナーエレクト年度の予算執行に支障のないよう調整する。 

なお、地区会計管理が本委員会の職務上の委員を務める。予備費から 

① 災害その他の危機に備えるため、災害対策積立金へ適正額を組み入れる。 

② 青少年交換プログラム（ロータリーの翼）の受け入れ年度のための青少年交換積立金

へ適正額を組み入れる。 
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財務委員長                                      横山昭一（仙台宮城野） 

委員                                          熊谷眞人（仙台） 

地区会計管理                                    岡竹博昭（仙台） 

 

【地区監査・ロータリー財団監査委員会】 

監査委員長                                   棚橋善克（仙台） 

監査委員                                      眞田昌行（仙台） 

監査委員                                     佐藤昌利（仙台） 

 

【ガバナー指名委員会】 

RI 細則の規定に則って、当年度中に当年度のガバナーノミニーデジグネートを選出し、2

年余り先に就任するガバナー年度の準備を依頼する。岩手県と宮城県の間で隔年県内ク

ラブからの推薦を依頼し、ガバナーノミニーの推薦を２月末締め切り期限とする。３月中

に第 1 回指名委員会、４月中に第 2 回指名委員会を開催し、委員会終了後直ちにガバナ

ーに通知する。ガバナーは 4 月開催予定の地区大会で会員に諮り、承認を得る。 

 

委員長                                       佐藤 剛（水沢） 

委員                                                 森川昭正（仙台宮城野） 

委員                                                    天沼久純（盛岡南） 

委員                                          鈴木俊一（仙台南） 

委員                                          伊藤智仁（花巻南） 

 

 

【ロータリーの友・月信編集地区委員会】 

・クラブ例会の中で「ロータリーの友」の掲載記事の情報提供をクラブ会員に行うことを促

す。 

・クラブ会員数を上回る部数の購入を促し、地区内の病院、学校、公共施設等に配置され、

ロータリーの公共イメージを図る機会となるようクラブに要請する。 

・編集部と協力して、地区内の奉仕活動やクラブのトピックスが掲載されるよう図る。 

 

地区代表委員                                三浦泰弘（仙台） 

副代表委員                                   石井光二（仙台） 

委員                                      後藤浩策（仙台） 
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【Inter-Country Committee＝ICC (国際共同委員会)】 

（ロータリー章典２１．０１０．および２１．０２０） 

異文化への意識を高め、多様性を取り込み、コミュニティ間の架け橋を築きながら、平和

と国際理解を促進する委員会である。国際奉仕はロータリーにとって最優先事項であり、

戦略的優先事項のすべてを支えるものであり、国際理解、親善、平和を促進する奉仕の手

段である。 

地区のみが ICC を結成して参加することができるが、クラブメンバーのほかに個々のロ

ータリアンやそのパートナー、ローターアクター、ロータリークラブ、ローターアクトクラブ

の参加も広く認める。 

２つ以上の異なる国の人々を結び付け、ロータリアンとローターアクターが互いの国や家

庭を訪問することで国際親善を高める。 

・地区の ICC に関わる中で、国際ロータリーの国際奉仕プロジェクトを支援、特に「平和の

促進」の重点分野に則った活動を展開する。 

・すでに１１９か国が下記のいずれかの地区と ICC を締結し、６００セッションの国際奉仕

活動を展開している。 

・平和イニシアティブとして地中海地域、ウクライナ／ロシア地域、アフリカという世界の

ホットな３つの地域に住む ICC メンバー、ロータリアン、ローターアクターと共に活動す

る。 

・地区の ICC は伝統的な国際ロータリーの国際奉仕プログラムを超える「平和と理解へ

の貢献」に関わる特別な活動を目指す。 

・ICC は他国に仮想大使館を創設する。 

・ICC は異なる文化間の対話のためのフォーラムを提供する。 

・ICC は地域社会に具体的な支援のため、グローバルグラントを活用して行う。 

・ICC はロータリアンとローターアクターが果たせる大きな課題の１つである他者の信念

に寛容な平和大使となる。 

［ICC 締結への手順］ 

ICC は、2 つ以上の国際地区または 2 つ以上の国と 2 つの国のクラブをつなぐもので、

国際ロータリーのプログラムや活動に多大な支援を提供しています。彼らの行動は、主に

「平和の促進」の重点分野に沿ったものである。 

ICCは、友好関係を促進するとともに、国際奉仕プロジェクトや職業奉仕プロジェクト、友

好交流、および国家間の理解を深めるためのその他の活動のスポンサーとして協力する

ために、世界各地に設置されている。 

ICCは、国境を越えたロータリアンとその家族の訪問を後援し、都市間の会合や会議を頻

繁に開催している。 

場合によっては、遠く離れた国の間に国際委員会が設立され、世界の一致した地域やパ

ートナー地域との親善と友情を促進する。 
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ICC は、各国の地区ガバナーと調整し、常に地区やクラブの諮問の役割を果たします。 

ICC は、ロータリークラブとロータリアンが、国際理解、親善、平和という第 4 の奉仕の道

を果たすための新たな手段を提供する。 

1. 目的の設定: ICC は、異なる国のロータリークラブ間での交流や協力を促進するため

に設立する。具体的な目的や活動内容を明確にする。 

 

2. パートナー選定: 参加を希望する国や地区を選定する。関心のあるテーマやプロジェ

クトに基づいてパートナーを選ぶことが重要である。 

 

3. コミュニケーション: 関係者間で定期的にコミュニケーションを取り、目的や活動計画

を共有する。会議やオンラインプラットフォームを活用することが一般的である。 

 

4. 活動計画: 具体的なプロジェクトやイベントの計画を立てる。文化交流、共同プロジェ

クト、研修など、多様な活動が考えられる。 

 

5. 合意書の作成: 参加クラブ間での合意書を作成し、活動の枠組みや責任を明確にす

る。 

 

6. 実施と評価: 計画を実施し、活動の進捗を定期的に評価します。成功事例や課題を共

有し、次のステップを考えることが重要である。 

 

７. ICC の締結期間: ICC の締結期間は特に定めがない場合が多く、参加クラブ間の合

意によって設定する。明確な期限を設けるかどうかは、関係者で話し合う。 

 

8. グローバルグラントのプロジェクト回数: グローバルグラントの申請には特定の回数

のプロジェクトが必要というルールはない。ただし、効果的な成果を上げるために複数回

の活動を計画することは推奨される。 

 

9. 単年度のグローバルグラント実施: ガバナーの方針で単年度のみの実施になる可能

性があっても、特に問題はない。ただし、継続的なプロジェクトがある場合は、次年度のガ

バナーへの引き継ぎをしっかり行うことが重要である。 

 

10. 年度ごとのグローバルグラント締結: 毎年度グローバルグラントを締結しても、実施

できるかどうかは状況次第である。状況に応じた柔軟な対応が求められる。 

 

11. ICC 委員長の選任: 複数の地区と協議して適任者を選ぶ際は、コミュニケーション
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能力、国際的な視野、プロジェクト管理の経験がある方を選ぶ。関係者の意見を広く募る

ことも重要である。 

 

12. 多地区間 ICC 会議の組織化: 日本国内で ICC を立ち上げる場合、多地区間の協

力を促進するために組織を作ることは有益である。 

 

13. ICC の重点目標と地域:  

ICC は国際奉仕活動を通じて「平和の構築」に重点を置くことは一般的である。特定の地

域に焦点を当てることは可能であるが、世界情勢に応じて他の地域も対象となる可能性

がある。ロータリーの柔軟な対応が求められる。 

 

14. 日本での ICC 組織化:  

日本初となる ICC を組織する際に、すべてのガバナー34 人の合意を得ることは理想的

であるが、必須ではない場合もある。日本ガバナー会内に ICC の専門スタッフを置くこ

とは、活動の効率化や調整に役立つかもしれない。ただし、具体的な組織体制について

は、日本国内のロータリー関係者と協議して決定するよう推奨する。（当面の間、当地区

ICC 委員会が代行する。） 

 

ICC は国際的な理解と協力を深めるための素晴らしい機会である。 

ICC を締結した場合でも、クラブの会員は個々の活動に対して拘束されるわけではな

い。ICC の活動は基本的に任意参加であり、会員は個人の都合に応じて参加することが

できる。 

ICC の締結に関する期限は特に定められていないことが多く、活動は参加するクラブの

合意によって継続される。具体的な期限や終了条件は、最初の合意書で定めることがで

きる。 

ガバナーが毎年変わることは、活動に影響を与える可能性があるが、ICC の活動は通

常、継続性を持たせるためにしっかりとした計画とコミュニケーションが行なう。新しいガ

バナーに対しても、ICC の重要性や活動内容をしっかりと伝え、継続的なサポートをお願

いすることが重要である。 

活動内容については、参加するクラブ間で定期的に見直しを行い、必要に応じて調整を

行うことを推奨する。 

なお、2025 年 11 月 17 日横浜において、日本ウクライナ国際共同委員会憲章協定が

締結され、多地区がウクライナ第 2232 地区と ICC 締結を図ることになる。 

委員長                          尾形 淳（多賀城 1300 衛星 8 月創設） 

副委員長                        尾形茂樹（多賀城 1300 衛星８月創設） 
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【諮問委員会・規定審議会立法案検討委員会】 

規定審議会は 3 年に一度、全世界の全ての地区（約 520 地区）により代表議員が参加し

て米国シカゴで開催されている。（2022 年 4 月は新型コロナウイルス感染症のためハイ

ブリッド開催した）規定審議会は、ロータリーの唯一の立法機関で組織規定（RI 定款、RI

細則、標準ロータリークラブ定款）を改定する制定案が審議され、採択されれば、規定審

議会後の 7 月から有効となる。（規定審議会の決定を反映した『手続き要覧』が 3 年に一

度発行されている。 

決議審議会は 2017 年から始まり。毎年 10 月中旬から 11 月上旬にかけてオンラインで

地区代表議員が各地から提出された決議案の採否を投票する。決議案は、組織規定（RI

定款、RI 細則、標準ロータリークラブ定款）の改定を伴わない、RI 理事会や財団管理委員

会に対する意見表明や検討要請を行う。 

審議会の意義はクラブや地区が RI の様々な課題に対して、提案や意見表明ができる点

である。つまり、私たちの意思でロータリーを変えることができるので、多くのクラブから

審議会に対する提案が増えることを期待する。 

なお、RLI（ロータリー・リーダーシップ・インスティテュート）のカリキュラム（パートⅢ）に

は「規定審議会・決議審議会」のセッションがあり、会員がより深く学ぶ機会が用意されて

いる。RLI 委員会が開催（年少なくとも 3 回）する PARTⅠ・Ⅱ・Ⅲの順番にとらわれず参

加も可能であるので、クラブからの推薦をお願いする。 

審議会の代表議員は地区諮問委員会で決定するが、代表議員はクラブからの提案や意見

表明を募らなければならない。 

ガバナー、ガバナーエレクトおよびガバナーノミニーは地区の公共イメージ・DEI 推進、ク

ラブ基盤強化、そして会員増強、危機管理等に係る事案を諮ることが求められる。 

 

（諮問委員） 

白倉義則（盛岡南） 

伊藤大亜（奥州水沢東） 

菊地弘尚（奥州水沢東） 

小川 惇（盛岡） 

桑原 茂（塩釜） 

笠井昭彦（北上） 

笹氣光祚（仙台北） 

菅原一博（仙台北） 

小野寺則雄（二戸） 

https://sendaiikuei-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/president_sendaiikuei_jp/IQADFgmOgmXaSotFMEaIbgepAekiVAdnsvGu__Xei6zDHkI?e=CddA77
https://sendaiikuei-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/president_sendaiikuei_jp/IQADFgmOgmXaSotFMEaIbgepAekiVAdnsvGu__Xei6zDHkI?e=CddA77
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松良千廣（仙台南） 

山口淑子（盛岡滝ノ沢） 

菅原裕典（仙台泉） 

濱守豊秋（大船渡西） 

藤﨑三郎助（仙台） 

鈴木 賢（仙台北） 

伊藤智仁（花巻南） 

鈴木俊一（仙台南） 

天沼久純（盛岡南） 

森川昭正（仙台宮城野） 

佐藤 剛（水沢） 

 

国際ロータリー章典 2024 年 10 月 169 出典：1988 年 5 月理事会会合、決定 

377 号。 2004 年 2 月理事会会合、決定 189 号、2004 年 11 月理事会会合、

決定 59 号、2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2024 年 4 月理事会会合、

決定 119 号により改正 19.060. パストガバナー 19.060.1. パストガバナーの支

援の活用 ガバナーは、拡大活動、次期ガバナーの育成、国際大会の推進、弱体クラブへの

直接的な援助において、元ガバナーの支援を活用するよう強く奨励 されている（2024 

年 4 月理事会会合、決定 119 号）。 出典：1977 年 2 月理事会会合、決定 262 号 

2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号、2024 年 4 月理事会会合、決定 119 号

により改正 19.060.2. パストガバナーから成る諮問委員会 各地区は、パストガバナー

から成る諮問委員会を設置すべきである。この 諮問委員会は、地区内ロータリークラブ

の会員であるパストガバナー全員 によって構成される。国際協議会で討議され、発表さ

れた事項をガバナー エレクトが現ガバナーとパストガバナーに報告するため、ガバナー

は、少 なくとも年に 1 回、国際協議会後 1 カ月以内に、諮問委員会を招集するよ う

求められている。 パストガバナーの助言や行動により、ガバナーの権限や責務が少しで

も損 なわれたり、妨げられたりするようなことがあってはならない（2015 年 1 月理

事会会合、決定 118 号）。 出典：2002 年 2 月理事会会合、決定 195 号。規定審議

会 92-278。 2015 年 1 月理事会会合、決定 118 号により改正。 1942 年 1 月

理事会会合、決定 155 号も参照のこと 国際ロータリー章典 2024 年 10 月 170 
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第６章―２ 

【危機管理委員会】 

危機管理委員会は、ロータリーの実施する全ての青少年プログラムに参加する青少年の

健康と安全を守るために活動する委員会である。同時にロータリークラブ内で発生した

ハラスメントに対して地区への報告があった場合、提言や助言を行う。 

なお、すべての会員およびロータリーの会合、行事、または活動に出席または参加する個

人はハラスメントのない環境を期待すべきであり、安全、礼儀、品格、およびすべての人

への尊敬を促す環境を維持するものとする。青少年と接する成人は、ロータリー章典第 2.

１２０節に概説されている方針の対象となる。 

ロータリー章典第２６．１２０節「会合、行事、または活動におけるハラスメントのない環境」

では、ロータリーはハラスメントのない環境を維持することに力を注いでいる。（2021年

11 月理事会会合、決定 34 号）ハラスメントを定義すると、「個人またはグループを以下

の特性に基づいて、言葉であれ身体的であれ、脅迫、中傷、侮辱、または攻撃する言動を

指す：年齢、民族、人種、肌の色、障害、宗教、社会経済的地位、文化、性別、性的志向、また

は性自認。 

ロータリー章典第 26.120.１節「成人のハラスメント方針に関する研修」では現職と次期

会長、ガバナー、地域リーダー、理事は、RI の成人ハラスメント方針と手続きについて年

次ラーニングを受けるものとする。この研修は会長エレクトトレーニングセミナー（PETS）

や国際協議会等の行事において実施する。（2020 年 1 月理事会会合、決定 85 号） 

ロータリー章典第 26.140.「行動規範」では、成人がかかわるハラスメントのいかなる申

し立てについても通知を受けた場合、またはハラスメントを受けたと感じた場合以下の

手順に従う。 

１． 身の安全が脅かされていると感じた場合は警察に相談する。 

２． クラブ役員（会長または幹事）、地区リーダー（ガバナーまたはガバナーエレクト）、ある

いはゾーンのリーダー（RI 理事）に通知する。 

３． 問題について RI のクラブ支援室に報告する。（cds@rotary.org） 

４． 青少年がかかわるハラスメントまたは虐待の申し立てはすべて 72 時間以内に RI に

報告（youthprotection@rotary.org） 

ロータリークラブまたはローターアクトクラブでは、ロータリーの行事または活動におけ

るハラスメントの申し立ては、ロータリークラブまたはローターアクトクラブの理事会によ

って審査し、妥当な期間（通常 1 か月）内に回答するものとする。違反の申し立ての対象者

がロータリークラブまたはローターアクトクラブの理事会のメンバーである場合、自ら審

議から外れることが期待される。審査および調査は、行為の深刻度および広汎性を含む

状況に応じて異なるものとなる。ハラスメントの申し立てがロータリークラブまたはロー

ターアクトクラブによって適切に対応されなかったという懸念は、該当する書類を用いて

ガバナーに伝えることができる。 

mailto:cds@rotary.org
mailto:youthprotection@rotary.org


45 

 

危機の発生に際し、地区危機管理委員会総則・規定および地区危機管理手順を鈴木俊一

DPG および森川昭正 DPG の基本案をもとに編纂した。そのうえで地区諮問委員会に諮

り、初めて公表する。この規定に基づき、損害賠償請求が発生し、保険会社が支払う保険

金に含まれない和解金等の支払いに備えた災害対策積立金を予算として設けなければ

ならない。 

ロータリー章典第 40.０５０．８節では、ロータリー学友会は、活動に関するすべての青少

年の安全と健康を守り、RI の青少年保護方針を遵守しなければならない。ロータリー学

友会は、性的虐待またはハラスメントを行ったことが知られている人物、またはロータリ

ークラブの会員になることを禁じている人物に対し、会員身分または関係を認めること

はできない。学友会が、事実を知りながらそのような人物の会員身分または関係を終結

しなかったという情報が得られた場合、RI 理事会は方針の遵守を怠ったことを理由に、

学友会を終結する。（2020 年 11 月理事会会合、決定 58 号） 

ロータリー章典第４２．０１０．９ロータリー親睦活動グループ、同章典第 42.０２０．１８ロー

タリー行動グループに関しても、グループが性的虐待またはハラスメントを行ったことが

知られている人物、またはロータリークラブの会員になることを禁じられている人物に対

し、会員身分を認めることはできない。グループが事実を知りながらそのような人物の会

員身分または関係を終結しなかったという情報が得られた場合、RI 理事会は方針の遵守

を怠ったことを理由に、学友会を終結する。（2017 年 1 月理事会会合、決定 113 号およ

び 2021 年 11 月理事会会合、決定 53 号） 

ロータリー章典第４１．０５０．１９では、青少年交換プログラムに関与するすべての成人（ロ

ータリアンおよびロータリアン以外）、すなわち委員、」ホストファミリー、クラブのカウンセ

ラーは、プログラム運営、規定、および虐待とハラスメントの認識と予防に関する情報を

含むラーニングを受けなければならない。（2019 年 10 月理事会会合、決定 58 号） 

ロータリー章典第４１．０６０．３では、RLYA に関するファシリテーターはセクションハラス

メントおよび虐待防止、多様性、公平さ、インクルージョンに関するラーニングを受ける。

未成年が参加する RYLA について、ファシリテーターは、RI の青少年保護方針とその地

区の青少年保護方針に関するラーニングを受ける。（2021 年 1 月理事会会合、決定 84

号） 
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委員長                                  鈴木俊一（仙台南） 

委員長は委員の中から選任する。（ただし、ガバナーは除く） 

ガバナー                                加藤雄彦（仙台） 

ガバナーエレクト                           柴田 茂（盛岡東） 

ガバナーノミニー                                   早坂竜太（古川東） 

地区代表幹事                             大槻昌夫（仙台） 

地区事務局長                             岡竹博昭（仙台） 

地区財務委員長                                    横山昭一（仙台宮城野） 

地区青少年奉仕委員長                       佐藤知樹（仙台） 

地区青少年交換委員長                       佐々木史昭（花巻） 

地区インターアクト委員長                     亀田 治（仙台青葉） 

地区ローターアクト共同委員長                  半沢修司（仙台南） 

地区ロータリー財団委員長                        伊藤智仁（花巻南） 

青少年アドバイザー                         松坂英明（仙台） 

医師チーム                                吉田仁秋・高野章子（仙台） 

ガバナーが指名または委嘱するロータリアン         若干名 

ガバナーが委嘱するロータリアン以外の外部有識者      若干名 
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国際ロータリー第 2520 地区危機管理総則 

地域社会のリーダー的存在である人々によって構成されるロータリーには、常に倫理観

と社会的責任が求められる。危機管理が問われている現代社会において、国際ロータリ

ー第 2520 地区はロータリーの活動に関連して起こり得る危機に対し、率先してその社

会的責任を全うする必要があるとの認識に基づき、ここにガバナー統括の下、第三者委

員を含む地区危機管理委員会を設置し、ロータリーの信頼と公共イメージを高める。  

第 1 条(ロータリーにとっての危機管理上の危機)  

国際ロータリー第 2520 地区、地区内各ロータリークラブおよび各ローターアクト（以

下、両者を総称するときは「ロータリークラブ等」という）、ならびにロータリアンおよびロ

ーターアクター（以下、両者を総称するときは「ロータリアン等」という）が対応すべき「危

機管理上の危機」とは次の場合である。 

① 青少年プログラムに参加する青少年の健康と安全に対し脅威となる事象・事故が発生

した場合及びそれらの恐れが予見される場合 

② ロータリークラブ等内及びロータリアン等の間においてハラスメント行為・非違行為が

確認され且つこれにより看過できない被害の発生が推認される場合 

③ その他①②に準じた事態にして、ロータリークラブ等及びロータリアン等として適切

な対応をとることが相当であると思料される場合 

第 2 条(危機管理委員会の任務)  

危機管理委員会は、前条に規定された危機について、その防止・解決のため必要な提言や

適切な提言・助言を行うと共に、第 4 条の手続きによって当委員会に報告のあった危機

事案が対処事案であるかどうかを判断の上、適切な対処のための方策を講ずることを任

務とする。 

 第 3 条(危機管理委員会の構成)  

危機管理委員会は、ガバナーが任命するロータリアン及びロータリアン以外の第三者によ

り構成される組織とする。  

第 4 条(危機事案の報告)  

第 1 条の危機に相当する事案が発生した場合には、地区委員会、地区内ロータリークラ

ブ、ロータリアンは、 速やかに危機管理委員会に報告しなければならない。  

第 5 条(危機管理委員会の決定事項の遵守)  
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危機管理委員会の決定事項は、これを遵守するものとする。  

第 6 条(保険)  

地区は、危機への対応のため必要な保険に加入する。  

第 7 条  

この総則の実施に必要な事項は別途定める。   
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国際ロータリー第 2 ５ 2 0 地区 

危機管理委員会規定 

目次 

第 1 章   総則 

第 2 章   危機管理委員会 

第 3 章   青少年奉仕プログラムに関する特別規定  

 

第 1 章  総則 

(趣旨) 

 

第 1 条  国際ロータリー第 2５２0 地区危機管理総則第３条に基づき、危機管理委員会

の組織および運営に必要な事項に関してこの規定を定める。 

(定義) 

第 2 条  国際ロータリー第 2520 地区、地区内各ロータリークラブおよび各ローターア

クト(以下、両者を総称するときは「ロータリークラブ等」という)、ならびにロー

タリアンおよびローターアクター (以下、 両者を総称するときは 「ロータリアン

等」 という) が対応すべき「危機管理上の危機」とは、次の場合である。 

① 青少年プログラムに参加する青少年の健康と安全に対し脅威となる事象・

事故の発生及びそれらの恐れが予見された場合 

② ロータリークラブ等内及びロータリアン等の間においてハラスメント行為・

非違行為が確認され且つこれにより看過できない被害の発生が推認され

る場合 

③ その他①②に準じた事態にして、ロータリークラブ等及びロータリアン等と

して適切な対応をとることが相当であると思料される場合 

 

 



50 

 

第 2 章  危機管理委員会 

 

(危機管理委員会の仼務) 

第 3 条 1． 危機管理委員会は、危機について、その防止・解決のために必要な提言や助

言を行うとともに、当委員会に報告のあった危機事案が対処事案であるか

どうか判断の上、適切な対処のための方策を講ずることを任務とする。 

 

2. 報告のあった事案について法令上所定の行政機関への通告等の義務があ

る場合は、これに従うほか、報告された内容が犯罪に該当する可能性があ

ると判断したときは、原則としてガバナーにおいて所管する捜査当局に対

し情報提供・刑事告発等適宜適切な手続きをおこなう。 

 

3. 地区として適切かつ一貫した対応を図り関係者の権利を保護するため、報

道 機関等の外部への発表は、危機管理委員会において定める者がこれ

にあたるものとし、その他の委員ならびに関係者は、知り得た情報を外部

および他のロータリアン等に提供してはならない。 

 

(危機管理委員会の構成) 

第 4 条の１ 

危機管理委員会は、次に挙げる委員をもって組織する。 

１．  委員長 

①  ガバナー 

②  ガバナーエレクト 

③  ガバナーノミニー 

④  地区代表幹事 

⑤  地区事務局長 

⑥  地区財務委員長 

⑦  地区青少年奉仕委員長 

⑧  地区青少年交換委員長 

⑨  地区インターアクト委員長 

⑩  地区ローターアクト共同委員長 

⑪  地区ロータリー財団委員長 
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⑫  青少年保護委員 

⑬  医師チーム 

⑭  ガバナーが指名または委嘱するロータリアン若干名 

⑮  ガバナーが委嘱するロータリアン以外の外部有識者若干名 

 

2． 前項第１３号から第１５号の委員の任期は 2 年とし、再任されることができる。 

 

3． 危機管理委員会の委員長は委員の中から選任する。 

 

４．委員の中から副委員長若干名を定めることができる。 

 

５．委員長は、委員会を招集し、業務を統括する。 

 

6．委員長に事故あるときは、副委員長またはガバナーが指名した委員がこれに当た

る。 

第 4 条の 2 (常務委員会の設置) 

1. ガバナーと委員長は協議のうえ、 危機管理委員会の内に常務委員会を設けるこ

とができる。 

 

⒉ 常務委員会の委員は委員長並びにガバナー及び委員長が協議のうえ選任する若

干名の委員とする。 

⒊ 常務委員の任期は当該ロータリー年度終了日迄とする。 

４．常務委員会は主として以下の業務を行う 

ᵑ 危機管理委員会の通常業務 

ᵒ 研修、 セミナー等の企画 

ᵓ 危機事案、 緊急事態発生時の対応 

ᵔ その他、ガバナー及び委員長が常任委員のみによる協議が相応しいと判断

した事項 

5．常務委員会の議長は委員長とする。 

常務委員会の会合にはガバナー及び委員長の判断により常務委員以外の委員、 

ロータリアン等その他専門家の出席を認めることができる。 
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6. 常務委員会の決定事項、 その他協議事項については必要に応じ危機管理委員

会に報告する。 

7.常務委員会の運営について、本条項に定めの無い事項については、常務委員会

内において協議して決定する。 

(危機事案の報告)  

第 5 条 第 2 条記載の危機に相当する事案が発生した場合、地区委員会、ロータリーク

ラブ等、ロータリアン等は、速やかに危機管理委員会に報告しなければならな

い。 

 

(危機管理委員会の開催) 

第 6 条 1 .危機管理委員会は危機事案の報告を受けたとき、または、危機に相当する事案

が  発生したと認めたときは、速やかに危機管理委員会を開催しなければ

ならない。 

2.危機管理委員会の開催にあたって,危機管理委員長は,ガバナーに出席を

求めることができる。 

(危機管理委員会の決議) 

第 7 条  危機管理委員会の決議は、委員の 2 分の 1 以上が出席し(委任状による出席

を含 

む)、その過半数をもって行う。同数の際は、委員長が決するところによる。 

(緊急時における危機管理委員会の開催) 

第 8 条 1 .災害・事故・政変等の緊急を要する危機に敏速な対応が必要な揚合,危機管理 

委員長は、前条にかかわらず、必要な処置を行うことができる。ただし、次

の危機管理委員会において報告し,承認を受けなければならない。 

2. 前項の必要な措置については、 ガバナーは委員長と協議のうえ、 常務委員

会に 委託することができる。 

(手順) 

第 9 条 第 6 条及び第 8 条に関する委員会開催の要否等の手続きについては、当地区
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が別途定める手順に従うものとする。 

(守秘義務) 

第 1０条 個別事案の調査および対応に関与する者は、当事者その他の関係者のプライ

バシーを含めその権利の保護に配慮するとともに、仼務遂行上知り得た秘密

を漏らしてはならないものとし、その任務を退いた後も、 同様とする。 

(庶務) 

第 1 1 条 危機管理委員会に関する庶務は、地区ガバナー事務所が行い、ガバナーの指名

する地区幹事が担当する。 

第 3 章  青少年奉仕プログラムに対する特別規定 

 

(青少年奉仕プログラムにおける地区の責務) 

第 1 2 条 地区は、地区において実施する青少年奉仕プログラムに参加するすべての青

少年の安全と健康および健全な生活を守り、交通災害、自然災害等の事故・

災害からの保護と身体的、性的、精神的虐待あるいはハラスメント(以下、ハ

ラスメント等という)を防止するとともに、事態の発生の場合の適切な対応

のために必要な業務を行う。 

(青少年奉仕プログラムに関係する地区委員長の責務) 

第 1 3 条 青少年奉仕プログラムに関係する地区委員会の委員長は、危機管理委員会

との 連携を図りつつ、プログラムに参加するロータリアン等およびロータ

リアン等以外の者に対し、危機を防止するため適切な指導・啓発等を行うと

ともに、事態の発生の場合に青少年の安全と健康の確保など適切な対応に

努めるものとする。 

 

(青少年奉仕プログラムにおける危機管理委員会の業務) 

第 1 4 条 第 3 条に定める危機管理委員会の任務には、青少年奉仕プログラムにおける

次の事項を含むものとする。 

 

( 1 )交通災害、自然災害等の事故・災害およびハラスメント等に起因する事

態が発生した場合に事実関係を調査すること。 

( 2 )前号の調査結果に基づき、当事者たる青少年の安全と健康の保護なら
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びに事態への適切な対処のための方策を講じること。 

( 3 )前号のため必要な対策をガバナーに提言し、あるいは、関係委員会の委

員長その他の関係者に対し必要な指示、指導を行うこと。 

( 4 )青少年交換プログラムにおいて、プログラムに携わる関係者について、

参加資格を調査・確認すること。 

( 5 )青少年交換プログラムにおいて、当該事案について必要と認めたとき

は、原則として報告を受けたときから 72 時間以内に申立てについて

ガバナーから国際ロータリーに報告し、その後の手筈と調査の結果お

よび講じられた措置について報告すること。 

( 6 )その他危機管理、防止等に関し必要な業務。 

 

 

(クラブへの広報) 

第 1 5 条 危機管理委員会は地区内各ロータリークラブ等に対して危機管理に関する広

報を行うものとする。 

(クラブにおける危機管理) 

第 1 6 条 1 .ガバナーは、ハラスメント等に関する苦情等の申出及び相談に対応するため

に、地区内の各クラブに相談員を置くことを推奨する。 

2.相談員は、ハラスメント等に関して次の活動を行う。 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

苦情・相談を受けること。 

必要に応じ、当事者及び関係者に事実確認を行うこと。 

必要に応じ、当事者に対して助言を行うこと。 

必要に応じ、苦情・相談にかかる事実関係の調査を危機管理委員会へ要請す

ること。 

 

3 .相談員は、ハラスメント等に関する苦情・相談を受けたときは、所属ロー

タリークラブ等を介し、又は直接に、その内容を危機管理委員会に報告

するものとする。ガバナーは、ロータリークラブ等に対し、可能な限り女

性を相談員に任命するよう推奨する。 

４．国際ロータリーはロータリークラブにおける危機に関して概ね 1 か月の 
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調査期間をおいてガバナーに報告することを推奨している。 

(規定改正前の暫定的措置) 

第 1 7 条 国際ロータリーもしくは RIYJEM から、本規定にそぐわない事項、もしくは未

規定の事項等についての指示等がなされたとき、危機管理委員会はこれに

応じる為の本規定の改正前であっても暫定的措置を講じることができる。 

(青少年の保護) 

第 1 8 条 前条の調査および対応においては,当事者である青少年の安全と健康の保護

を最優先とし被申立人の権利にも留意する。 

この規定は, 20２５年３月１日から施行する。 
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図 1：国際ロータリー第 2520 地区 危機管理手順 

設置場所：当該年度ガバナー事務所 
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ロータリークラブ等には参考例示した「クラブ危機管理委員会規則（参考）」を規定するこ

とが望ましい。 

 

  

 

 

クラブ危機管理委員会規則(参考) 

* * *ロータリークラブ危機管理委員会規則 

( １ )名称 

第1条  本委員会は* *RC 危機管理委員会と称する。 

( ２ )任務  

第２条 本委員会は、第２５２０地区危機管理総則に定める危機について、その防

止・解決のために、本クラブ委員会、会員に対して必要な提言や指導・助

言を行うと共に、本委員会に報告のあった危機事案が対処事案であるか

どうか判断の上、適切な対処のため方策を講ずることを任務とする。 

(３)委員の員数 

第 3 条 本委員会の員数は* *名以上とする。 

( ４ )委員の資格 

第 4 条 幹事、会長エレクト、会長ノミニー、奉仕プログラム委員長、青少年奉仕プロ

グラムの委員長は当然に委員となる。 

( ５ )委員長・委員の選任 

第 5 条 会長は委員長及び第 4 条に記載の委員以外の委員を選任する。 

( ６ )専門委員 

   第 6 条 委員の内に弁護士、医師、心理学専門家、メディア関係者、女性が含まれる

ことが奨励される。 

         但し、会員に適任者がいないときは、外部委員を依頼することができる。 

( ７ )委員長・委員の任期 

第 7 条 委員長及び委員(以下、「委員等」という)の任期は毎年度 7 月 1 日から

翌年 6 月末日迄の 1 年間とする。 

但し、再任を妨げない。 
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( 8 )継続委員 

第 8 条 毎年度、委員の内 3 分の 1 以上が前年度以前からの継続委員であること

が 奨励される。 

( 9 )委員等の退任後の措置 

第 9 条 第 4 条に記載の委員等がその職を失ったとき、もしくは、第 5 条及び第

6 条により任命された委員等が任期途中に退任したとき、会長は新たに

委員等を任命する。ただし、新たに任命された委員等の任期の終期は退

任した委員等の終期と同じとする。 

( １ ０ )通常委員会の開催 

第 1 0 条 通常委員会は毎年度 1 回以上開催する。 

2 回数、日時は委員長が年度当初に決定する。 

( １ １ )臨時委員会の開催( 1 ) 

第 1 1 条 会長もしくは委員長は必要があると認めたときは、随時臨時委員会を

開催することができる。 

( 1 2 )臨時委員会の開催( 2 ) 

第 1 2 条 2 名以上の委員、もしくは 5 名以上の会員の要請があるときは、委員

長 は臨時委員会を開催しなければならない。 

( 1 3 )委員会の定足数及び決議方法 

第 1 3 条 本委員会の定足数は半数以上とし、決議は出席委員の過半数をもって

行う。 

( 1 4 )委員会を開催する時間的余裕のないときの措置 

第 1 4 条 発生した危機について委員会開催の時間的余裕がないと判断されると

き、会長もしくは委員長は、危機発生のプログラム担当会員と協議(方

法は問わない)の上、委員会を開催することなく暫定措置を講じること

ができる。 

2 前項の措置を講じたとき、会長もしくは委員長は速やかにその内容を

本委 員会に報告しなければならない。 

( 1 5 )被害者・その家族などへの対処 

第 1 5 条 本委員会は、危機の発生により被害を受けた人及びその家族に対し、

速やかに適切と判断される対処をしなければならない。 

( 1 6 )危機内容の調査 
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第 1 6 条 本委員会は発生した危機について速やかに発生の経緯、内容、被害状況

などについて調査し、理事会に報告しなければならない。 

( 1 7 )地区との関係 

第 1 7 条 発生した危機が地区のプログラムに関係するとき、本委員会は直ちに地

区ガバナーもしくは危機管理委員会にその事実を報告する。 

2 地区から前項の危機の調査を依頼されたとき、本委員会はその調

査 の結果を速やかに地区へ報告しなければならない。 

( １８ )改正 

      第 １ ８ 条  本規則の改正は本クラブ細則第＊＊条に定める方法を準用する。 

 

施行日        年   月   日 

(注記) 

※委員数、当然委員、任期、委員会開催方法などは、クラブの規模によって異なると

思われますので、任意に決定して下さい。 
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第７章―１ 

［ロータリー章典に基づき地区が任命する委員会］ 

 

【会員増強・クラブ活性化委員会】 

クラブ会員基盤の維持・増強を促し、クラブの成長に資する提言を行い、クラブ活性化を

図る。 

地区内における新しいロータリークラブとローターアクトクラブの結成と支援につながる

行動計画を特定、推進、実施する。行動計画推進リーダーの推奨するリソースを活用し、

3-Year Rolling Goals（２０２４－２０２７年度）の２年目として前年度の成果を評価し、

最終年度に向けた行動計画（方針）の策定を行う。とくに、クラブリーダーがマイロータリ

ーにあるクラブセントラルを活用し、入会促進と現会員の奉仕活動への参加促進という

責務を実行できるようクラブ行動計画推進リーダーと共に行動する。 

地区会員数の２０２６年６月末の委員会目標は「２０２５人」とする。 

リンク先：www.japanrotary.club  

 

委員長                                       加藤幹夫（仙台北） 

副委員長                            遠藤慎一（仙台東） 

委員                               照井敬孝（花巻南） 

委員                               野口敬志（柴田） 

委員                               矢部 亨（塩釜） 

委員                               佐藤和男（二戸） 

委員                               髙橋和宏（古川東） 

クラブ行動計画推進リーダー               76 クラブ 

ローターアクト行動計画推進リーダー          友部匡博（仙台泉 RAC） 

  

行動計画 
  

 

  

行動計画のツールキットを利用してクラブの強化
を図る 
ロータリー行動計画は、健全なクラブをつくり、維持するための持続可能なアプロー
チです。ステファニー A. アーチック会長と行動計画推進リーダーたちは、行動計画
の枠組みを活用して課題に取り組み、クラブと地区の目標を達成するよう全会員に
呼びかけています。rotary.org/actionplan から行動計画のツールキットを今す
ぐご利用ください。 
 
 
 
 
 

http://www.japanrotary.club/
https://msgfocus.rotary.org/c/1cNDeHqeSbcBoaiMqCiRgTSj7Ab87
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（地区入会促進・会員参加促進・新クラブ結成小委員会） 

委員長                                   矢部 亨（塩釜） 

副委員長                                       佐藤和男（二戸） 

 

小委員会委員長は、地区の会員基盤拡大のため、スキルを発揮して各分野をリ

ードする。 

¶ 地区入会促進は、ロータリークラブまたはローターアクトクラブの入会候

補者との関係を構築する。  

¶ 地区会員参加促進は、会員と参加者の積極的参加を促進するために、ク

ラブでの体験をよりよくするためのリソースと活動を推奨・推進する。 

¶ 地区新クラブ結成は、新クラブ結成の機会を見つけ、新クラブが充実し

た体験を提供できるよう支援する。 

小委員会委員長は 1 年の任期を務める。小委員会委員長と協力することになる
地区会員増強委員長は継続性を保つために小委員会委員長は再任が可能であ
る。 
 
「地区会員増強委員会の基本」の学習プランは、会員増強のためにクラブを支援
する地区リーダー向けに作成された。皆さまの地区のリーダー、特に会員増強・
クラブ活性化委員長と会員増強関連の小委員会委員長は、各自の役割に備える
ためにこの学習プランに含まれるコースを修了することが強く推奨される。 
 
ロータリーでは、ロータリー創立125 周年までにロータリアン数を125 万人、
ローターアクター数を12 万 5 千人とするべく、会員基盤の成長に力を注いで
いる。 
 
 
   

https://msgfocus.rotary.org/c/1NOO8KihfD1fFf1mnQy7R1ANY9SZ9
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【地区公共イメージ委員会】 

効果的で有利な広報活動や好ましいイメージがロータリーにとって望ましく不可欠な目

標であることをロータリアンおよびローターアクターに広く認識してもらうよう推進する。

世界に比べてロータリーに関するブランド認知が進んでいない状況を理解した上で、マス

メディアから SNS までの活用を検討し、クラブの地域における情報発信力を図る。その

ために、マイロータリーへの登録推進に関するクラブの目標を設けつつ、マイロータリー

が保有する豊富な情報を活用している事例を中心に発信する。 

・ロータリーデイやポリオプラスデイを記念したメディアとの共同プロジェクトの策定 

・ポリオプラスソサエティ・アンバサダーは地区内のロータリアン医療従事者と共同でポリ

オ根絶キャンペーンの推進者となる。 

・メンタルヘルスケアのプログラムを活用することを検討する。 

・マイロータリーにある豊富なコンテンツやリソースを活用した奉仕活動の事例発信 

・クラブのホームページと地区のホームページを統一規格できるテンプレートを作成 

・マスメディアへの情報提供窓口として広報活動 

・分区あるいはゾーン単位で活用される DDF（地区財団活動資金）を活用した奉仕活動

を積極的に地域メディアに広報し、地域にとってかけがえのないロータリークラブの活動

であることを展開する。 

会員基盤と参加基盤を広げ、多様化するために、会員、クラブ、地区を支援する。また、会

員、参加者、地域社会の人々のために多様性、公平さ、インクルージョンが実践され、方針

が守られるように推進する。 

ガバナー補佐と連携してインターシティミーティング（ＩＭ）におけるテーマとして取り上げ

てもらえるよう推進し、公共イメージ委員会委員の派遣を図る。 

リンク先：www.japanrotary.club 

 

委員長 （ブランド・アンバサダー）             林 宙紀（仙台奥羽） 

副委員長                             小原紀実（北上和賀） 

副委員長                             高橋 元（仙台冠） 

委員                                髙橋育子（仙台冠） 

委員                                大宮遼太（仙台泉 RAC） 

委員                                佐藤秀之（仙台青葉） 

委員                                志賀昭洋（佐沼） 

地区幹事                             髙橋寛光（仙台）    

ポリオプラス・チーフ アンバサダー            阿部慎哉（仙台） 

 

 

 

http://www.japanrotary.club/
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【地区ロータリー財団委員会】 

ガバナーエレクトと密に協力し、財団への参加と寄付についてクラブが次年度の目標を設

定できるよう支援する。また、寄付の傾向やロータリークラブ・セントラルのレポートを確

認し、現実的な目標を提案する。 

ガバナーまたはガバナーエレクトは、My ROTARY から地区ロータリー財団委員長の任

命について報告する。同様に、クラブ会長または幹事は、クラブのロータリー財団委員長

を My ROTARY で報告する。これにより、地区とクラブのリーダーがそれぞれの役割に

応じた情報にアクセスできるようになる。 

ロータリー会員は My ROTARY のアカウントを作り、個人の連絡先情報を更新し、それ

ぞれの寄付や認証に関する情報を確認できる。 

リンク先：www.japanrotary.club 

地区財団に係る厳しい状況をクラブと情報共有し、クラブ単独事業よりも分区単位の広

域的奉仕事業を推奨する。GG の活用は地区単位で適切に実施できるよう努める。 

加藤雄彦ガバナー年度における委員会目標 

※日本円での寄付は租税特別措置法の適用となる。 

・年次寄付１人当たり     ＄1５０以上 

・ポリオプラス１人当たり   ＄30 以上 

・ローターアクトクラブ     ＄１００以上 

・ポリオプラスソサエティ 各クラブ 1 名 

 

ロータリー財団日本が推奨している寄付は以下の通り。 

年次基金寄付ゼロクラブゼロ達成  

EREY（年次基金への寄付）の推進  

ポール・ハリス・ソサエティの推進 （＋10 名目標）  

自動定期寄付を利用する会員を１ ０％増 

恒久基金：冠名基金を地区１件以上設立  

大口寄付：1 万ドル以上のご寄付 100 件、AKS10 名増（日本全体）  

ポリオプラスへ DDF の 20％を寄贈 （地区大会剰余金が発生した場合に 2 万ドルを

充当する。） 

世界ポリオデー（WPD）の推進 ・補助金の活用の促進  

ロータリー平和フェローシップの推進 

委員長                         伊藤智仁（花巻南）３年任期 2 年目 

副委員長                      山下晴輝（仙台南） 

副委員長                      水野暢大（塩釜） 

地区幹事                      島田博雄（仙台） 

（補助金小委員会）– 

https://my.rotary.org/ja
http://www.japanrotary.club/
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ロータリーの補助金を管理・推進する。この小委会は地区財団予算が厳しい状態にあるこ

とを念頭に置いて次のことを実行する。 

¶ 財団補助金の専門家として、国際奉仕委員会および IIC（国際委員会）と協力し、

グローバル補助金プロジェクトを成功させるためのパートナーとなる RID2232

（ウクライナ）との子宮頸がんワクチン接種プロジェクトを推進する。（ICC 締結が

条件） 

¶ 地区補助金とグローバル補助金の参加資格要件を遵守し、クラブを対象にそれら

の要件に関する研修を行う。 

¶ 地区ロータリー財団委員長と協力し、補助金を使用するためのガバナー方針に基

づき補助金活動の適切な記録が維持されるようにする。 

¶ 財団資金管理小委員会と協力し、すべての補助金について、報告を含む適切な財

務管理と監督を行う。 

¶ 地区財団活動資金（DDF）の配分に関してクラブ単位のみならず、分区あるいは

ゾーン単位もしくは地区青少年交換委員会で実施できるよう助言する。 

委員長                                 吉田和洋（花巻）         

委員                                    菅原慶一（佐沼）） 

 

（資金推進・恒久基金/大口寄付小委員会） 

財団への寄付推進と認証の活動を強化・監督する。この小委員会は次のことを実行する。 

¶ 寄付目標の設定と達成方法についてクラブに助言する。 

¶ クラブと地区の募金活動を運営する。 

¶ 財団のあらゆる募金活動を推進し、クラブに参加を促す。 

¶ 寄付者に感謝を伝える地区行事を手配する。 

¶ DDF の配分についての助言を提供する。 

¶ EMGA（大口寄付アドバイザー）からの情報をクラブに提供する。 

¶ ロータリーカードの普及に係る情報を提供する。 

委員長                                  日向雅之（仙台青葉） 

副委員長                               髙橋克幸（古川東） 

副委員長                                         安藤敏樹（盛岡西北） 

副委員長（ロータリーカード担当）                夏目雅貴（仙台冠） 
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（ポリオプラス小委員会） 

ロータリーのポリオ根絶活動をロータリー内外で広め、ポリオ根絶のための募金活動を実

施する。また、クラブ会長にクラブ・ポリオプラス委員会の任命を促すことができる。 

この小委員会は次のことを実行する。 

¶ ロータリー会員やクラブによるポリオプラスへの寄付、または DDF の寄贈を奨

励する。 

¶ 年に少なくとも 1 回、ポリオプラスへの募金を目的とした地区行事を行い、ポリ

オ根絶コーディネーターと協力して、これらの行事の成果を高める。 

¶ 財団委員長、地区公共イメージ委員会、ガバナーと協力し、ポリオ根絶に向けた模

範的な活動を表彰する。 

¶ 財団の研修行事で、ガバナーと地区研修リーダーによるポリオプラスに関する発

表を支援する。 

¶ ポリオ根絶活動において、国や地域のポリオプラス関連委員会、および政府機関

や他団体との連携を図る。 

委員長                                 菊地茂樹（仙台北） 

副委員長                                山下 望（仙台北） 

委員                                   早坂慎一（仙台南） 

 

（補助金管理小委員会） 

ロータリーの補助金資金が慎重に管理されるようにし、補助金を効果的に管理するため

の会員への研修を行う。 この小委員会は次のことを実行する。 

¶ 財務管理計画の立案を含め、クラブと地区の覚書の実行を支援する。 

¶ 地区財団・補助金管理セミナーとクラブの参加資格認定の手続きを援助する。 

¶ 補助金小委員会と協力して、補助金の適切な財務管理と監督を行う。（報告を含

む） 

¶ すべての補助金に関する資金管理状況をモニタリングし、評価する。 

¶ 補助金に関与するすべての人が利害対立（または利害対立と認識される状況）に

陥らないようにする。 

¶ 補助金活動における資金の不正使用または不正行為の報告があった場合、これを

調査し、財団に報告し、解決する。 

¶ 年次財務評価が正しく行われていることを確認する。 

委員長                                 和田剛和（仙台） 

副委員長                               時 準雄（仙台泉） 
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（ロータリー平和フェローシップ・学友小委員会）– 

ロータリー平和センタープログラムへの関与と支援をクラブに奨励し、クラブへの情報提

供を行い、地区による推薦の手続きを管理する。この小委員会は次のことを実行する。 

・選考委員会を作る。資格を有する候補者の募集、面接、推薦を行う。 

・平和フェローシップに関する地区の窓口となり国際ロータリーとの連絡を担当する。 

・2015－16 年度に RI のロータリー学友の定義が拡がり、インターアクト、ローター

アクト、青少年交換、国際親善奨学生、米山記念奨学生、グローバル補助金（GG）に

よる奨学生、GSE,職業研修チーム、RYLA、ロータリー平和フェローを含む、すべ

てのロータリープログラムの参加者が含まれるようになった。（４０．０５０．１参照） 

¶ そのため、ガバナー事務所と協力して、学友情報の収集と関係構築と維持を図る。 

¶ ・学友会は国際ロータリーとロータリー財団への絆を深めるため、友情と親睦と奉

仕を促進していくために組織された。地域社会に貢献したいと願う「学友のきず

な」を保つためのネットワークを構築する。 

委員長                                 梶浦 正（仙台レインボー） 

副委員長                               齋藤勝則（栗駒） 

地区幹事                               佐藤勘三郎（仙台） 
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図 2：『加藤雄彦ガバナー年度年次寄付・補助金サイクル図』 

第 2520 地区 利用可能な DDF（2025-2026 年度）※ 2025 年 8 月 8 日現在 
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̞ χỲᶛψ Υᶎ βϥ τὨ ήϦθθϛ  ̋

ρ χỲᶛτψ₯ӰΥΚϤϘβ 

ˢ ρϜʺ χκϡΞς 50%πψΚϤϘδϭˣ 

 ˴ ˹ 

̈85,668.75 
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注１：＄１(ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ)＝￥150 として＄39,321×￥150＝約￥5,900,000 

注 2：＄164,938.36 の 5％（＄8,246.92）はロータリー財団の管理運営費に

なります 

注 3：冠名指定寄付と恒久基金の収益および２０２４－２５年度 DDF の繰越金が

加わるため、確定値は年度始めになります 

 

 

※TRF(The Rotary Foundation) ロータリー財団 

 正式名称は、「国際ロータリーのロータリー財団」ロータリアンが、健康状態を改善し、教

育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できる

ようにすることが使命である 

 

※シェア・システム (Share System) 

 年次基金寄付と恒久基金収益の 50% が地区財団活動資金(DDF) となり、50 ％が国際

財団活動資金(WF) となる 

 

※WF(World Fund) 国際財団活動資金 

 年次寄付と恒久基金収益の50 ％がシェア・システムの下で国際財団活動資金(WF) に充

てられる 

 ロータリー財団管理委員会が、その使途を決定する 

 

※DDF(District Designated Fund) 地区財団活動資金 

 3 年前の年次寄付と恒久基金収益の４７．５％が地区財団活動資金として配分される。 

地区が裁量権を有し、その使途を決定する 

 

※DG（District Grant） 地区補助金 

 DDF の５０％ 

 

GG（Global Grant） グローバル補助金 

 DDF の５０％ 



72 

 

 

ᵃ ҹ ᾎ
Ẉ⁸ᶡ

ᶡ

ң ᶡ ѯᶡ -- ᴿ  --

 Ѱ 20 $890.00 $0.00 $0.00 $0.00 $890.00

҇ 40 $5,560.55 $1,858.05 $0.00 $0.00 $7,418.60

Ṵ 17 $127.39 $0.00 $0.00 $0.00 $127.39

70 $6,933.72 $958.72 $0.00 $0.00 $7,892.44

ר  33 $891.80 $1,017.62 $0.00 $0.00 $1,909.42

19 $784.00 $180.00 $0.00 $0.00 $964.00

ᴇ 39 $3,600.00 $1,000.00 $268.46 $0.00 $4,868.46

25 $583.85 $428.03 $1,419.57 $0.00 $2,431.45

ѧ᷁ 23 $3,320.40 $0.00 $0.00 $0.00 $3,320.40

ר 44 $900.00 $6,450.00 $0.00 $0.00 $7,350.00

5 $636.94 $0.00 $0.00 $0.00 $636.94

31 $3,981.69 $591.26 $107.38 $0.00 $4,680.33

ᴇ 31 $930.00 $559.29 $140.94 $0.00 $1,630.23

ר 40 $1,192.05 $666.76 $475.36 $0.00 $2,334.17

іר 37 $1,055.00 $444.20 $0.00 $0.00 $1,499.20

іר 18 $900.00 $254.20 $699.31 $0.00 $1,853.51

іᵙר 22 $1,630.00 $228.66 $0.00 $0.00 $1,858.66

ᶣ 13 $63.69 $0.00 $0.00 $0.00 $63.69

ׁ 11 $1,040.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,040.00

↨ 14 $5,136.58 $0.00 $0.00 $25,000.00 $30,136.58

29 $1,635.76 $2,817.39 $999.61 $0.00 $5,452.76

⌡ 9 $612.24 $68.02 $0.00 $0.00 $680.26

Ẉ⌡ 12 $152.87 $0.00 $0.00 $0.00 $152.87

16 $248.43 $0.00 $0.00 $0.00 $248.43

ѧ᷁ 16 $1,713.16 $2,000.00 $0.00 $0.00 $3,713.16

ᶽ ■ 28 $640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $640.00

ᶽ ■ 33 $1,015.84 $196.14 $714.52 $0.00 $1,926.50

ׁ טּ 19 $393.10 $181.20 $0.00 $0.00 $574.30

׳ 22 $152.26 $0.00 $0.00 $0.00 $152.26

25 $127.39 $130.23 $0.00 $0.00 $257.62

ᴇ 37 $2,342.28 $214.77 $0.00 $0.00 $2,557.05

17 $2,150.50 $170.00 $0.00 $0.00 $2,320.50

26 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00

ᶽ 6 $925.56 $0.00 $999.61 $0.00 $1,925.17

12 $1,318.47 $0.00 $0.00 $0.00 $1,318.47

ᴮ 31 $2,480.00 $800.00 $0.00 $0.00 $3,280.00

ᴮ 23 $1,883.67 $278.85 $154.36 $0.00 $2,316.88

ṟּט 17 $646.15 $0.00 $120.81 $0.00 $766.96

表 8：各クラブの 2023－2024 年度の実績 
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39 $5,885.46 $0.00 $499.80 $0.00 $6,385.26

33 $3,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,300.00

ᴇ 19 $2,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,700.00

14 $258.28 $0.00 $342.47 $0.00 $600.75

19 $6,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,050.00

Ӌ 53 $925.39 $0.00 $0.00 $0.00 $925.39

24 $2,009.22 $0.00 $0.00 $0.00 $2,009.22

ᴮṨ 33 $2,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,950.00

ᴮṨ 39 $3,353.45 $0.00 $0.00 $0.00 $3,353.45

֧ṟ 11 $483.24 $0.00 $0.00 $0.00 $483.24

ז 13 $695.54 $0.00 $0.00 $0.00 $695.54

5 $63.69 $0.00 $0.00 $0.00 $63.69

— 5 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100.00

32 $116.00 $0.00 $0.00 $0.00 $116.00

11 $89.29 $136.61 $0.00 $0.00 $225.90

ᶺ ᶝ 23 $345.33 $579.96 $0.00 $0.00 $925.29

ַẗ 10 $114.65 $0.00 $0.00 $0.00 $114.65

ѓ 13 $414.01 $551.59 $0.00 $0.00 $965.60

ᴶ 120 $8,990.00 $2,006.65 $671.14 $41.10 $11,708.89

ᴶ⌡ 51 $2,958.50 $2,761.51 $0.00 $0.00 $5,720.01

ᴶ 40 $356.69 $100.00 $0.00 $0.00 $456.69

ᴶ֕ 14 $70.06 $0.00 $0.00 $0.00 $70.06

ᴶ 9 $790.00 $0.00 $53.69 $0.00 $843.69

ᴶᴇ 58 $4,817.31 $399.23 $0.00 $0.00 $5,216.54

ᴶר 58 $680.00 $1,341.20 $190.22 $0.00 $2,211.42

ᴶ 54 $1,201.36 $1,291.95 $355.70 $0.00 $2,849.01

ᴶ 40 $700.00 $120.80 $0.00 $0.00 $820.80

ᴶ ᶝ 33 $2,144.19 $3,324.76 $152.00 $0.00 $5,620.95

ᴶḀ 22 $1,049.84 $286.88 $0.00 $0.00 $1,336.72

27 $4,045.12 $0.00 $0.00 $0.00 $4,045.12

ᵄᴨ 43 $1,043.57 $0.00 $0.00 $0.00 $1,043.57

ת 9 $432.00 $18.00 $0.00 $0.00 $450.00

טּ 14 $709.22 $0.00 $0.00 $0.00 $709.22

ѫₒ 12 $528.71 $0.00 $0.00 $0.00 $528.71

︢ 15 $1,824.07 $0.00 $0.00 $0.00 $1,027.88

טּ 17 $1,734.42 $227.21 $0.00 $0.00 $1,961.63

טּ  11 $330.00 $195.00 $0.00 $0.00 $525.00

ᶽ≤ᴝ 29 $1,361.60 $961.54 $0.00 $0.00 $2,323.14

2,006 $125,715.55 $36,006.47 $8,364.95 $25,041.10 $195,128.07

2023 - 2024 $124,919.36

2023 - 2024

 ẉ₭ᶢ ḷҥ ᵀ :

 ẉ₭ᶢ ḷҥ

ᾭ:
76 μ 76 (100% ḷҥ)
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【地区ラーニング委員会】 

ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナーノミニーがクラブと地区のリーダーと共に研究を行

い、地区のラーニングプラン全般を監督する上で支援する。ロータリーの必須ラーニング

を含む地区内のラーニングの各会合において、招集者（通常はガバナーまたはガバナーエ

レクト）に協力する。 

地区ラーニングファシリテーターは地区チームラーニングセミナー（DTLS）の計画と実施

の責任者となる。また、地区クラブ活性化ワークショップ全般の責任者はガバナーである

が、地区ラーニングファシリテーターは地区会員増強・クラブ活性化委員長、地区公共イメ

ージ委員長、地区ロータリー財団委員長と相談の上、責任者としてワークショップの計画

し実施する。なお、地区財団セミナーでの開催を検討する。 

 

（地区ラーニングファシリテーターの役割） 

次期クラブリーダーと次期地区リーダーの準備にあたってガバナーエレクトを支援し、ク

ラブリーダーと会員にラーニングの機会を提供するためにガバナーを支援します。また、

地区ラーニング委員長として、一連のラーニング行事（DTLS,PELS,DLA,地区クラブ活

性化ワークショップ、地区財団・補助金管理セミナー）を実施します。各行事について、地

区と参加者のニーズに応じて柔軟に対応できる推奨時間枠と推奨カリキュラムを RLI 委

員会委員長と協議しながら決める。 

（地区リーダーの準備） 

・地区チームトレーニングセミナー(DTTS)➡地区チームラーニングセミナー（DTLS） 

では、ガバナー補佐と各地区委員会委員長・副委員長が各自の役割について学ぶととも

に、地区目標を設定します。本年度は２０２５年３月１６日（日）仙台育英学園高等学校宮城

野校舎で開催する。 

 

（次期クラブリーダーの準備） 

・会長エレクトトレーニグセミナー（PETS）➡会長エレクトラーニングセミナー（PELS） 

では、クラブ会長の基本とクラブ会長（中級）の学習プランとともに、次期リーダーの役割

に備える。本年度は２０２５年４月６日（日）仙台育英学園高等学校宮城野校舎で開催する。 

 

・地区トレーニングアセンブリ（DTA）➡地区ラーニングアセンブリ（DLA） 

では、会長エレクトが PETS で学んだことを基にリーダーシップスキルをさらに磨くほか、

ほかの次期クラブリーダーも出席して各自の役割について学び、次年度の目標をさらに

練り上げる。本年度は２０２５年５月１１日（日）仙台育英学園高等学校宮城野校舎で開催す

る。 

 

 

https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1722/de-quchimu-yan-xiusemina-zhi-dao-zhe-yong-shou-yinki
https://my-cms.rotary.org/ja/document/district-training-assembly-leaders-guide
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（クラブリーダーと会員向けのラーニングの機会） 

・地区クラブ活性化ワークショップ 

では、関心のある会員を対象としており、会員増強、ロータリー財団・補助金管理、公共イ

メージの各委員会がロータリー行動計画の実現においていかに相互に関連しているかを

学ぶ。ガバナーエレクト壮行会と同時に実施する。 

 

・地区財団セミナー・地区財団補助金管理セミナー 

ではクラブ会員が、寄付に関するファンドレイジングやロータリーの補助金の効果的な管

理方法について学ぶ。両セミナーのリソースと時間配分の設定をする。 

 

委員長（地区ラーニングファシリテーター）          森川昭正（仙台宮城野） 

副委員長                               柴田 茂（盛岡東） 

副委員長                               早坂竜太（古川東） 

副委員長                               鈴木俊一（仙台南） 

委員                                  鷲見泰宏（仙台泉） 

委員                                  藤村祐介（盛岡南） 

委員                                  秋田陽子（仙台レインボー） 

委員                                  梅宮隆志（仙台西） 

委員                                  小野寺信幸（仙台東） 

地区幹事                               栃窪昌之（仙台） 

地区幹事                               鈴木直行（仙台） 

地区幹事                               石井光二（仙台） 

 

リンク先：www.japanrotary.club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/1122/de-qukurabu-huo-xing-huawakushoppu-zhi-dao-zhe-yong-shou-yinki
http://www.japanrotary.club/
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第７章―２ 

［地区が任意で任命することができる委員会］ 

                   

〔RLI 委員会〕 

ロータリーリーダーシップの研究活動を推進するため、会長エレクト・次期幹事・クラブチ

ームおよび入会３年未満のロータリアンの参画を促すと共にガバナーエレクト、ガバナー

ノミニーはじめ次期ガバナー補佐もアドバイザーとして加わる。 

ファシリテーターの育成および３回の「RLI」に加えて「卒 RLI」の実施することを推奨する。 

 

委員長                                    小池康浩（仙台泉） 

副委員長                                   山地信行（盛岡北） 

副委員長                                   夏目雅貴（仙台冠） 

副委員長                                   北島美栄子（盛岡東） 

委員                                      原田誠章（盛岡東） 

委員                                      菊池 純（盛岡南） 

委員                                      佐々木憲明（盛岡） 

委員                                      木村清且（花巻北） 

委員                                      高橋文人（築館） 

委員                                      鎌田善幸（仙台泉） 

委員                                      工藤哲也（仙台泉） 

委員                                      三浦 一（仙台泉） 

委員                                      本木浩喜（仙台泉） 

委員                                      五日市 洋（二戸） 

委員                                      住吉正志（奥州水沢東） 

委員                                      髙橋育子（仙台冠） 

委員                                      鷲尾広也（仙台泉） 

地区幹事                                   安曇謙三（仙台） 

地区アドバイザー                              柴田 茂（盛岡東） 

       ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、次期ガバナー補佐 
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【国際奉仕・国際大会委員会】 

① 友好地区 RID3640 と友好事業の企画調整を図る。RID3640 ガバナー（総裁）は

イム・ウスン氏であり、同地区には韓日友好委員会がある。 

② RI 台北国際大会への参加を促進する。国際大会参加によるメリットは 

・著名な講演者や分科会を通じて、新しいアイデアや自分と異なった視点を発見し、新し

いスキルを学べる機会がある。 

・「友愛の家」でロータリアンが世界中で行っている奉仕活動を学びながら、旧友や新しい

友人との出会いがある。 

・台湾の文化に直接触れて、地区やクラブのフェローと共に日本国内では味わえない刺激

を共有する。 

③ 2026 年 4 月１７日（金）～18 日（土）開催の地区大会（大会テーマ：UNITE FOR 

GOOD）、第 2 日目（2026 年に開催する「ロータリーの友情広場」の計画・調整を行

う。とくに東日本大震災の発災から 15 年目を迎えるなかで、世界中からの支援に感

謝しながら、震災を風化させない機会を創出する。 

 

委員長                             國分敏彦（二戸）3 年任期 2 年目 

副委員長（友好地区担当）                 髙橋孝一（柴田） 

副委員長（R 友情広場担当）                梶浦 正（仙台レインボー） 

日韓親善委員会委員長                        桑原 茂（塩釜） 

日韓親善委員会委員                    水野暢大（塩釜） 

Onto TAIPEI                       柴田 茂（盛岡東） 

Onto TAIPEI                       原田誠章（盛岡東） 

委員                                   佐藤芳郎（塩釜） 

委員                              地紙正和（古川東） 
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【青少年奉仕委員会】 

会員向けの青少年保護のリソース 

ロータリーでは、青少年プログラムに参加するクラブや地区が確実に青少年保護方針を

実施し、虐待やハラスメントを防ぐために行動できるよう、包括的なリソースを提供して

います。 

¶ ロータリー青少年保護の手引き 

¶ 青少年プログラム参加者の保護（オンラインコース） 

¶ 電子的方法／インターネットの使用に関する安全上の検討事項 

¶ 危機管理計画の策定 

¶ ロータリー章典の第 2.120.節 

クラブが取り組むことのできる地区内の新しい傾向、課題を特定することを援助する。そ

のため、クラブ青少年奉仕委員長が責務を遂行できるよう援助する。その結果、成功を収

めた青少年奉仕プロジェクトについてガバナー月信に報告できるよう要請する。 

ロータリーが青少年に対してリーダーシップスキルを開発する研鑽の機会を提供し、地域

社会に良い変化をもたらす人材を育成することを目的とする。 

プログラムを通じて、青少年にロータリーの奉仕の精神を浸透させ、生涯にわたって奉仕

の取り組みを行う動機付けとなることを期待する。青少年に未来を切り開く力を与える

プログラムは青少年奉仕の中心的な役割を担う。宿泊を伴うプログラムを成功させるた

めに青少年を取り巻く危機管理を十分承知して実施する。 

 

委員長                                  佐藤知樹（仙台） 

副委員長                                荒若健志（仙台宮城野） 

副委員長                                三浦 滋（前沢） 

 

［RLYA 委員会］ 

・RYLA は「Rotary Youth Leadership Award」の略で、14 歳から 3０歳までの青

少年を対象とした集中的な指導力育成プログラムのことを指す。「ロータリー指導者育成

プログラム」と日本語では訳されている。 

・本年度は「環境：渡り鳥の声を聞くプロジェクト」をテーマにロータリーの重点目標の１つ

「環境」に関する研究プログラムを提唱する。 

・2015－16 年度に RI のロータリー学友の定義が拡がり、インターアクト、ローターアク

ト、青少年交換、国際親善奨学生、米山記念奨学生、グローバル補助金（GG）による奨学

生、GSE,職業研修チーム、RYLA、ロータリー平和フェローを含む、すべてのロータリー

https://my-cms.rotary.org/ja/document/rotary-youth-protection-guide
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/2207/qing-shao-nianpuroguramu-can-jia-zheno-bao-hu-2024-25
https://my.rotary.org/ja/document/electronic-and-online-safety-considerations
https://my-cms.rotary.org/ja/document/developing-crisis-management-plan
https://my-cms.rotary.org/ja/document/rotary-code-policies
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プログラムの参加者が含まれるようになった。（４０．０５０．１参照） 

そのため、ガバナー事務所、ロータリー平和センターシップ・学友小委員会および米山記念

奨学会委員会と協力して、学友情報の収集と関係構築と維持を図る。 

・学友会は国際ロータリーとロータリー財団への絆を深めるため、友情と親睦と奉仕を促

進していくために組織された。地域社会に貢献したいと願う「学友のきずな」を保つため

のネットワークを構築する。 

 

委員長                           小野智哉（北上） 

副委員長                          三浦 一（仙台泉）  

副委員長                          尾出恵一（古川東） 

委員                             堀籠和幸（仙台泉 RAC） 

 

〔インターアクト委員会〕 

インターアクトクラブは 12 歳から 18 歳までの青少年が地域のボランティア活動や海外

のインターアクターとの交流を通じて、視野を広げ、国際感覚を養うことを目的とする。仙

台東ロータリークラブがスポンサーとなり 1963 年 6 月 23 日に設立した仙台育英学園

高等学校インターアクトクラブは日本最初のクラブであり、その後地区内には３２のインタ

ーアクトクラブが毎年開催される地区内インターアクト年次大会を通じてロータリーの「超

我の奉仕」を学ぶ機会となっている。 

インターアクト委員会には、インターアクトクラブの役員、委員長、クラブアドバイザー、学

校顧問を対象とした研修を行う責務があります。これらのリーダーが就任する少なくとも

1 カ月前に研修を実施し、役割に備えるための十分な時間を与える。 

 

委員長                           亀田 治（仙台青葉） 

副委員長                          松田和也（一関） 

副委員長                          髙田英典（仙台東） 

地区幹事                          三原健太郎（仙台） 
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表 9：各インターアクトクラブ詳細 

 

1 1981 12 19 1995-1996

2 1996 6 18 2013-2014

3 2000 2 19

4 1980 6 10 2008-2009

5 2024 3 1

6 2007 6 15

7 1986 5 2

8 2001 5 14 2017-2018

9 2005 5 9 2019-2020
3

10 1981 12 22
1997-1998
2019-2020

3

11 2001 5 17
2006-2007
2019-2020

3

12 1974 6 20 1998-1999

13 1987 5 10 1999-2000

2015-2016

2024-2025

15 2002 7 18 2010-2011

16 1973 6 4 2001-2002

17 1980 7 23 2000-2001

18 1980 6 23 2002-2003

19 2003 10 29

20 1988 4 12 2003-2004

21 1970 7 26
1998-1999
2016-2017

22 1973 2 16 1997-1998

23 2016 2 1

24 1978 6 30

1996-1997
2003-2004

2021-2022
2022-2023

25 1996 11 1
2005-2006
2014-2015
2018-2019

26 1965 11 2

27 1963 6 27
2000-2001
2020-2021

28 2006 11 4
2011-2012(

2012-2013

29 2022 2 16

30 1997 9 30 2007-2008

31 1978 9 12 1999-2000

32 2017 1 7

14
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【ローターアクト共同委員会】 

ローターアクトクラブの推奨を目指してロータリークラブは以下の内容を研究していく。 

本年度から青少年奉仕委員会から独立した委員会とする。 

 

［RIJYEM ローターアクトエレベート支援プロジェクトについて］ 

RIJYEM は、マーク・マローニー2019-20 年度 RI 会長が提唱した「エレベート・ロータ

ーアクト」を日本３４地区内の RAC にも効果的に推進する為に、現 RI 理事エレクトの水

野副理事長が、２０２２年 3 月の第２回 RA 合同会議開催に際して「RIJYEM ローターア

クトエレベート支援プロジェクト」を立ち上げました。ロータリークラブとローターアクトク

ラブが手をたずさえて共に発展することを目標とします。 

 

［RI 発表資料］ 

 

●ローターアクトの方針に関する最近の変更について 

https://my.rotary.org/ja/recent - rotaract - policy - updates  

 

2019 年規定審議会は、国際ロータリーの組織規定を改正し、その結果、ローターアクトク

ラブが国際ロータリーの加盟クラブに含まれることとなりました。この画期的な決定後、

マーク・マローニー2019-20 年度 RI 会長は、ローターアクトの新しい立場をより正確に

反映する方針を起草するため、ローターアクターとロータリアンから成る「Elevate 

Rotaract Task Force（ローターアクト地位向上タスクフォース）」を任命しました。同

タスクフォースによる話し合いでは、ローターアクターが会員として求めるものを知り、ま

た、調査や座談会を通じて方針の決定に加わる機会をローターアクターに提供すること

が重要な目標とされました。 

ローターアクトに関する大きな変更事項と、この変更の詳細についての「よくある質問」は、

以下の通りです。 

 

◆2020 年 7 月管理委員会会合でのローターアクトについての重要な決定事項 

2020 年 7 月、ロータリー財団管理委員会は、ローターアクトに関連する追加の決定を行

いました： 

¶ 管理委員会は、ローターアクト委員会の委員であるローターアクターを、ローター

アクトに関連する事案について管理委員会に助言する役に任命する。 

https://my.rotary.org/ja/recent-rotaract-policy-updates
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¶ 管理委員会は、ロータリー財団に関連した事案について管理委員会に直接助言す

る役として、ローターアクト委員会への管理委員会リエゾンを任命し、ローターア

クト委員会にも助言を求める。 

 

◆2020 年 6 月管理委員会会合でのローターアクトに関する重要な決定事項 

2020 年 6 月、ロータリー財団管理委員会は、ローターアクトに関する財団の方針につい

て以下の決定を行いました： 

¶ 2022 年 7 月 1 日より、ローターアクトクラブは、グローバル補助金プロジェクト

で援助国側提唱者または実施国側提唱者になることができる（ただし、ローター

アクトクラブがグローバル補助金で以前にロータリークラブと一緒に活動した経

験があることが条件）。 

¶ 管理委員会は、ローターアクターが財団プログラムの参加者として有する権利や

特権が取り消されないことを確認した。 

¶  

◆2020 年 7 月理事会会合でのローターアクトに関する重要な決定事項 

2020 年 6 月、国際ロータリー理事会は、ローターアクトについて追加の決定を行いまし

た： 

¶ 理事会は、2020-21 年の各理事会会合において、ローターアクトに関する事項

について助言するローターアクター1 名を任命した。 

 

 

◆2020 年 1 月理事会会合でのローターアクトに関する重要な決定事項 

2020 年 1 月、国際ロータリー理事会は、ローターアクターを対象とする調査の結果に基

づき、ローターアクトについて追加の決定を行いました： 

¶ ローターアクトクラブは 2022 年 7 月 1 日から国際ロータリーへの会費支払い

を始める。年会費は、大学を拠点とするクラブは会員 1 名につき 5 ドル、地域社

会を拠点とするクラブは会員 1 名につき 8 ドルとなる。新しいローターアクトクラ

ブの加盟金 50 ドルは廃止される。 

¶ ローターアクトクラブは、会員の承認を得た場合、また該当する場合はスポンサー

クラブの承認を得た場合、年齢制限を設定できるが、これは義務ではない（これは、
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ローターアクトクラブの上限年齢の廃止に関する 2019 年 10 月理事会決定を明

確化したもの）。 

 

◆2019 年 10 月理事会会合でのローターアクトに関する重要な決定事項 

2019 年 10 月、国際ロータリー理事会は、「Elevate Rotaract Task Force」 の推

奨に基づき、ローターアクトに関連する方針に複数の変更を加えました。詳細は、以下を

ご覧ください。 

¶ ローターアクトに関連する方針変更の詳細 

¶ 改訂版の標準ローターアクトクラブ定款 

¶ 改訂版の推奨ローターアクトクラブ細則 

 

 

 

「ロータリー章典」への変更事項（2020 年 7 月 1 日から有効） 

¶ ローターアクトクラブは、スポンサークラブの有無に関わらず新しいクラブを設立

できるようになる。 

¶ ローターアクトクラブは、ほかのローターアクトクラブをスポンサークラブとして

選ぶことができるようになる。 

¶ ローターアクトクラブには、18 歳以上のすべての若い成人が入会できるようにな

る。 

¶ ローターアクトに関する方針は、第 5 章「プログラム」の部分から移され、改訂後の

第 2 章「クラブ」の部分に記載される。 

¶ 方針に関する変更事項に基づき、「標準ローターアクトクラブ定款」ならびに「推奨

ローターアクトクラブ細則」が改定される。 

¶ すべての地区委員会にローターアクターを加えることがロータリー地区に奨励さ

れる。 

 

その他の重要な決定事項： 

¶ RI 会長、RI 理事会、ロータリー財団管理委員会は、ローターアクトの関連事項に

ついて、ローターアクターがどのように助言するかを検討する必要がある。 

¶ 国際ロータリーは、ローターアクトの目標を次のように設定した： 

https://my-cms.rotary.org/ja/document/changes-rotary-code-policies-elevate-rotaract
https://my-cms.rotary.org/ja/document/standard-rotaract-club-constitution-effect-1-july-2020
https://my-cms.rotary.org/ja/document/recommended-rotaract-club-bylaws-effect-after-1-july-2020


85 

 

¶ 2022 年までに、ローターアクターの数（国際ロータリーに報告される数）

を 100％増やす 

¶ 2022 年までに、それらの報告されたローターアクターのうち、ロータリ

ークラブに入会した人の数を 20％増やす 

¶ 2029 年までに、ローターアクターの数（報告される数）を 100 万人に増

やす 

 

◆よくある質問 

 

・これらの決定はどのように行われたのですか。 

数年にわたり、理事会、管理委員会、各種委員会、また世界中のロータリアンとローターア

クターの間で、どのようにローターアクターの立場を高め、どのようにローターアクトクラ

ブをロータリークラブの奉仕のパートナーと認識するべきかが話し合われてきました。ロ

ーターアクターはこれまで、RI のローターアクト委員会やローターアクト大会前会議、また

オンライン調査や討論グループを通じて、理事会にアイデアを提供してきました。今回の

決定は、これを反映したものです。 

ロータリーではこれまでに、ローターアクトが単なるプログラムではないことと、ローター

アクターがより大きな柔軟性、リソース、支援を求めているということについて、多くの人

から意見が寄せられていました。また、ローターアクターはクラブ、地区、多地区合同で素

晴らしい活動を行っており、それについての認識を高めるべきだとの声が多く出ていま

す。ローターアクトクラブを正式に国際ロータリーの加盟クラブとすることを決定した

2019 年規定審議会後、会長は、ローターアクトの新たな立場を反映する方針と、ロータ

ーアクターが開放性、革新性、柔軟性を体験できるようにする方法について話し合う

「Elevate Rotaract Task Force（ローターアクト地位向上タスクフォース）」を任命し

ました。 

 

・これらの決定はなぜなされたのですか。 

ロータリアンとローターアクターは、ロータリーファミリーとして、行動人として、ロータリ

ーの新しい「行動計画」での欠かせない存在として、ローターアクターの重要性を話し合っ

てきました。これらの重要な決定は、ローターアクトクラブの現在の傾向を反映し、ロータ

ーアクトをロータリークラブと並行して加盟クラブとし（独自性、クラブ文化、会員の特典

https://my-cms.rotary.org/ja/learning-reference/about-rotary/strategic-plan
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は異なる）、ローターアクト内でのより大きな柔軟性、革新性、多様性を奨励するものです。 

 

・これらの変更事項は、すぐに実施されますか。 

ローターアクトクラブのスポンサーシップや年齢制限に関連する「ロータリー章典」への変

更事項は、2020 年 7 月 1 日から有効となりました。ただし、ローターアクトクラブは、

2022 年 7 月 1 日までは国際ロータリーに会費を支払う必要はなく、またグローバル補

助金の提唱者として参加することができません。これにより、変更事項についてクラブと

地区で確認し、話し合う時間を持つことができます。変更事項の実施には時間を要するた

め、クラブと地区には、細則を改定する計画を立て、徐々に変更事項を取り入れていくよ

う奨励しています。 

 

・ローターアクトについての方針はどこに記載されていますか。 

ロータリー章典の第 2 章「クラブ」に方針が記載されています。第 12 条「ローターアクトク

ラブ」をご参照ください。 

 

・ローターアクト定款と細則は、いつ更新しなければなりませんか。 

「標準ローターアクトクラブ定款」は、ローターアクトクラブのスポンサーシップや年齢制限

に関する変更事項を反映して既に更新されており、これを改正できるのは RI 理事会の

みです。「標準ローターアクトクラブ定款」は、正規に活動中の全ローターアクトクラブに自

動的に適用されます。また「推奨ローターアクトクラブ細則」も改訂され、クラブは、それぞ

れのニーズに合わせて細則をカスタマイズすることが奨励されています。 

 

・ロータリー財団はなぜローターアクトクラブがグローバル補助金の提唱者となることを

認めたのですか。 

管理委員会は、多くのローターアクトクラブがロータリー財団からの資金援助なしに、ロー

タリーのグローバル補助金プロジェクトと同様の規模で、ロータリー重点分野に沿った革

新的で持続可能な奉仕プロジェクトを既に行っていることを認識しました。管理委員会は、

ローターアクトクラブがグローバル補助金の提唱者となることを認めることで、世界でさ

らによいことをする機会が与えられると考えています。財団プログラムへの参加を通じ

て、ローターアクトクラブによる国際財団活動資金（WF）への資金調達が促され、世界中

のクラブが活用できるより多くのリソースが生み出されることとなります。 

https://my.rotary.org/ja/document/standard-rotaract-club-constitution
https://my.rotary.org/ja/document/recommended-rotaract-club-bylaws
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・2022 年 7 月 1 日からローターアクトクラブがグローバル補助金に参加するために、地

区リーダーは今から何をすべきですか。 

地区リーダーは、ローターアクトクラブがグローバル補助金への参加資格を得る方法を決

めるために、検討を始める必要があります。例えば、ローターアクトクラブの研修セミナー

への参加を義務づけたり、資金調達と補助金活動の支援を担当するローターアクトクラブ

のリーダーを任命したりすることができます。地区リーダーはまた、ローターアクトの参加

を促進するために、グローバル補助金の DDF 配分方法に変更が必要かどうかを検討す

る必要があります。 

 

・2022 年 7 月 1 日からグローバル補助金に参加するために、ローターアクトクラブは今

から何をすべきですか。 

グローバル補助金の実施国側または援助国側の協同提唱者となる資格を得るには、ロー

ターアクトクラブは以下の条件を満たす必要があります： 

¶ 地区におけるグローバル補助金について学ぶ 

¶ グローバル補助金でロータリークラブまたは地区と協力する 

¶ グローバル補助金への参加資格を得るための要件を満たす 

参加資格を得るための要件は地区によって異なるため、ローターアクトクラブのリーダー

ができるだけ早く地区ロータリー財団委員長（またはその他の地区リーダー）に連絡を取

ることが重要となります。 

・「ローターアクターが財団プログラムの参加者として有する権利や特権が取り消されな

い」とは、どういう意味ですか。 

ローターアクトクラブはプログラムではなく加盟クラブの一種として再定義されましたが、

この変更によってローターアクトクラブとその会員の権利や特権が取り消されるべきで

はないと、管理委員会は強く感じました。ローターアクターは今後も、グローバル補助金

の奨学金およびロータリー平和フェローシップの受領資格を維持します。なお、補助金プ

ロジェクトの立案に携わっているローターアクターがその補助金の主な受益者ではない

場合もあります。 

 

・ローターアクトの会員年齢の上限が取り除かれたのはなぜですか。 

ローターアクトクラブは今後も、若年層の社会人を対象とします。ローターアクトの会員年

齢の上限を取り除くことで、会員は年齢に関係なく自分が望むクラブ体験を選べるよう

https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/qualification
https://my.rotary.org/ja/document/guide-global-grants
https://my.rotary.org/ja/take-action/apply-grants/qualification
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になります。 

現在の方針では、ローターアクターがロータリークラブへの入会に誘われる前に、あるい

は入会への心構えができる前に、ローターアクトから退会しなければならないということ

が頻繁にあります。これは、ローターアクターのロータリー離れにつながります。 

ローターアクトの会員年齢を 30 歳までとする制限については、地域によって受け止め方

が異なります。会員が年齢制限の引き上げの必要性を感じている地域がある一方で、引

き下げを望む地域もあります。ローターアクト地域向上のためのタスクフォースと理事会

は慎重に検討した後、ローターアクト退会時期をローターアクター自身が決める柔軟性を

提供することが重要であると判断しました。調査の対象となったローターアクターの大多

数は、年齢制限を削除することで、クラブでの体験が変わることはない、あるいは改善さ

れると考えていることがわかりました。また、ロータリークラブ入会への意向も変わらな

いという声が聞かれました。 

 

・ローターアクトクラブが年齢の上限を設けることはできますか。 

はい。理事会は、ローターアクトクラブが、その会員が望む経験ができるように柔軟に対

応すべきだと考えています。クラブの成功にとって年齢の上限が大切である場合、クラブ

は独自の裁量で細則の中に年齢の上限を設定できます。ただし、クラブ会員ならびにス

ポンサークラブ（該当する場合）からの同意を得なければなりません。 

 

・地区ローターアクト代表の年齢の上限を設けることはできますか。 

地区ローターアクト代表の選出方法は、選挙の前に、地区ローターアクト委員会が決定・確

認し、地区ガバナーが承認することになっています。ロータリー章典で規定されているの

は、候補者が任期を開始する前に丸 1 年、ローターアクトクラブ会長または地区ローター

アクト委員会メンバーを務めた経験があるという点のみです。地区内クラブが協議して、

地区ローターアクト代表の年齢制限を設けることができます。年齢の上限を定めなかった

としても、地区はこの重要なリーダーシップの役職に若い会員を奨励すべきであり、若い

候補者を選出するようクラブに伝えるべきです。これにより、若い職業人にローターアク

トを通じた成長とリーダーシップの機会が与えられます。 

 

・ローターアクターには今後も、ロータリアンとなることを呼びかけていくのですか。 

はい。これは変わりません。ローターアクターには今後も、自分が望むクラブ体験ができ
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るロータリークラブにいつでも入会することを呼びかけていきます。ロータリークラブは、

例会や行事、奉仕プロジェクトでローターアクターと定期的に協力を続けていきます。ま

た適時にロータリークラブへの入会をローターアクターに勧めていくことも従来通りです。

ローターアクターは、ローターアクトクラブ会員であってもロータリークラブに入会、ある

いは新たにロータリークラブを設立することができます。 

 

・ロータリークラブは今後も、ローターアクトクラブのスポンサークラブとなることはでき

ますか。 

はい。一つまたは複数のロータリークラブが、あるいはほかのローターアクトクラブがロ

ーターアクトクラブのスポンサークラブとなることができます。これによりローターアクト

クラブは、柔軟にそれぞれのニーズに最適な協力関係をスポンサークラブと築けるよう

になります。 

 

・ローターアクトクラブは、ほかのローターアクトクラブのスポンサークラブとなることが

できますか。 

はい。ローターアクトクラブは、ほかのローターアクトクラブのスポンサークラブとなるこ

とができます。これによりローターアクトクラブは、柔軟にそれぞれのニーズに適したス

ポンサークラブと関係を築けるようになります。また、地域社会を基盤とするローターア

クトクラブは、大学を基盤とするローターアクトクラブのスポンサークラブとなることが奨

励されます。 

 

・これらの変更事項は、ローターアクトクラブでの体験にどのような影響をもたらします

か。 

これらの変更事項によって、ローターアクトクラブでの体験に必ず影響がもたらされると

いうことはありません。ローターアクトクラブには今後も、ロータリークラブと協力し、地

元と海外で革新的かつ持続可能な奉仕プロジェクトを計画し、若い社会人の会員にリーダ

ーシップ育成と職能開発の機会を提供するよう呼びかけていきます。ローターアクトクラ

ブは、より柔軟にそれぞれのニーズに合わせて会員の活動を立案し、若い社会人ネットワ

ークの幅を広げ、多様な考え方や職種、才能を融合するような関係をクラブと築いていけ

るようになります。 

・これらの変更事項は、ロータリークラブでの体験にどのような影響をもたらしますか。 
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これらの変更事項によって、ロータリークラブでの体験に必ず影響がもたらされるという

ことはありません。ロータリークラブには今後も、ローターアクトクラブのスポンサーとな

り、ローターアクトと手を結び奉仕プロジェクトを計画することや、協力と指導を通じてリ

ーダーシップと職能スキルの養成においてローターアクターを支援していくことが呼びか

けられます。ロータリークラブは、それぞれの地域社会でローターアクターとともに活動

し、新しいローターアクトクラブの発展を支援し、適時にロータリークラブへの入会につい

てローターアクターに呼びかけていきます。 

 

・国際ロータリー（RI）への会費を支払う見返りに、ローターアクターは何を得られるので

すか。 

理事会は、ローターアクターが実際に会費を支払う以前から、RI がローターアクトクラブ

に支援を提供することが重要だと考えています。2022 年 7 月 1 日以前から、ローター

アクターはトーストマスターズ・インターナショナルのリーダーシップ開発リソース、オンラ

インの目標設定ツール、オンラインのクラブ運営ツールを利用できるようになります。ロ

ーターアクトクラブが RI に収める会費は、新規・既存のサービスやツールを支え、今後ロ

ーターアクト会員にこれまで以上に大きな価値を提供していく一助となります。 

 

 

・国際ロータリー（RI）に支払う会費の額はどのように決定されたのですか。 

2019 年 10 月、ローターアクトの会費の額やその算出方法などについて意見を得るた

め、すべてのローターアクターにアンケート調査が送られました。世界中の 9,000 人以上

のローターアクターが回答し、ロータリー世界全体からのデータを正確に得るために必要

な回答よりもはるかに多くのデータを得ることができました。理事会は、このローターア

クターからの回答を基に、RI への会費の金額とその算出方法の両方を決定しました。>> 

アンケート調査結果の詳細はこちら 

 

・国際ロータリー（RI）への会費の支払いの開始が 2022 年 7 月であるのはなぜですか。 

理事会は、ローターアクトクラブが RI に会費を支払う前に、さまざまな恩恵を受けられる

ようにすべきだと強く考えています。今後数年間、ローターアクトクラブは費用を支払う

ことなく、追加のツールやリソースにアクセスできます。クラブは、これらの新しいサービ

スを維持しつつ、今後も会員がロータリーから大きな価値を得られるよう、2022年7月
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1 日より RI 会費を支払うこととなります。 

 

・国際ロータリー（RI）に人頭分担金を支払えない場合はどうなるのですか。 

ロータリーでは、ローターアクターが RI に支払う会費に見合う価値が得られると考えて

いますが、クラブによっては、クラブや地区の会費に加えて、人頭分担金の支払いが困難

となる場合があることを理解しています。今後数年間、ロータリーでは会費の支払いにお

いてローターアクトクラブが適切に計画を立てられるよう支援していきます。クラブが検

討できる対策として、毎年の募金活動、地元の事業または法人のスポンサーからの寄付、

スポンサークラブとの協力などが挙げられます。クラブはまた、すべてのクラブ役員と会

員の情報をロータリーに報告する必要があります。こうすることで、ロータリーから定期

的に最新情報を得られるほか、変更に適切に対応するための情報を得ることができます。 

 

・ローターアクトの会員目標がなぜ既に立てられているのですか。 

クラブの成長と繁栄に向けて目標を立てるのと同様に、ローターアクト全体としての会員

目標を立てることは、ローターアクトの今後の成功のために必要不可欠です。ローターア

クトの世界的影響について理解し、より多くの若い社会人にローターアクトを通じて奉仕

とリーダーシップに従事してもらうためにも、クラブと地区に大きな目標を立てるよう呼

びかけることがこれまで以上に重要です。 

発行：2019 年 11 月 

更新：2020 年 3 月 

最新の更新：2020 年 7 月 

 

委員長                         半澤修司（仙台南） 

副委員長                       大宮遼太（仙台泉 RA） 

委員                          日野 宏（築館） 

委員                         平野史織（宮古 RA） 

シニアアドバイザー                 小野智哉（北上） 
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【青少年交換委員会】 

国際理解を深める機会として青少年交換を推進する。地区内の高校生、保護者、高等学校

がロータリーの目指す国際交流事業に関する認知度を高めるために広く募る。 

（JYEC および RIJYEC の歴史） 

青少年交換プログラムは、基本的にはクラブ対クラブのプログラムだが、現実的には地区

対地区とのプログラムとして世界的に展開されている。また、国を超えるプログラムであ

るため、日本 34 地区が共通に抱える課題も多く、地区独自で対応できない、あるいは解

決できない問題も存在する。 

そのため、外務省・法務省との対応のためや、国際ロータリーとの対応のために、各地区

青少年交換委員会のとりまとめ役および相談役として、在日ロータリー青少年交換連絡

事務所が米山記念奨学会内に設置された。1971 年 6 月初代責任者として塩原貞三氏

(東京 RC)、1976 年 7 月ガバナー連絡会議事務所(現ガバナー会)に移管し所長として

元 RI 会長向笠廣次氏(中津 RC)、1978 年 6 月塩原和男氏(熊谷 RC)、同年 8 月小島

達治氏(東京池袋 RC)、1979 年 11 月鳩山道夫氏(東京池袋 RC)、1991 年 7 月河合

良氏(加須 RC)と事務局長を歴任され、1998 年 6 月末をもって歴代事務局長の制度

は幕を閉じた。 

当時は、地区ガバナーと地区青少年交換委員会との間に少なからぬ問題を抱える地区も

あった。また、青少年交換プログラムに携わる会員が地区ガバナーを無視してプログラム

を推進していると言われていた地区もあり、地区ガバナーと地区青少年交換委員会との

間に存在する問題は長年の懸案事項でもあった。 またロータリー青少年交換連絡所とガ

バナー会との関係もしっくりといっていなかったのも、これまた事実であった。 

そこで、ロータリー青少年交換連絡事務所業務に代わるものとして、青少年交換プログラ

ムで各地区が抱えている問題点の改善およびプログラムの更なる発展を期すことを目的

とし、2000 年 7 月 1 日、ガバナー会の中の小委員会として、ガバナー会青少年交換委員

会(JYEC、Japan Youth Exchange Committee) が立ち上げられた。(初代およ

び 3 代目の委員長が関場慶博 PDG・弘前 RC、2 代目委員長は北川晶夫 PDG・金沢 

RC) 

ガバナー会青少年交換委員会の主な活動項目は、 

・地区青少年交換委員会からのさまざまな相談に応じる。 

・ 国際大会前世界青少年交換役員会議へ出席して地域活動報告をする。 

・ ガバナー会青少年交換委員会ホームページおよびメーリングリストを作製、 管理、運営

する。 



93 

 

・全国青少年交換委員長会議主催、ロータリー日本青少年交換研究会の主催をする。 

国際ロータリー理事会は、青少年交換プログラムにおける虐待およびハラスメント防止の

ために、各地区に危機管理への対応を義務づけた。危機管理への対応が適切に取られて

いる地区へは証明書を出し、証明書を貰った地区でなければ、2006-2007 年度以降、

青少年交換プログラムへの参加はできないとした。 

また同時に米国務省は、交流団体などが性的虐待の報告を怠るような事例が起きた場合、

その若者が参加していた交換留学プログラムを停止すると警告。ガバナー会青少年交換

委員会はこれに呼応し、2005 年に下部組織として全国青少年交換委員長経験者などか

らなる RI 指針検討委員会を立上げ対応した。 

地区が危機管理へ対応していることの諸条件の中で、クリアーしなければならない一番

困難な条件が、「地区もしくは地区青少年交換委員会の法人化」であった。日本において

は、各地区や各地区青少年交換委員会が法人化する事はたいへん困難であることから、

当時のガバナー会は、日本 34 地区が合同で国際ロータリー日本青少年交換委員会

(RIJYEC、Rotary International Japan Youth Exchange Committee)を設

立し、この委員会を法人化することとした。また、法人設立およびその後の運営資金とし

て、各地区会員 1 人当たり年間 100 円をもって当てることにした。 

3 年間に渡る RI 指針検討委員会の言葉に表せない努力、また世界の青少年交換委員と

も連携しながら、それぞれの国の法律・習慣などに照らし合わせることなど諸条件をつけ

国際ロータリーとのやり取りを重ねた。その結果、日本 34 地区全ては諸条件をクリアー

し、2008 年 2 月 1 日国際ロータリーより、青少年交換プログラムへの参画可能との認

定証が届いた。しかし、毎年国際ロータリーより送付されてくる年度更新書式を地区ガバ

ナー・青少年交換委員長により必ず更新しなければならない。2009-2010 年度ガバナ

ー会は、JYEC の解散をし、その機能を RIJYEC へ移すことにした。2010-2011 年度

から、RIJYEC は JYEC の活動項目を受け継ぐことになり、今日へ至っている。 

RID2520 が 1977 年以降 RID5750 と行ってきた短期交換の独自プログラムは地

区財政（能登半島地震への支援金も考慮）および「青少年交換要覧」に基づき同年度内の

交換プログラムから隔年片方向のプログラムに移行する予定である。この場合、RIJYEM

のプラットフォームの目的に適合していなければならない。その適合していることを確認

した上で本年度は RID５７５０を訪問し、次年度は本地区が受け入れする予定である。 
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長期交換は地区財政を考慮しながら少なくとも２名の高校生を公募し、総合的判断によ

る候補者を選抜し、ガバナーに報告する。 

・短期交換に関しては最大 4 名を受け入れ（引率者は別）を RID2520 で受け入れる。

翌柴田茂ガバナー年度（ロータリーの翼 50 周年）は概ね同数を派遣する。 

ガバナーは青少年交換に係るすべての責任を負う。  

【地区の認定方法】全学生のために安全な環境をつくることは、ロータリークラブと地区

の責任です。交換プログラムを実施するには、地区が国際ロータリーから参加認定を受け、

ロータリーのすべての方針に従う必要があります。地区が認定を受けるための手順は「青

少年交換要覧」（PDF）に記載されている認定要件と申請手続きに従って行います。地区

青少年交換委員長と青少年保護役員を含む地区リーダーと会い、地区が参加できる状態

かどうか確認する。認定手続きについての詳細を、youthexchange@rotary.org ま

で E メールで問い合わせます。地区会員は年間 1,400 円の地区賦課金を負担し、地区会

員数 2,000 人×1,400 円として 2,800,000 円を青少年交換資金（長期）とします。

1977 年から始まった短期交換プログラム（ロータリーの翼）は 2024 年締結の覚書に

より隔年実施とし、2025－26 年度は受け入れ、2026－27 年度は派遣とする。なお、

地区財政が厳しい現状を認識し、会員から寄付金を募り、プログラムの継続を図る。なお、

本年度地区会員は年間 400 円の地区賦課金を負担し、地区会員数 2,000 人×４００円

として 800,000 円を青少年交換資金（短期）とします。次年度は RID5750（オクラホ

マ州）への派遣となるが次々年度の受け入れのための積立金とし、次々年度必要となる

経費負担概ね 1,600,000 円に備える。 

 

 

 

https://my.rotary.org/ja/document/youth-exchange-handbook
https://my.rotary.org/ja/document/youth-exchange-handbook
mailto:youthexchange@rotary.org


95 

 

【ロータリー章典および国際ロータリー理事会決定より】 

41.050.ロータリー青少年交換  

ロータリー青少年交換は、1974年に理事会で採択された国際ロータリーのプログラムで

ある。  

ロータリー青少年交換プログラムは、海外の人びとと交流し、外国での生活を通じて異文

化を体験する機会を青少年に提供する。異文化出身の学生との交流を通じて、受入クラ

ブ、ホストファミリー、そして地域社会が豊かになる。このプログラムは、青少年の国際理

解と親善の精神を育み、平和の構築と維持に不可欠な異文化理解能力の養成に役立つも

のである。  

こうした方針は、クラブと地区が青少年交換活動に責任をもって効果的に実施できるよ

う援助し、特に記載がない限り、長期および短期の交換に関係する。  

クラブまたは地区は、これらの方針と相反しないこのほかの規定も採用できる。地区は、

これらの方針に特記された一部の責務を、ある役職から別の役職へ割り当て変更するこ

とができる（2019年10月理事会会合、決定58号）。  

出典：1997年3月理事会会合、決定275号。2002年11月理事会会合、決定99号、

2009年1月理事会会合、決定152号、2012年10月理事会会合、決定96号、2017年1

月理事会会合、決定87号、2019年10月理事会会合、決定58号により改正  

41.050.1.地区ガバナーの権限  

各ガバナーは、地区内の青少年交換プログラムの監督と管理に対し責任を負う。地区の青

少年交換役員または委員会は、ガバナーの監督下に置かれ、ガバナーに報告を行うべき

である。  

ガバナーは、ロータリー章典第2.120.節に概説された青少年保護に関する研修を完了す

ることが義務付けられており、指名された時点から就任するまでの期間に、地区内の青

少年交換プログラムおよびプログラム管理者の資格とスキルに関し、できる限り学ぶよ

う奨励されている（2019年10月理事会会合、決定58号）。  

出典：1977年10～11月理事会会合、決定159号。1979年5月理事会会合、決定355

号、1997年3月理事会会合、決定275号、2017年1月理事会会合、決定87号、2019

年10月理事会会合、決定58号により改正  

41.050.2.地区認定プログラム  

事務総長は、地区認定プログラムを管理するものとする。認定を受けるためには、地区の

全青少年交換プログラムは、RIの青少年保護方針、および事務総長によって定められた

その他の要件を遵守するものとする。青少年交換プログラムに参加するには、受入地区

と派遣地区の両方が、事務総長から認定を受けなければならない。 ロータリー章典 

343 2023 年 10 月  

認定手続きは、全地区の青少年交換プログラムが、RI長期および短期の交換プログラム

（ツアーや合宿／キャンプを含む）において、認定要件を満たしているという証拠を国際
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ロータリーに提出することを義務づけている。ロータリアン個人、クラブ、または地区がこ

れらの要件に従ったプログラムの運営を怠った場合、地区の青少年交換の参加認定が終

結される場合がある。  

RIの方針や認定要件が地元の法律に反する場合、事務総長は、RIの方針の意図に適う代

替方針と代替手続きを導入した地区に対し、免除を許可することができる。地元の事情

によって要件を法的に満たすことができない場合、地区は、遵守を不可能とする特定の

状況が存在することの証拠と、方針または要件の意図を満たす代替手続きを説明した文

書を、事務総長に提出しなければならない。事務総長は、地区が設定した代替案がRIの方

針の意図に適うかどうかを、評価、判断し、必要とあれば理事会にこれを付託することが

できる。  

認定に関するその他の方針には以下が含まれる。  

A. 学生の派遣のみを行う地区の認定  

青少年交換学生を受け入れず、学生の派遣のみを希望する地区は、派遣のみの認定を申

請することができる。  

B. 複数の国が含まれる地区の認定  

複数の国が含まれる地区で、一部の国のみが青少年交換プログラムへの参加を希望する

地区に対し、事務総長は、認定要件を満たす参加国にのみ認定を認める（2019年10月

理事会会合、決定58号）。  

出典：2004年11月理事会会合、決定108号。2006年11月理事会会合、決定72号、

2007年2月理事会会合、決定163号、2007年6月理事会会合、決定274号、2007年

11月理事会会合、決定32号、2009年1月理事会会合、決定152号、2012年10月理事

会会合、決定96号、2017年1月理事会会合、決定87号、2019年10月理事会会合、決

定58号により改正  

 

41.050.3.法的組織  

地区は、地区青少年交換プログラムを含む法人組織または同様の正式な法的組織を設立

しなければならない。この要件は、地区青少年交換プログラム、青少年交換を含む複数の

プログラムのグループ、またはロータリー章典第17.020.節に従い地区全体を法人化す

ることによって満たすことができる。  

地区はまた、多地区合同プログラムの範囲内で実施される地区活動のために法人化され

た多地区合同青少年交換プログラムに加入することによって、この要件を満たすことも

できる（2009年1月理事会会合、決定152号）。  

出典：2007年2月理事会会合、決定163号 ロータリー章典 344 2023 年 10 月  

41.050.4.損害賠償保険  

地区は、地区青少年交換プログラムのために、その地域にふさわしい補償額と限度額を

備えた賠償責任保険に加入しなければならない。クラブと地区は、青少年交換活動を実
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施する前に、法的責任に関する問題について法律顧問に相談するよう強く奨励されてい

る。  

地区全体が米国内にある地区の青少年交換プログラムは、米国のロータリークラブ用お

よび地区用の損害賠償保険プログラムに参加することでこの要件を満たすこととなる。  

（一般社団法人国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構が求める賠償責任保険に

加入する。年間保険料は202５年1月末地区会員数×70円、支払限度額は身体財物共通 

1事故1億円、2025年7月1日午後4時から1年間の期間中1億円、被保険者はガバナー、

ロータリークラブ会長、ローターアクトクラブ会長、クラブのインターアクト委員、ローター

アクト委員、RYLA委員、青少年活動委員、ラーニング委員会委員、保険の対象は地区・ク

ラブの青少年奉仕活動中に生じた事故に起因する賠償責任） 

事務総長は、そのような保険が存在しないと実証された地区に対して、損害賠償保険の

要件に例外を認める権限を有する（2017年1月理事会会合、決定87号）。  

出典：2007年2月理事会会合、決定163号、2008年6月理事会会合、決定253号。

2009年1月理事会会合、決定152号、2017年1月理事会会合、決定87号により改正  

41.050.5.青少年の国外旅行  

いかなるロータリアン個人、クラブ、地区も、未成年を海外へ派遣するために、RIの青少

年保護方針、前述の青少年交換方針、国または政府の移民方針、旅行方針を回避するよう

な代替的なプログラムを始めてはならないものとする。  

いかなるロータリアン個人、クラブ、地区も、提案された旅行の全側面について事前に慎

重な計画（地区青少年保護役員と地区青少年交換委員長による承認を含む）を立てるこ

となく青少年を海外派遣活動のために送り出すことを援助したり、協力してはならない

ものとする。青少年保護役員のいない地区では、地区ガバナーと地区青少年交換委員長

が手配を承認しなければならない。  

いかなる地区も、受入地区による受入や援助に関して事前に完全な相互の合意を得るこ

となく、身分証明書や紹介状、援助要請状、その他青少年の身分を明かしたり、紹介する

ような書類を、他国の地区に提供すべきではない。  

ロータリークラブまたは地区から派遣されたことを示す書類やそういった主張があって

も、受入地区が事前にそのような受入や援助を提供することに明確に同意していない場

合、地区は他国からの青少年に対して受入や援助を提供する義務はない（2019年10月

理事会会合、決定58号）。  

出典：1979年5月理事会会合、決定355号。2009年1月理事会会合、決定152号、

2009年6月理事会会合、決定242号、2019年10月理事会会合、決定58号により改正  

41.050.6. 
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ゼロ容認方針(ZERO TOLERANCE)とは 

 

ゼロ容認方針とは、とにかくセクハラや虐待の申し立ての報告があった場合、被害を受け

てから(報告があった場合)その真偽や重大性、刑事上の事件性があるなしにかかわらず

72 時間以内に RI に報告するというものです。また、ゼロ容認方針とは意を別にします

が、RI に報告すべき重大事故や重篤な疾病等の発生した時にも、関係するすべての学生

の保護、安全確保、その後のケア等のために 72 時間以内に RI に報告する必要がありま

す。ゼロ容認方針の考え方の前提として、セクハラや虐待を受けた(可能性のある)学生・

青少年は、立場が非常に弱く、往々にして組織(ロータリーという組織も含まれる)は、隠

ぺいなどにより、その組織自体を守ろうとする意識が強く働くものです。よってそれを避

けるため、とにかく勇気を出して申し立てた報告に関しては、それがあったものとして受

け止め、結果として、RI に報告することを求めているものです。  

RI へ報告してその後、外部委員(ロータリアン以外の法曹関係者、医師その他有識者等)

も含めた 危機管理委員会で、真偽の調査や司法当局への通知が必要かどうかを判断し

ます。その結果虚偽の報告とか、勘違いによる報告とか重大なトラブルではなく当地区内

で十分解決できる事案であったなどの可能性もありますが、その後の手はずと調査の結

果および結果としてとられた措置について、再度 RI に事後報告するという仕組みです。

まとめますと、事案の上程されてきた報告において、当該地区・クラブの判断で RI に報

告するか、しないかを判断するものではなく、(RI への報告は危機管理委員会が行いま

す)とりあえず、危機管理に該当する事案が申し立てのルールに従って申し立て報告され

た場合は、 

1 学生たちの保護を第 1 優先として、被申立者からの分離、安全確保、またはその可能

性を十分配慮する体制を即刻とること。  

2 それと同時に 72 時問以内に R I に申し立てがあったことの事実の報告をする。 

3 その後、危機管理委員会で申立者の勘違い等による誤解や事案の真偽などを確認す

る。 

4 危機管理委員会はその後の手はずと調査の結果、および結果として取られた措置につ

いて RI に事後報告する。  

 

結果として、誤解や重大でなかったもの等に関しても、RI はその最終結論を採用すると

いうもので、最終の申立ての報告が該当事案に対し、影響を与え続けるものではないこ

とを理解する必要があると思います。よって、RI への報告を、ためらいをもってはならな

いという事です。  
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国際ロータリーの青少年と接する際の行動規範に関する声明 

 

この行動声明は、青少年と活動するあらゆる状況でロータリアンが守るべき基本

的な原則を規定しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーは、青少年保護に関するすべての懸念を真剣に受け止めます。 

 

虐待を防止するためのロータリーのアプローチ 

若者と青少年プログラム参加者の安全と福利は、ロータリーの最優先事項です。 青少年

保護のためのロータリーのアプローチには、以下が含まれます。 

 ̧ 青少年への虐待やハラスメントを一切容認しない 

 ̧ 不正行為を防止し、青少年を含むプログラム参加者を巻き込んだ手なずけ行為や虐

待への対応方法に関する方針 

 ̧ 青少年保護の研修を受ける義務（ガバナーエレクト向け） 

 ̧ 性的虐待やハラスメントの報告を受けて対応する際に、トラウマを考慮したアプロー

チを用いる訓練された職員の起用 

 ̧ 青少年交換に関与する地区に求められる参加資格認定プロセス： 

          - 虐待防止に関する学生、家族、ボランティア向けの研修 

国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべての青少年のた

めに安全な環境をつくり、これを維持するよう努める。 

ロータリー会員、そのパートナー、その他のボランティアは、接する児童

および青少年の安全を考え、肉体的、性的、あるいは心理的な虐待から

身の安全を守るため、最善を尽くさなければならない。 

2006 年 11 月、RI 理事会により  
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          - 申請、犯罪歴確認、レファレンス確認を含む、ボランティアのスクリーニング 

          - 虐待やハラスメントをロータリーと地元警察に報告するためのプロセス 

          - 地区特有の青少年保護方針 

          - ロータリー職員による現地評価（査察） 

 

会員向けの青少年保護のリソース 

ロータリーでは、青少年プログラムに参加するクラブや地区が確実に青少年保護方針を

実施し、虐待やハラスメントを防ぐために行動できるよう、包括的なリソースを提供して

います。 

ü ロータリー青少年保護の手引き 

ü 青少年プログラム参加者の保護（オンラインコース） 

ü 電子的方法／インターネットの使用に関する安全上の検討事項 

ü 危機管理計画の策定 

ü ロータリー章典の第 2.120.節 

 

ほかの青少年奉仕団体との連携 

クラブや地区が地元の青少年奉仕団体との協力や連携に関心がある場合は、以下のこと

が推奨されています。 

1. パートナーとなる団体が、ロータリーの方針を満たす、あるいはそれ以上の青少年保

護方針を定めていることを確認する。 

Õ パートナー団体がボランティアを適切に選別、審査、研修するプロセスを有して

いることを確認する。 

Õ パートナー団体のプログラム参加者が、青少年保護関連の研修や教育を受けて

いることを確認する。 

Õ 成人が監督なしで青少年と 1 対 1 で著しい接触をしていないこと、または、成

人が接触する場合には、それらの接触が適切であることを保証する方針と手続

きがあり、モニタリングと見直しが適切に行われていることを確認する。 

Õ パートナー団体が、資格のない人や不適切な行動が記録されている人による青

少年との接触を禁止する手続きを定めていることを確認する。 

Õ パートナー団体が定期的に自己評価または監査を行っていない場合は、パート

ナー団体の青少年保護方針を定期的に見直す。 

2. 覚書を作成し、青少年保護に関するロータリーおよびパートナー団体の責務、また共

有の責任を明確にする。 
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3. プログラム参加者の保護者に、他の青少年関連団体との関係や、どこに行けば情報

が得られるかを随時通知する。 

4. パートナー団体の担当者および青少年参加者と、連携がうまくできているかどうか

を定期的に確認する。 

5. パートナー団体の地域社会での評判や、青少年の安全を脅かしたり、協力者としての

ロータリーの評判を損なうような問題が発生したケースを常に把握しておく。 

6. 不正行為の申し立て、疑い、または報告があった場合は、ロータリーとパートナー団

体との関係を修正、停止、または終了する。 

7. ロータリーのブランディング方針が、適切かつ明確に、ロータリーの方針に沿って遵

守されていることを確認する。 

8. パートナー団体が適切な賠償責任保険に加入していることを確認し、クラブや地区を

補償し、それらを追加被保険者とするようパートナー団体に求める。 

 

関連資料 

ロータリーの若いリーダー向けのプログラムは、多様でインクルーシブな経験を提供でき

るような配慮を行っています。 ロータリーでは、クラブや地区が、尊重と敬意を促進する

プログラムを実施するためのリソースを提供しています。 

Õ ロータリー青少年交換における「多様性、公平さ、インクルージョン」： LGBTQ+（レ

ズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダ、クィア）の交換学生へのサポート 

Õ ハラスメントの防止と対処法（オンラインコース） 

 

青少年保護に関する懸念の報告 

青少年保護に関する懸念を国際ロータリーに報告することは、重要な責務となります。 

 

事態と申し立ての報告に関する方針 

国際ロータリーは、不適切な行為に関するすべての報告を真剣に受け止めます。青少年や

プログラム参加者に関わる深刻な事態（虐待やハラスメントのすべての申し立てを含む）

があった場合は、地元の当局および国際ロータリーに速やかに報告することが、すべての

ロータリー会員および会員以外のボランティアの責務となります。これは必要なことであ

ると同時に、さらなる虐待や被害を防ぐための手段でもあります。 
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報告のプロセス 

1. 青少年参加者の安全を確保する 

2. 緊急の場合は、直ちに地元の警察署に連絡する 

3. 事態発生後 72 時間以内に、My Rotary の「情報&リソース」から「青少年の保護」

のページを開き、「事態の申し立ての報告に関する方針」にある「青少年の保護に関

する懸念を報告する」ボタンをクリックして国際ロータリーに報告する 

 

虐待や青少年保護に関する懸念を報告するのは難しいと感じるかもしれません。 助言や

サポートが必要な場合は、E メール（youthprotection@rotary.org）または電話

（+1 866-976-8279、米国番号）でロータリー青少年プログラム担当職員に連絡して

ください。電話でのご連絡は、シカゴ時間（UTC-5 または UTC-6）の 8:00～16:00 に

英語で受けています。 青少年保護担当部には、青少年がかかわる虐待や不適切な行為に

関する報告の扱いについて研修を受けた経験豊かなスタッフがおります。それぞれの状

況について慎重かつ極秘に対応いたします。 

ロータリー章典に準拠した報告要件 

虐待やハラスメント（嫌がらせ）のすべての申し立ては、この事態の報告を受けてから 72

時間以内に RI に報告するものとします。 72 時間以内の RI への事態報告を怠った場

合、地区の青少年交換への参加資格が停止される場合があります。 個人、クラブ、地区が、

義務づけられた通りに報告を故意に怠ったという十分な証拠がある場合、事務総長は、

関係者が引き続きロータリー青少年プログラムに参加する資格があるかどうか、および

／または同プログラムにどの程度参加する資格があるか、またはその人の会員身分終結

をクラブに義務づける（ただしこれに限らない）などの追加の制裁措置が必要かどうかを

判断することができます。 

 

委員長               佐々木史昭（花巻） 

副委員長              高橋範行（北上） 

委員（短期受入担当）        佐藤 仁（仙台南） 

委員                 斎藤 賢（一関） 

委員                 及川昭宏（佐沼） 

委員                 木村直樹（花巻） 

委員                      新本起也（仙台北） 

委員                      高橋孝一（柴田） 

アドバイザー               松良千廣（仙台南）、佐藤剛（水沢）、麻生菜穂美（白石衛星） 

青少年保護アドバイザー     松坂英明（仙台） 
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【地区米山記念奨学会委員会】 

ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本との懸け橋となって国際社会で活躍する

優秀な留学生を奨学することを目的とする。優秀とは「（1）学業」に対する熱意や優秀性

はもちろんのこと、（2）異文化理解、（3）コミュニケーション能力への意欲や能力に優れて

いる点が含まれます。ロータリー米山記念奨学生は、ロータリークラブを通して日本の文

化、習慣などに触れ、社会参加と社会貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想とする国

際平和の創造と維持に貢献する人となることが期待される。考慮すべき点として、奨学

生の選考に当たって、特定の国にその候補者が偏らないよう学力のみならず、本人の就

学意欲等による総合的判断で行います。同時に将来、学友として地区内のロータリークラ

ブと手に手をつないでいける絆を期待する。 

www.rotary - yoneyama.or.jp  

  

委員長                             白鳥 淳（築館）3 年任期２年目 

副委員長                            小野照代（岩沼） 

委員                               小野寺勘治（一関中央） 

委員                               佐々木源悦（佐沼） 

委員                               安藤早苗（奥州水沢東） 

委員                               浅野辰之（石巻東） 

委員                               國永眞児登（仙台宮城野） 

委員                               佐藤徳子（多賀城） 

委員                               村山裕俊（仙台西） 

委員                               永根喜郎（岩出山） 

地区次席副代表幹事                     板垣金太郎（仙台） 

 

米山梅吉氏略歴 

1868 年に江戸（東京）の和田家に生まれる。5 歳

の時に父親が他界したため、母親の郷里である静

岡県駿東郡長泉町に移住する。14 歳で沼津中学
[注釈 1]に入学するも2 年で退学し上京する。銀座

の江南学校に入学するが、19 歳で東京英和学校

（青山学院の前身）に転入し、米人講師のもとで英

語を学ぶ。翌年に米山家に養子となり、渡米。8 年

間の在米中、オハイオ州・ウェスリアン大学やニュ

ーヨーク州・シラキュース大学などで法学を学ぶ。

またこの在米中に澤田半之助と知り合い、澤田と

はその死去まで（澤田家とはその後も）交友を持っ

https://ja.wikipedia.org/wiki/1868%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%BF%E6%9D%B1%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%B3%89%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E5%B1%B1%E6%A2%85%E5%90%89#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%80%E5%BA%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%80%E5%BA%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E8%8B%B1%E5%92%8C%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E8%8B%B1%E5%92%8C%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%9D%92%E5%B1%B1%E5%AD%A6%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AA%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B7%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BE%A4%E7%94%B0%E5%8D%8A%E4%B9%8B%E5%8A%A9
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た[ 2 ]。日本に帰国後に勝海舟に師事し、博文館より「提督彼理（ペルリ）」を出版する。

1897 年、井上馨の紹介で三井銀行に入社し三井銀行深川・横浜・大阪各支店長などを経

て、1909 年、常務取締役に就任。早川千吉郎などもいたが実質的に池田成彬と共に実

権を掌握。終始一貫して池田の補佐的役割にあったが、池田に対抗して青学出身者を三井

銀行・三井信託にスカウトし、その中に間島弟彦、万代順四郎らがいた。1920 年に日本初

のロータリークラブである「東京ロータリークラブ」を設立し、初代会長に就任。内外編物

（現・ナイガイ）設立に深く関わった[ 3 ]。 

1924 年に三井信託株式会社を創立し取締役社長に就任。1937 年に財団法人緑岡小

学校（現、青山学院初等部）を創立し校長に就任する。1935 年、多摩帝国美術学校(多摩

美術大学) 校賓[ 4 ]。1938 年 12 月 9 日には、貴族院議員に勅選される[ 5 ]。晩年も、財団

法人三井報恩会理事長、三井信託株式会社代表取締役会長、第15 回赤十字国際会議日

本赤十字代表委員などを歴任。1928 年に紺綬褒章受章、1942 年に勲四等瑞宝章受

章。最終学位は、マスターオブアーツ（MA）（オハイオ州・ウェスレアン大学）である。1946

年 4 月 28 日死去。享年 78 歳。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E5%B1%B1%E6%A2%85%E5%90%89#cite_note-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%9D%E6%B5%B7%E8%88%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E6%96%87%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/1897%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E9%A6%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BA%95%E9%8A%80%E8%A1%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/1909%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%B9%E5%93%A1_(%E4%BC%9A%E7%A4%BE)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E5%B7%9D%E5%8D%83%E5%90%89%E9%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E6%88%90%E5%BD%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%93%E5%B3%B6%E5%BC%9F%E5%BD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%87%E4%BB%A3%E9%A0%86%E5%9B%9B%E9%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/1920%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%AC%E3%82%A4&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E5%B1%B1%E6%A2%85%E5%90%89#cite_note-4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1924%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BF%A1%E8%A8%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B1%B1%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%88%9D%E7%AD%89%E9%83%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%91%A9%E7%BE%8E%E8%A1%93%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%91%A9%E7%BE%8E%E8%A1%93%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E5%B1%B1%E6%A2%85%E5%90%89#cite_note-5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1938%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E5%B1%B1%E6%A2%85%E5%90%89#cite_note-6
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%A0%B1%E6%81%A9%E4%BC%9A&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%B5%A4%E5%8D%81%E5%AD%97%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BC%9A%E8%AD%B0&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%B5%A4%E5%8D%81%E5%AD%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%B5%A4%E5%8D%81%E5%AD%97
https://ja.wikipedia.org/wiki/1928%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%BA%E7%B6%AC%E8%A4%92%E7%AB%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/1942%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%B2%E5%9B%9B%E7%AD%89%E7%91%9E%E5%AE%9D%E7%AB%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E5%B9%B4
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表 10：各地区の寄付金納入明細 



106 

 

 

表 11：クラブ別寄付金納入明細 

（公財）米山記念奨学会 ２０２４年６月３０日現在（単位円） 

 

 

◒ꜝⱩ
(1 1 )

2,000 43,000 0 43,000 23 0 0 1,869 4,340,400 3,485,185 7,825,585

1,000 41,000 170,000 211,000 45 15 0 33.3 4,688 3,396,200 9,481,833 12,878,033

800 10,000 0 10,000 17 0 0 588 1,746,050 300,000 2,046,050

10,000 685,000 240,000 925,000 75 3 3 4.0 12,333 23,066,050 10,995,400 34,061,450

4,000 134,000 32,000 166,000 34 6 0 17.6 4,882 15,065,350 3,328,450 18,393,800

4,000 72,000 130,000 202,000 18 2 0 11.1 11,222 9,490,250 7,516,571 17,006,821

2,000 80,000 100,000 180,000 40 1 0 2.5 4,500 9,501,550 8,141,500 17,643,050

4,000 94,000 0 94,000 23 0 0 4,086 4,126,540 1,281,000 5,407,540

5,000 115,000 0 115,000 23 0 0 5,000 4,032,000 538,664 4,570,664

4,000 176,000 100,000 276,000 43 1 0 2.3 6,418 4,007,500 1,410,000 5,417,500

ⱡ 3,000 12,000 100,000 112,000 4 1 0 25.0 28,000 840,000 800,000 1,640,000

2,000 63,000 260,000 323,000 32 4 0 12.5 10,093 4,143,800 6,510,726 10,654,526

6,000 189,000 0 189,000 32 0 0 5,906 8,978,700 8,121,581 17,100,281

4,000 168,000 0 168,000 41 0 0 4,097 4,641,000 184,280 4,825,280

3,000 111,000 250,000 361,000 37 3 0 8.1 9,756 5,133,650 13,057,282 18,190,932

2,000 35,000 200,000 235,000 17 2 0 11.8 13,823 3,386,250 4,846,000 8,232,250

3,000 63,000 100,000 163,000 20 1 0 5.0 8,150 1,388,000 1,575,600 2,963,600

1,000 10,000 0 10,000 10 0 0 1,000 2,939,050 2,500,000 5,439,050

4,000 52,000 0 52,000 13 0 0 4,000 3,042,270 515,881 3,558,151

2,000 28,000 100,000 128,000 14 1 0 7.1 9,142 3,231,850 1,780,515 5,012,365

2,500 77,500 100,000 177,500 30 1 0 3.3 5,916 3,397,815 2,299,500 5,697,315

1,000 9,000 60,000 69,000 10 6 0 60.0 6,900 1,432,500 2,784,950 4,217,450

2,000 48,000 0 48,000 12 0 0 4,000 1,234,250 929,610 2,163,860

2,000 24,000 0 24,000 16 0 0 1,500 5,010,050 165,990 5,176,040

4,000 64,000 151,000 215,000 16 17 0 106.2 13,437 1,645,500 4,045,174 5,690,674

2,000 72,000 0 72,000 32 0 0 2,250 4,387,200 1,029,684 5,416,884

2,500 82,500 0 82,500 32 0 0 2,578 6,025,500 8,011,000 14,036,500

1,000 19,000 0 19,000 19 0 0 1,000 2,194,450 1,040,472 3,234,922

1,000 23,000 0 23,000 23 0 0 1,000 4,489,500 372,804 4,862,304

1,500 37,500 100,000 137,500 22 1 0 4.5 6,250 5,185,250 6,393,500 11,578,750

3,000 111,000 100,000 211,000 37 1 0 2.7 5,702 5,672,600 6,173,714 11,846,314

3,000 51,000 0 51,000 17 0 0 3,000 4,262,900 1,209,400 5,472,300

5,000 140,000 110,000 250,000 28 11 0 39.3 8,928 5,654,050 3,211,400 8,865,450

10,000 60,000 0 60,000 6 0 0 10,000 2,807,900 708,900 3,516,800

5,000 60,000 0 60,000 11 0 0 5,454 3,107,400 1,576,500 4,683,900

3,000 94,500 30,000 124,500 31 1 0 3.2 4,016 5,221,050 5,155,000 10,376,050

7,000 161,000 0 161,000 23 0 0 7,000 3,680,700 4,698,500 8,379,200

1,000 18,000 0 18,000 18 0 0 1,000 2,550,600 152,000 2,702,600

(

        ⁷  ⁷     (%)
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1,000 39,000 10,000 49,000 39 1 0 2.6 1,256 4,005,100 3,519,200 7,524,300

3,000 99,000 0 99,000 33 0 0 3,000 3,437,250 3,644,000 7,081,250

1,000 18,500 90,000 108,500 18 18 0 100.0 6,027 1,635,000 3,785,000 5,420,000

2,000 26,000 0 26,000 15 0 0 1,733 1,408,000 543,000 1,951,000

7,000 133,000 727,000 860,000 19 19 0 100.0 45,263 6,850,100 27,148,905 33,999,005

2,000 106,000 346,000 452,000 53 53 0 100.0 8,528 7,957,050 12,389,000 20,346,050

2,000 52,000 7,000 59,000 26 2 0 7.7 2,269 2,631,500 1,262,000 3,893,500

500 18,500 325,000 343,500 43 28 0 65.1 7,988 6,373,050 15,398,690 21,771,740

5,000 195,000 439,000 634,000 39 30 0 76.9 16,256 5,037,930 9,522,100 14,560,030

1,000 12,000 78,000 90,000 12 12 0 100.0 7,500 1,686,500 4,924,279 6,610,779

1,000 15,000 0 15,000 15 0 0 1,000 4,051,650 1,437,478 5,489,128

2,000 10,000 0 10,000 5 0 0 2,000 2,667,400 934,500 3,601,900

2,000 10,000 0 10,000 5 0 0 2,000 2,100,000 330,000 2,430,000

6,000 174,000 0 174,000 29 0 0 6,000 9,045,700 19,041,000 28,086,700

2,000 22,000 10,228 32,228 11 0 0 2,929 3,792,400 4,446,228 8,238,628

2,000 46,000 27,000 73,000 23 12 0 52.2 3,173 7,155,750 7,280,500 14,436,250

4,000 38,000 100,000 138,000 9 1 0 11.1 15,333 1,681,500 1,320,000 3,001,500

◔ 5,000 65,000 0 65,000 13 0 0 5,000 2,492,500 1,840,000 4,332,500

7,000 861,000 908,500 1,769,500 126 30 0 23.8 14,043 38,064,250 51,632,883 89,697,133

4,500 229,500 1,038,000 1,267,500 48 34 0 70.8 26,406 5,850,750 20,800,515 26,651,265

5,000 202,500 0 202,500 41 0 0 4,939 6,858,500 10,226,000 17,084,500

2,000 22,000 0 22,000 11 0 0 2,000 1,504,800 1,110,000 2,614,800

꜠▬fiⱲכ 1,000 8,000 22,254 30,254 7 0 0 4,322 384,218 1,067,382 1,451,600

5,000 200,000 81,000 281,000 43 5 0 11.6 6,534 12,025,600 20,459,492 32,485,092

- כꜞ♃כ꜡ ◒ꜝⱩ1,000 19,000 12,000 31,000 18 6 0 33.3 1,722 37,000 32,000 69,000

5,000 295,000 732,000 1,027,000 60 14 0 23.3 17,116 15,819,600 22,955,680 38,775,280

5,000 272,500 400,000 672,500 55 2 0 3.6 12,227 13,382,000 16,490,000 29,872,000

5,000 202,500 270,000 472,500 41 6 0 14.6 11,524 10,902,300 16,079,891 26,982,191

5,000 175,000 0 175,000 35 0 0 5,000 2,993,000 1,269,583 4,262,583

2,000 50,000 0 50,000 26 0 0 1,923 142,000 0 142,000

5,000 142,500 427,000 569,500 29 19 0 65.5 19,637 5,789,400 11,870,910 17,660,310

3,000 127,500 230,000 357,500 42 18 0 42.9 8,511 5,292,100 11,596,314 16,888,414

4,000 44,000 0 44,000 11 0 0 4,000 4,227,550 3,421,630 7,649,180

1,000 14,000 0 14,000 14 0 0 1,000 2,730,000 2,755,900 5,485,900

5,000 70,000 0 70,000 12 0 0 5,833 3,394,732 1,152,000 4,546,732

3,000 45,000 40,000 85,000 15 7 0 46.7 5,666 4,749,400 13,033,000 17,782,400

4,000 74,000 0 74,000 18 0 0 4,111 3,859,200 3,288,279 7,147,479

4,000 44,000 0 44,000 11 0 0 4,000 1,883,650 495,000 2,378,650

3,000 96,000 347,000 443,000 32 15 0 46.9 13,843 5,086,450 10,371,800 15,458,250

0 0 0 0 0 0 0 0 20,336,686 45,921,833 66,258,519

7,606,000 9,099,982 16,705,982 2,046 410 3 20.0% 8,165 423,777,241 521,124,538 944,901,779

2520∕─



108 

 

第８章―１ 

【第 1 地域リーダー】 

ロータリー会員増強コーディネーター（RMC） ２０２５－２８年度  

田中久夫（高崎） 

既存クラブの支援と強化、および新クラブと衛星クラブの設立を促進により、ロータリー

の行動計画を積極的に推進します。地区リーダーと連携して、会員増強、新クラブと衛星

クラブの結成、ロータリープログラムへの参加をロータリアンとクラブに奨励し、支援する。 

ロータリー公共イメージコーディネーター（RPIC）２０２３－２６年度 

     寺嶋哲生（柏） 

募金活動を促進したり、人道的プロジェクトについて人びとに伝えたりするための最善の

方法を尋ねてみましょう。 

ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）２０２５－２８年度 

     新井和雄（下館） 

地区ロータリー財団セミナーの計画、目標設定、目標達成のためのリソース探しなどをサ

ポートします。 

恒久基金／大口寄付アドバイザー（E／MGA）２０２５－２８年度 

森川昭正（仙台宮城野） 

各種レポートの使い方やファンドレイジングの方法について、EMGA にご相談ください。

寄付見込者を特定し、大口寄付を募るための個別の計画を共同で作成しましょう。 

ポリオ根絶コーディネーター（EPNC） ２０２４－２７年度 

                                           松田英郎（富良野） 

ポリオ根絶コーディネーターと協力して、ポリオプラスの目標を支え、根絶活動の体験談

を人びとに伝え、地元のイベントを企画しましょう。 

第１地域行動計画推進リーダー（APC）２０２４－２７年度 

                                          菅原裕典（仙台泉） 

地区行動計画推進リーダー                        森川昭正（仙台宮城野） 

【財団法人米山記念奨学会理事】              桑原 茂（塩釜）２年任期 

【財団法人米山記念奨学会評議員】            山口淑子（盛岡滝ノ沢）４年任期 

【日韓親善委員会委員長】                  桑原 茂（塩釜） 

【日韓親善委員会委員】                     水野暢大（塩釜） 

【RIJYEM 理事】                        松良千廣（仙台南） 

【２０２５年規定審議会代表議員】              菅原裕典（仙台泉） 

【2025 年規定審議会代表議員補欠】              伊藤智仁（花巻南） 

【２０２５年規定審議会補欠議員】              濱守豊秋（大船渡西） 

【RLI 日本支部地区代表ファシリテーター】       柴田 茂（盛岡東）   

【ロータリーカード地域コーディネーター】        鈴木 賢（仙台北） 

【ロータリー文庫】                               天沼久純（盛岡南） 
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第８章―２ 

【地区ガバナー補佐会議】 

RI は従来の単年度ごとの目標設定から複数年の目標設定に切り替え、継続性という指標

によってクラブの拡大や地域に根差したクラブ文化の醸成を目指す取り組みを始めまし

た。 

また、3 年度の 2027-2028 年度にこの取組みの検証を行うことにしました。 

2024-2025 年度から「３年間の目標と計画（3-year Targets/Plan）の実施を地区

やクラブに求めています。ローリングターゲットとは１年ごとに見直しをかけながら初期

の目標を達成します。 

初期の目標とは「ロータリーの行動計画の４つの優先項目」が基準となります。 

・クラブは、「クラブセントラル」への入力が必須となるため、未設定のクラブに積極的に

働きかけ、100％の登録を目指します。 

・クラブは、クラブセントラルによって毎年度の計画達成を検証し、必要に応じて次年度以

降の目標を再設定しながら継続性を保つことになります。 

・クラブは、3 年間の目標を設定するため、ガバナーエレクト、ガバナーノミニー、ガバナー

ノミニーデジグネートがそれぞれの年度を担うクラブの会長エレクト、会長ノミニー、会長

ノミニー候補者と協議を重ね、クラブの委員長や理事会との研究を促進します。 

・地区は、地区会員増強・戦略推進委員会委員長をこのプラン（ターゲット）リーダーに任命

し、ガバナー補佐会議と共に３の行動を促します。 

・クラブはポータルサイトやラーニングセンターを活用しながら初期の目標を達成できる

よう地区はサポートします。 

 リンク先：www.japanrotary.club 

 

・ガバナー月信に含めることのできるニュース（クラブの成功したプロジェクト、環境奉仕

を含む地域奉仕活動、会員の貢献、革新的なアイデア）を適宜ガバナーに伝える。 

・インターシティーミーティング（IM）を年度開始の 7 月・8 月・9 月に開催し、テーマとし

て「クラブの戦略計画策定」もしくは「DEI 推進」を推奨する。 

 

 

 

議長   渡邉 宏（仙台北） 

副議長  及川正紹（仙台） 

〔第 1 分区〕 

久慈・二戸ゾーン 

・齋藤 豊（久慈） 

盛岡ゾーン 

・小山田榮二（盛岡西） 

http://www.japanrotary.club/
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〔第 2 分区〕 

花巻・北上ゾーン 

・佐藤克也（花巻北） 

奥州ゾーン 

・安藤早苗（奥州水沢東） 

〔第 3 分区〕 

一関・平泉ゾーン 

・遠藤哿子（花泉） 

大船渡・高田・千厩・気仙沼ゾーン 

・中野貴徳（陸前高田） 

〔第 4 分区〕 

遠野・釜石ゾーン 

・千葉純子（遠野） 

山田・宮古ゾーン 

・寺崎 勉（宮古） 

〔第 5 分区〕 

三陸ゾーン 

・阿部俊範（石巻東） 

登米・栗原ゾーン 

・高橋利光（佐沼） 

〔第 6 分区〕 

大崎ゾーン 

・早坂竜太（古川東） 

松塩ゾーン 

・佐浦弘一（塩釜） 

〔第 7 分区〕 

仙台青葉ゾーン 

・及川正紹（仙台） 

仙台広瀬ゾーン 

・渡邉 宏（仙台北） 

〔第 8 分区〕 

阿武隈ゾーン 

・今野茂男（丸森） 

蔵王ゾーン 

・志村浩幸（白石） 
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【編集後記】 

国際ロータリー第 2520 地区としては初めてとなる「地区会員ハンドブック」の作成を

2023 年 9 月から始めました。作成の主な理由として、浅学なガバナーノミニーが、国際

ロータリーはじめ第２５２０地区に係る情報等に関して、自らの知識や学習不足を自認し

ていましたのでそれを補う手立てと考えました。それと共に 1969－70 年度国際ロータ

リー会長として組織改革を成し遂げたジェームズ・F．コンウェイ氏（米国ロックビルセンタ

ーRC）のテーマを自らの鑑としたいと考えたからです。特に、自分と同じようにロータリ

ーのことがどうも分からないとお尋ねになる地区会員とともに学び、地区の組織や予算、

そして運営方法を簡略化したいという思いがありました。 

同 時 に 、 日 本 の ロ ー タ リ ー が こ れ ま で 経 験 し た こ と の な い 「 Intercountry 

Committee」(国際委員会)に取り組み、34 地区のガバナーと共に超越した国際奉仕活

動を行っていきたいと考えました。目標通り進展するかは各地区のロータリアンのお考え

次第ですが、今後とも説明を繰り返し、ウクライナ・ロシア地域、地中海地域、アフリカ地域

の６００セッションを対象とした国際的支援活動を展開していきたいと思います。そして

第３２代代アメリカ合衆国大統領フランクリン ルーズベルト（米国アルバニーRC）が用い

た言葉を是非実践したいと思います。 

We cannot always build a future for our youth, but we can always 

build our youth for the future.  

経験豊富なシニアロータリアンはじめ同期のガバナーに教えを乞いながら、国際ロータ

リー日本事務局の情報、マイロータリーおよびロータリー章典を参考にしてきました。 

さらに、ガバナー事務所の蛇口光子様および佐々木真奈美様、合わせてガバナーエレク

ト事務所の長南友子様のお力添えいただいたおかげで今日を迎えた次第です。この場を

お借りして３氏に感謝申し上げます。 

まだまだ未熟なガバナーですので、地区会員ハンドブック 2025－26 年度の内容に

関する様々なご助言やご意見を拝聴し、地区会員から得た沢山の叡智をもとに、みなさ

んと共にロータリーを育てていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、このハンドブックは会員のご負担とならないよう気を付けてきました。特に 3 大

セミナーと言われる地区チームトレーニングセミナー（DTTS）、会長エレクトトレーニング

セミナー（PETS）、地区トレーニングアセンブリ（DTA）の度ごとに印刷製本してきた経費

を削減することを目指す一方、ホームページにある PDF を自らコピーしなくても済むよ

うにしました。（2024 年 11 月 25 日付ガバナーエレクト事務所からの通知文参照） 

本年度のガバナーと比較にならない程、国際ロータリーのことも地区の経験や情報も

豊富な柴田茂ガバナーエレクト、早坂竜太ガバナーノミニーへ地区会員ハンドブックを受

け継ぎ、その内容を更新・充実されていくことを期待するとともに、両氏の卓越したリー

ダーシップが発揮され第 2520 地区が発展していくことをご祈念いたします。 

２０２5-26 年度国際ロータリー第２５２０地区ガバナー           加藤雄彦（仙台） 
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表 12:地区予算 

 

 

ṍ ᴞṍ

7,000,000 7,000,000 2,000 ԁ θϤ3500 1,750 1,750

(1) ῖḊⱢỲˢ ṍˣ 2,800,000 ԁ θϤ1400 700 700

(2) ῖḊⱢỲˢ ṍˣ 800,000 ԁ θϤ400 200 200

(3)ϱрЌ˔ϯϼЕ ọⱢỲ 900,000 ԁ θϤ450 225 225

(4)к˔Ќ˔ϯϼЕ ọⱢỲ 100,000 ԁ θϤ50 25 25

(5)RYLAᶨ ⱢỲ 600,000 ԁ θϤ300 150 150

(6)←ᵲ◦כʾInter-country committeeⱢỲ 1,000,000 ԁ θϤ500 250 250

(7) ╦Ṝ ᶘ ọⱢỲ 300,000 ԁ θϤ150 75 75

(8)3 Ỹ› ІФзрϽϺарФ 500,000 ԁ θϤ250 125 125

17,000,000 17,000,000 2,000 ԁ θϤ8500 4,250 4,250

(1) Ỹ ᵓᵫ℗ⱢỲ 7,000,000 ԁ θϤ3500 1,750 1,750

(2)ϹНЗ˔ ᶨ ⱢỲ 10,000,000 ԁ θϤ5,000 2,500 2,500

34,000,000 34,000,000 2,000 ԁ θϤ17,000 8,500 8,500

ỸⱧ ְ֫( ˣ 34,000,000

15,802,000 ԁ θϤ29,000 14,500 14,500

(1)RI Ỳ 2,800,000

(2) ︡ 1,000

(3) ʾ╛ 13,001,000

73,802,000

0

73,802,000

7,000,000

(1) ῖḊⱧỘˢ ṍˣ 2,800,000

(2) ῖḊⱧỘˢ ṍˣ 800,000

(3)ϱрЌ˔ϯϼЕ ọⱧỘ 900,000

(4)к˔Ќ˔ϯϼЕ ọⱧỘ 100,000

(5)RYLAᶨ ⱧỘ 600,000

(6)←ᵲ◦כʾInter-country committeeⱧỘ 1,000,000

(7) ╦Ṝ ᶘ ọⱧỘ 300,000

(8)3 Ỹ› ІФзрϽϺарФ 500,000

28,770,000

(1) Ỹ ᵓᵫ℗ ˢᾝ Ỹ Ԍ› ᵓṳḯˣ 17,000,000

(2)ϹНЗ˔ ᶨ 11,770,000

ʹ ϹНЗ˔῝꜠ Ỳ 500,000

ʹ ϱрЌ˔ϯϼЕ ⱳ ᵓẸ Ỳ 1,000,000

ʹ  RC,RAC,IACὫ Ỳ 600,000

ʹ к˔Ќ˔ϯϼЕ ⱳ ᵓẸ Ỳ 100,000

ʹ ʹᶆ ӦԌᵓᵫ℗ 3,950,000

ʹʹ -1ʹɔԌ ếʾϼжУᶨ ᴟӦԌᵓ 100,000

ʹʹ -2ʹ῝ẶϱЮ˔Ѕΰ ʾDEI 300,000

ʹʹ -3ʹ∞ ӦԌᵓ 1,000,000

ʹʹ -4ʹ ỲḚ ӦԌᵓ 100,000

ʹʹ -͑́ ж˔ИрϽӦԌᵓ 100,000

ʹʹ -7ʹRLIʾ ᵓԌ 1,000,000

ʹʹ -8ʹϼжУᶨ ᴟм˔ϼЄдАФ 100,000

ʹʹ -9ʹ ▫ 400,000

ʹʹ -10ʹⱡ ʾ ṳᵓ ӛᾁ 50,000

ʹʹ -11ʹ⁯∑ ▫ʾ⁯∑ ᵓ 300,000

ʹʹ -12ʹ ╦Ṝ ᶘᵓӦԌᵓ 500,000

ʹ ʹ Ỹᵓ› 1,200,000

ʹʹ -1ʹϹНЗ˔ ₪ᵓṳ 250,000

ʹʹ -2ʹIMᶨ 800,000

ʹʹ -3ʹIntercountry Committee 50,000

ʹʹ -4ʹ∞ ӦԌᵓ 50,000

ʹʹ -5ʹḾṐḚ ӦԌᵓ 50,000

ʹ ʹϹНЗ˔ᶨ 1,400,000

ʹʹ -1ʹᶆ ᵓ› 800,000

ʹʹ -2ʹ“ ὓᵊ з˔Ѝ˔ 100,000

ʹʹ -3ʹζχ ϹНЗ˔ᶨ 500,000

ʹ ʹϹНЗ˔ ₪ᶨ 1,520,000

ʹ ʹ ⁮ ⌠ 800,000

ʹ ʹRIḩἰᶆ 500,000

ʹ ʹӦԌᵓᶨ 200,000

ʹʹ -1ʹϹНЗ˔ⱡ ӦԌᵓ 100,000

ʹʹ -2ʹζχ ӦԌᵓᶨ 100,000

37,520,000

(1) ⁯ Ỳ 1,870,000

ʹ ʹϹНЗ˔ᵓṳְ֫Ẹ Ỳ 500,000

ʹ ʹк˔Ќз˔ᾆẕᵓ 500,000

ʹ ʹ ῖḊ Ỹ› Ṑ ӲⱱẸ Ỳ(RIJYEM) 450,000

ʹ ʹк˔Ќз˔ ᾫẸ Ỳ 420,000

(2) ϹНЗ˔Ⱨ ְ֫ 23,710,000

ʹ  ʹᵓṳ 3,700,000

ʹ  ʹ Ὧ ˢ ḯˣ 8,500,000

ʹ  ʹ ỸHPʾὮ ḩἰ 5,000,000

ʹ  ʹ ῖ 2,000,000

ʹ  ʹ 500,000

ʹ  ʹⱧ ( Ί ḯˣ 1,900,000

ʹ  ʹ◦ ︣ 1,200,000

ʹ  ʹᵓὓЊТЕ 700,000

ʹ  ʹⱧ 100,000

     ʹ╛ 110,000

(3)ʹϹНЗ˔ϵйϼЕⱧ 11,440,000

ʹʹ ʹ⁯∑Ẹṳᵓ 600,000

ʹʹ ʹⱧ ʾ Ὧ ˢ6Ὦ ˣ 8,500,000

ʹʹ ʹⱳṍϹНЗ˔ ₪ᵓṳ 800,000

ʹʹ ʹӦԌᵓӦԌ ᵓṳ 40,000

ʹʹ ʹDTLS 200,000

ʹʹ ʹPELS 300,000

ʹʹ ʹDLA 500,000

ʹʹ ʹԊ╓ 300,000

ʹʹ ʹᶆ ᵓ› 200,000

(4)ʹϹНЗ˔ЛЬИ˔ᶨ 500,000

ʹʹ ʹԊ╓ 100,000

ʹʹ ʹζχ ϹНЗ˔ЛЬИ˔ᶨ 400,000
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0
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ʹʹ ʹᶆ ᵓ› 200,000

(4)ʹϹНЗ˔ЛЬИ˔ᶨ 500,000

ʹʹ ʹԊ╓ 100,000

ʹʹ ʹζχ ϹНЗ˔ЛЬИ˔ᶨ 400,000
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ṍ ᴞṍ

7,000,000 7,000,000 2,000 ԁ θϤ3500 1,750 1,750

(1) ῖḊⱢỲˢ ṍˣ 2,800,000 ԁ θϤ1400 700 700

(2) ῖḊⱢỲˢ ṍˣ 800,000 ԁ θϤ400 200 200

(3)ϱрЌ˔ϯϼЕ ọⱢỲ 900,000 ԁ θϤ450 225 225

(4)к˔Ќ˔ϯϼЕ ọⱢỲ 100,000 ԁ θϤ50 25 25

(5)RYLAᶨ ⱢỲ 600,000 ԁ θϤ300 150 150

(6)←ᵲ◦כʾInter-country committeeⱢỲ 1,000,000 ԁ θϤ500 250 250

(7) ╦Ṝ ᶘ ọⱢỲ 300,000 ԁ θϤ150 75 75

(8)3 Ỹ› ІФзрϽϺарФ 500,000 ԁ θϤ250 125 125

17,000,000 17,000,000 2,000 ԁ θϤ8500 4,250 4,250

(1) Ỹ ᵓᵫ℗ⱢỲ 7,000,000 ԁ θϤ3500 1,750 1,750

(2)ϹНЗ˔ ᶨ ⱢỲ 10,000,000 ԁ θϤ5,000 2,500 2,500

34,000,000 34,000,000 2,000 ԁ θϤ17,000 8,500 8,500

ỸⱧ ְ֫( ˣ 34,000,000

15,802,000 ԁ θϤ29,000 14,500 14,500

(1)RI Ỳ 2,800,000

(2) ︡ 1,000

(3) ʾ╛ 13,001,000

73,802,000

0

73,802,000

7,000,000

(1) ῖḊⱧỘˢ ṍˣ 2,800,000

(2) ῖḊⱧỘˢ ṍˣ 800,000

(3)ϱрЌ˔ϯϼЕ ọⱧỘ 900,000

(4)к˔Ќ˔ϯϼЕ ọⱧỘ 100,000

(5)RYLAᶨ ⱧỘ 600,000

(6)←ᵲ◦כʾInter-country committeeⱧỘ 1,000,000

(7) ╦Ṝ ᶘ ọⱧỘ 300,000

(8)3 Ỹ› ІФзрϽϺарФ 500,000

28,770,000

(1) Ỹ ᵓᵫ℗ ˢᾝ Ỹ Ԍ› ᵓṳḯˣ 17,000,000

(2)ϹНЗ˔ ᶨ 11,770,000

ʹ ϹНЗ˔῝꜠ Ỳ 500,000

ʹ ϱрЌ˔ϯϼЕ ⱳ ᵓẸ Ỳ 1,000,000

ʹ  RC,RAC,IACὫ Ỳ 600,000

ʹ к˔Ќ˔ϯϼЕ ⱳ ᵓẸ Ỳ 100,000

ʹ ʹᶆ ӦԌᵓᵫ℗ 3,950,000

ʹʹ -1ʹɔԌ ếʾϼжУᶨ ᴟӦԌᵓ 100,000

ʹʹ -2ʹ῝ẶϱЮ˔Ѕΰ ʾDEI 300,000

ʹʹ -3ʹ∞ ӦԌᵓ 1,000,000

ʹʹ -4ʹ ỲḚ ӦԌᵓ 100,000

ʹʹ -͑́ ж˔ИрϽӦԌᵓ 100,000

ʹʹ -7ʹRLIʾ ᵓԌ 1,000,000

ʹʹ -8ʹϼжУᶨ ᴟм˔ϼЄдАФ 100,000

ʹʹ -9ʹ ▫ 400,000

ʹʹ -10ʹⱡ ʾ ṳᵓ ӛᾁ 50,000

ʹʹ -11ʹ⁯∑ ▫ʾ⁯∑ ᵓ 300,000

ʹʹ -12ʹ ╦Ṝ ᶘᵓӦԌᵓ 500,000

ʹ ʹ Ỹᵓ› 1,200,000

ʹʹ -1ʹϹНЗ˔ ₪ᵓṳ 250,000

ʹʹ -2ʹIMᶨ 800,000

ʹʹ -3ʹIntercountry Committee 50,000

ʹʹ -4ʹ∞ ӦԌᵓ 50,000

ʹʹ -5ʹḾṐḚ ӦԌᵓ 50,000

ʹ ʹϹНЗ˔ᶨ 1,400,000

ʹʹ -1ʹᶆ ᵓ› 800,000

ʹʹ -2ʹ“ ὓᵊ з˔Ѝ˔ 100,000

ʹʹ -3ʹζχ ϹНЗ˔ᶨ 500,000

ʹ ʹϹНЗ˔ ₪ᶨ 1,520,000

ʹ ʹ ⁮ ⌠ 800,000

ʹ ʹRIḩἰᶆ 500,000

ʹ ʹӦԌᵓᶨ 200,000

ʹʹ -1ʹϹНЗ˔ⱡ ӦԌᵓ 100,000

ʹʹ -2ʹζχ ӦԌᵓᶨ 100,000

37,520,000

(1) ⁯ Ỳ 1,870,000

ʹ ʹϹНЗ˔ᵓṳְ֫Ẹ Ỳ 500,000

ʹ ʹк˔Ќз˔ᾆẕᵓ 500,000

ʹ ʹ ῖḊ Ỹ› Ṑ ӲⱱẸ Ỳ(RIJYEM) 450,000

ʹ ʹк˔Ќз˔ ᾫẸ Ỳ 420,000

(2) ϹНЗ˔Ⱨ ְ֫ 23,710,000

ʹ  ʹᵓṳ 3,700,000

ʹ  ʹ Ὧ ˢ ḯˣ 8,500,000

ʹ  ʹ ỸHPʾὮ ḩἰ 5,000,000

ʹ  ʹ ῖ 2,000,000

ʹ  ʹ 500,000

ʹ  ʹⱧ ( Ί ḯˣ 1,900,000

ʹ  ʹ◦ ︣ 1,200,000

ʹ  ʹᵓὓЊТЕ 700,000

ʹ  ʹⱧ 100,000

     ʹ╛ 110,000

(3)ʹϹНЗ˔ϵйϼЕⱧ 11,440,000

ʹʹ ʹ⁯∑Ẹṳᵓ 600,000

ʹʹ ʹⱧ ʾ Ὧ ˢ6Ὦ ˣ 8,500,000
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ʹʹ ʹӦԌᵓӦԌ ᵓṳ 40,000
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ʹʹ ʹᶆ ᵓ› 200,000

(4)ʹϹНЗ˔ЛЬИ˔ᶨ 500,000

ʹʹ ʹԊ╓ 100,000

ʹʹ ʹζχ ϹНЗ˔ЛЬИ˔ᶨ 400,000
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図 3：地区組織図 
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表 13：  2025-26 年 ガバナーエレクト年度行事日程 ２０２５年６月 30 日時点 

 

“Ⱨ

2 ( )-3 ( )1  ●Ᵽ♫כ 1 ●Ᵽ♫כ

5 ( ♩◒▪כ♃כ꜡( ◄ꜞ▪ ( )

6 ( ) כ♦כꜞ♃כ꜡

12 ( )

12 ( )  

24 ( ) ⱳꜞ○♦כ

24 ( )-26 ( ) K-ⱱ♥ꜟ

26 ( ) RC 70 ◓ꜝfi◦▼כꜟ

9 ( ) RC 60 ⱱ♥ꜟ◓ꜝfi♪ⱪꜝ◙

9 ( )-10 ( )13 כꜞ♃כ꜡

17 ( ) ╡╪↔ ╡( ≤ )

23 ( ה )RLI Ɽכ♩з ™╦≡ ☿fi♃(♫כ▬▪)כ

24 ( ) ○ꜞ◄fi♥כ◦ꜛfiᵑ

30 ( ) RC 60

30 ( ) RC 30 ⱨ□Ⱶꜞכ꜠☻♩ꜝfi₈ ₉

30 ( )2  ●Ᵽ♫כ 2-ᵑ ⱱ♥ꜟⱷ♩꜡ⱳꜞ♃fi

1 ( )14 AP  βZoom

1 ( )2  ●Ᵽ♫כ 2-ᵒ ⱱ♥ꜟⱷ♩꜡ⱳꜞ♃fi

1 ( ) GE
PG

ⱱ♥ꜟⱷ♩꜡ⱳꜞ♃fi

7 ( )2024-25  RYLA PARM-CITY131 5A

12 ( )-15 ( )53 כꜞ♃כ꜡ ⌂╠┘⌐ ⱪ꜡◓ꜝⱶ Ɽ◦ⱨ▫◖  

12 ( כꜞ♃כ꜡( ☿Ⱶ♫כ Ɽ◦ⱨ▫◖  

13 ( )
2 ●Ᵽ♫כ / 2 ●Ᵽ♫כꜝ♩◒꜠◄כ♬fi

◓☿Ⱶ♫כ/●Ᵽ♫כⱡⱵ♬כꜝכ♬fi◓☿Ⱶ♫כ/
ⱷ☺ꜗכ♫♪כ  

Ɽ◦ⱨ▫◖  

14 ( )-15 ( כꜞ♃כ꜡( Ɽ◦ⱨ▫◖  

11 ( ) ™╦≡ ☿fi♃(♫כ▬▪)כ

11 ( )-12 ( ) ○ꜞ◄fi♥כ◦ꜛfiᵒ ◓ꜝfi♪ⱱ♥ꜟ

18 ( ) ○ⱨ▫☻ⱦꜟ

21 ( ) Ⱪꜝ◒כꜞ♃כ꜡3 ⱱ♥ꜟ◓ꜝfi◦▼כꜟ

25 ( )6 IM fiכ♂ ▪▬fiⱤꜟꜝ

26 ( )8 RA ┘ RA AP +ZOOM

1 ( ) RC 30 ⱱ♥ꜟⱷ♩꜡ⱳꜞ♃fi

2 ( )1 IA AP +ZOOM

9 ( )-13 ( ) ⱨ꜡ꜞ♄ ♪fiꜝכ○

17 ( )3 כ♄כꜞ Zoom

22 ( ) ◓ꜝfi♪ⱱ♥ꜟ

24 ( ה ) ○ꜞ◄fi♥כ◦ꜛfiᵓ

7 ( )RLI  ⱨ□◦ꜞ♥כ♃כ ⱱ♥ꜟ

8 ( )3 TKP●כ♦fi◦♥▫  21F

8 ( )7 IM TKP●כ♦fi◦♥▫  ⱱ30ꜟכB

9 ( )4 RYLA ┘ RYLA AP +Zoom

10 ( )1 ▬ⱷכ☺ ○fiꜝ▬fi☿Ⱶ♫כ Zoom

15 ( )8 IM כ꜠◒

16 ( ) (DTLS)כ♫fi◓☿Ⱶ♬כꜝⱶכ♅ ( )

22 ( )RLI Ɽכ♩и ™╦≡ ☿fi♃(♫כ▬▪)כ

23 ( )2 IM Ⱪꜝfi♬ꜙכ

6 ( ) (PELS)כ♫fi◓☿Ⱶ♬כꜝ♩◒꜠◄ ( )

13 ( ) ○ꜞ◄fi♥כ◦ꜛfi ◓ꜝfi♪ⱱ♥ꜟ

13 ( )-17 ( ) 2025 ▬ꜞⱡ▬ ◦◌◗

16 ( )2 ●Ᵽ♫כⱡⱵ♬כꜝכ♬fi◓☿Ⱶ♫כ(GNLS 2) JP♃꞉כ( ─ )

17 ( )-18 ( )◒ꜝⱩ ☿Ⱶ♫2025כ JP♃꞉כ( ─ )

18 ( )
3 ●Ᵽ♫כ ⁸●Ᵽ♫כⱡⱵ♬הכ♦☺◓Ⱡכ

♩☿Ⱶ♫כ
JP♃꞉כ( ─ )

18 ( ) ◗ꜟⱨ ◗ꜟⱨ

19 ( )-20 ( ) ⱪꜝ◙▬fi ⁸ Zⱱכꜟ

26 ( )4 IM RC

26 ( )-27 ( )12 ▬fi♃כ▪◒♩ - - ⱱ♥ꜟⱩ◄♫ⱦ☻♃

10 ( )RLI Ɽכ♩й ™╦≡ ☿fi♃(♫כ▬▪)כ

10 ( )-11 ( )17 RYLA - - ◓ꜝfi♪ⱱ♥ꜟ

11 ( ) ●Ᵽ♫כ ( )

11 ( ) fi◓▪☿fiⱩꜞ(DLA)♬כꜝ ( )

17 ( ) RC ⱱ♥ꜟ◘fi◦ꜗ▬fi

31 ( )9

6 ( )-8 ( )28 RYE ꜞfi◒☻♥כ◦ꜛfiⱱכꜟ /ⱱ♥ꜟ

21 ( )-25 ( כꜞ●ꜟ◌( ◌♫♄

2024
( 6 )
12

Ϲ

Н

З

ϵ

й

ϼ

Е

2024
( 6 )
10

2025
( 7 )
5

2024
( 6 )
11

2025
( 7 )
6

2025
( 7 )
2

2025
( 7 )
1

2025
( 7 )
4

2025
( 7 )
3
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表 14：  2025-26 年 ガバナー年度行事日程   2025 年 8 月 1 日時点 

 

“Ⱨ

1 ( )2025-26 ●Ᵽ♫הכ ה ●Ᵽ♫כ ⱪꜞfi☻ⱱ♥ꜟ

12 ( ) ●Ᵽ♫כ ⱪꜝ◙▬fi

17 ( )  

19 ( )▬fi♃כ▪◒♩ ( 60 ) ( )

20 ( )2025-26  ◓ꜝfi♪ⱱ♥ꜟ

26 ( )4  ⱨ◊כꜝⱶ №ⅎ╡№

2 ( ) ה ( )

22 ( )-24 ( ) IB /○ꜞ◄fi♥כ◦ꜛfi/ ( )

25 ( )25-26 ◒ꜝⱩ 2026 1 20 ╕≢

30 ( ) ☿Ⱶ♫כ/ ☿Ⱶ♫כ ( )

6 ( )-7 ( )25-26  RYLA ⅝╓∫∟╚

8 ( )-9 ( )
2025-26 1 ●Ᵽ♫כꜝה♩◒꜠◄כ♬fi◓ה☿Ⱶ
(GELS)כ♫

Ɽ◦ⱨ▫◖

10 ( )
2026-27 ─╘√─כ♃כ♥ꜞ◦□fi◓ⱨ♬כꜝ
☿Ⱶ♫כ

Ɽ◦ⱨ▫◖

20 ( )RLI Ɽכ♩з

27 ( ) ◓ꜝfi♪ⱱ♥ꜟ

27 ( )-28 ( )2550 G ⱬꜟ♦▫ Ⱪכꜙ◐♩▬ꜝ/

4 ( )-5 ( )2690 G ◖fiⱬfi◦ꜛfi☿fi♃כ

11 ( )-12 ( )2510 G ⱱ♥ꜟ

12 ( )

19 ( )

25 ( )-26 ( )2530 G ⱱ♥ꜟ ◓ꜝfi♦/ ☻ⱳכ♠☿fi♃כ

8 ( )5 IM ⱱ♥ꜟ◘fi◦ꜗ▬fi

8 ( )-9 ( )2800 G ⱱ♥ꜟ◦fiⱨ◊♬כ▪Ⱡ♇◒☻/ ☿fi♃כ

15 ( )-16 ( )2820 G ≈ↄ┌ ⱡⱣⱱכꜟ/ⱱ♥ꜟ ≈ↄ┌

16 ( ) ╡╪↔ ╡

17 ( כꜞ♃כ꜡( ☿Ⱶ♫כ Ɽ◦ⱨ▫◖  

17 ( )-20 ( )54 כꜞ♃כ꜡ ⌂╠┘⌐ ⱪ꜡◓ꜝⱶ Ɽ◦ⱨ▫◖  

18 ( )
2 ●Ᵽ♫כ / 2 ●Ᵽ♫כꜝ♩◒꜠◄כ♬fi◓

☿Ⱶ♫כ/●Ᵽ♫כⱡⱵ♬כꜝכ♬fi◓☿Ⱶ♫כ/ⱷ
כ♫♪כꜗ☺  

Ɽ◦ⱨ▫◖  

19 ( )-20 ( )54 כꜞ♃כ꜡ Ɽ◦ⱨ▫◖  

22 ( )RLI Ɽכ♩и

22 ( )-23 ( )2570 G ⱪꜞfi☻ⱱ♥ꜟ

24 ( )1 ○ꜞ◄fi♥כ◦ꜛfi

30 ( )
◒ꜝⱩ ☿Ⱶ♫⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷⁷/כ
⅔╟┘ GE / ◓ꜝfi♪ⱱ♥ꜟ

6 ( )-7 ( )2620 G ⱱ♥ꜟ/◘▬◒ꜟ☻ⱳכ♠☿fi♃כ

♫כ▬▪

1 IM

10 ( )-11( )2 ○ꜞ◄fi♥כ◦ꜛfi OBהIB ◓ꜝfi♪ⱱ♥ꜟ

17 ( ) 1 ○ⱨ▫☻ⱦꜟ

24 ( )-26 ( ) fiⱪꜗ◐כ◐☻ OBהIB ꜝ▬◙꞉כꜟ♪

31 ( )2 IM ◓ꜝfi♪ⱱ♥ꜟ

6 ( )-7 ( )2750 G Ɽ꜠☻ⱱ♥ꜟ / fi♦כ●☺כ♥☻

14 ( )3 IM

21 ( )6 IM fiכ♂

◓ꜝfi♪ⱱ♥ꜟ

6 IM fiכ♂ ⱱ♥ꜟ◓ꜝfi♪Ɽ꜠☻

23 ( )7  ⱨ◊כꜝⱶ

7 ( )ROTEX OBהIB ה OF⁷HOTEL

7 ( )-8 ( )2700 G ◓ꜝfiⱢ▬▪♇♩ /▪◒꜡☻

14 ( )8 IM №┬ↄ╕

19 ( )-21 ( ) ☻ⱪꜞfi◓◐ꜗfiⱪ  ─

21 ( )RLI Ɽכ♩й ™╦≡ ☿fi♃(♫כ▬▪)כ

22 ( ) / (DTLS)כ♫fi◓☿Ⱶ♬כꜝⱶכ♅ ™╦≡ ☿fi♃(♫כ▬▪)כ

4 ( )-5 ( )2650 G ☻ⱪꜞfiה◙/ ﬞ

11 ( ) ○ꜞ◄fi♥כ◦ꜛfi ◓ꜝfi♪ⱱ♥ꜟ

12 ( ) (PELS)כ♫fi◓☿Ⱶ♬כꜝ♩◒꜠◄ ™╦≡ ☿fi♃(♫כ▬▪)כ

17 ( )-18 ( )●Ᵽ♫כ ⱱ♥ꜟⱷ♩꜡ⱳꜞ♃fi

27 ( )-28 ( )◒ꜝⱩ ☿Ⱶ♫2026כ Ɽ◦ⱨ▫◖

9 ( )-10 ( )13 IAC ⱦꜙכⱱ♥ꜟ

17 ( ) fi◓▪☿fiⱩꜞ(DLA)♬כꜝ ⱷ♩꜡ⱳꜞ♃fi ◓fi▬►כꜙ♬

22 ( )-23 ( )2720 G J:COMⱱꜟ♩ⱱכꜟ

30 ( )-31 ( )29 RYE - -

13 ( )-17 ( )

20( ) RC60 ﬞ Ɽכ◒ⱱ♥ꜟ

2026
5

2025
8

2025
9

2025
10

2026
3

2025
( 7 )
7

Ϲ

Н

З

2025
12

2025
11

2026
( 8 )
1

10 ( )

22 ( )

2026
6

2026
2

2026
4

Ϲ

Н

З

῝

꜠
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表 15：  クラブ訪問日程                   ２０２５年 7 月 9 日時点 

 

25 RC ШГиЮЕкЪзЌр ᴎ RC ШГиЮЕкЪзЌр ᴎ Ḭ ╦

26 ᴀ֕RC (Ӻ) ◗ᵓ ЌϳрШ˔и ᴎ RC ϯ˔ЕШГи ᴎ ╦

27 RC   ϽжрЖШГи ᴎ RC ШГиЮЕкЪзЌр ᴎИв˔ϳϱрϽ ╦

28 ʾ R־ ϳϴІГϰрШГи ᴎ / ᴎ Л RC ᴎϽжрЖШГи ╦

29 RC ϳϴІГϰрШГи 3 ᴎRC ШГиЮЕкЪзЌр ᴎИв˔ϳϱрϽ ╦

30 4

31 5

6

7

8

1 9

2 ᾥ RC Ḭʹ Ә ∩ 10

RC ШГиЮЕкЪзЌр ẉ 11

᷅RC OF HOTEL ẉ 12

ẋ RC ШГиЮЕкЪзЌр 13

RC   ϽжрЖШГи ẉ RC УжрИв˔ ₪

5 йϱрЩ˔RC ͖͖ͣШзДϱϱр ẉ ᴸ᷊RC ϽжрЄϴ˔иᴸ᷊ ₪

6 ᵎRC Ψήχϱр ₪

7 ᴸ᷊ RC χ ʹ χṗ ₪

8 RC Ψήχϱр ₪

9 בֿ / Ḭ/ἢἆRCɨ ʹ ‰Ệ ᴸ᷊ RC ϽжрЄϴ˔иᴸ᷊ ₪

10 17 ת RC ШГиϽжрЖОйІת ₪֦

11 ₪ RC ЂрЄаϱр₪ ‰Ệ 18

12
ᴸ / /ԁḩ/

ԁḩ RC״
ШГи χἨԁḩ ק 19

13 20
/ /

RC
ЁиТϼжУ ₪֦

14 21
ṓ /ṓ

RC
ЂрЫзрṓ ШГиḢ

15 22 ת RC Ри1Fˢ ᵓ ˣ ₪֦

16 ḵ RC ШГи ` ₈ 23 ᵎ RC ШГиϺаАІиФжЃ ᵎ ₪֦

17 ẋᾥ/ẋᾥ RC у О˔ϼШГи ⱬ≤ 24

18 ╦ RC ╣ ╣᾿ ⱬ≤ 25

19 26

20 27 fiу RC fiу ⁯∑ ₪֦

21
/ /

‰ RC
ϺаСЌиШГи1000

22 ᴀ RC ϽжрЖШГи ӗ

23 ᶑ ʾḮ RC ΚϐΨϘ ₈ 29 RC жСІжЇзϰ ӗ

24 / ᴱᾖ/ׁש  RC ῝״ Ḭ ◗ 30 RC ФжЃϱр ӗ

︡RC Ἃ ϸрЕз˔ϼжУ₈ 31

RC Ḭ ₈

26 RC ϞϘϐΦ ◗

27

28

29 ᴎ RC ᴎϽжрЖШГи ╦

30 ᴎ RC ШГиϵ˔І״ ᴎ ╦

3

25

28

1

2

16

4

15

14



120 

 

1 1 1

2 2 ᴲ 2 Ỳ

3 3 ᴥ RC ᴥ RCⱧ ∩ 3

4 ᴲ RC
ОйІʾІЇϺʾЫз

ϯ˔Ѕв
4 ḵ ╦RC ᶤ  ᾋᴪ ∩ 4

5 5 Ỳ 5 Ὦ

6
ק / /

/ RC
ΚΠϤΚק 6 6

7 Ỳ 7 7

8 8 Ὦ 8

9 9 9

10 Ὦ 10 10

11 ᾭRC ᾭО˔ϼШГи 11 11

ẆⱭRC ẆⱭϽжрЖШГи 12 12

◕RC σΤχ 13 13

13 14 14

14 15 15

15 16 16 ᾥ RC ϯϱрОиж֦ ∩

16 17 17

17 18 18

18 19 19

19 20 20 ᴲ RC ШГиЮЕкЪзЌр ẉ

20 21 21

21 22 22

22 23 ᴲ 23 Ỳ

23 24 24

24 25 25

25 ᴲ ᷊ RC ᷊ϽжрЖШГи ҹ 26 Ỳ 26

26 ᷊ RC ֬ⱬᵓḬ ҹ 27 27 ᴲ

27 28 28

28 Ỳ ᷊ RC ᷊ϽжрЖШГи ҹ 29 29

29 30 ᴲ 30

30 31 31

12
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仙台 ガバナー事務所 

980-0014 

宮城県仙台市青葉区本町２－１０－３３ 

第二日本ビルオフィスビル 8 階 

TEL: +81 22 224-0151 

(022) 224-0151 

Fax: +81 (22) 224-0152 

（０２２）224-0152 

Email:ri2520-sendai@sage.ocn.ne.jp 

 

 

 


